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はじめに 

 

 

要介護認定は、サービスを必要としている高齢者のサービスの内容や量を方向づけるもの

として、重要な位置づけにあります。その中でも認定調査員は「情報提供者」としての役割

を担っており、調査員が記載する特記事項は、認定審査において、対象者の状況を把握する

際の、重要な情報源となっています。このため、「認定調査員テキスト 2009 改訂版」に基

づき対象者の状況を調査し、的確に認定審査会に情報提供することが求められます。 

  

そこで、適切な認定調査に向け、初めて認定調査を行う調査員が認定調査員テキストの理

解を深めるための補助資料として活用できるよう、また、現任の調査員が日頃の調査の振り

返りとして活用できるよう、定期的に認定調査員ハンドブックの見直しを行ってきたところ

です。 

 

 今回の改訂では、多くの調査員が悩みやすい調査項目の記載を拡充し、特記事項の記載例

を増加しました。また、以前より掲載されていました認定調査の実施にあたって留意すべき

事項についても、内容を充実しました。 

 

 ただし、認定調査の実施方法や定義は、あくまでも「認定調査員テキスト 2009改訂版」

が基本となります。このハンドブックは、テキストの補助資料として、日々の認定調査の振

り返りに活用してください。 

 

令和６年４月 

 

 

東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課長 
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１ 要介護認定の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 認定調査 
被保険者から申請に基づき、認定調査員による認定調査を実施します。 

② コンピューターによる一次判定 
認定調査の基本調査結果および主治医意見書をもとに一次判定を行います。 

③ 介護認定審査会 
    保健、医療、福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会で、一次判定の確定と、

主治医意見書や認定調査の特記事項に基づき、二次判定を行います。 
 

① 

③ 

② 

（介護認定審査会委員テキスト２００９改訂版より） 

－ 1 －
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２ 要介護認定とは 

                 （令和２年度 厚生労働省要介護認定能力向上研修資料より）  
 

介護や支援の必要度は、必要とする「介護の手間」がどの程度かを判断して決めますが、その介

護の必要度を「介護の手間」という共通の基準（ものさし）で判断するものです。 

 「介護の手間」は、身体能力や認知機能の低下、認知症に伴って生じる行動・心理症状の有無、

居住環境、性別、疾患、年齢、意欲など、対象者に係る様々な要因の組み合わせから結果的に生じ

ているものです。 介護の手間の量は、疾病の重篤さ、身体機能等の低下の程度に比例するとは限

りません。 

 認定調査では、図の周辺にある居住環境や疾患等因子の影響を受けて生じた「身体能力の低下」

「認知機能の低下」「介助の方法」「ＢＰＳＤ」の４つを把握し、最終的に「介護の手間」に集約して必

要度を判定するのが要介護認定です。 

 判断の基準を「介護の手間」に統一することで、客観的でばらつきのない要介護認定ができる仕組

みとしています。 
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３ 一次判定 

 一次判定ソフトによる推計について 

一次判定ソフトにより、基本調査項目と主治医意見書を基に「要介護認定等基準時間」を

推計し、介護認定審査会資料を出力します。 

 

介護認定審査会資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより（一部改変）） 
 
具体的には、８つの行為区分（食事、排泄、移動、清潔保持、間接生活介助、ＢＰＳＤ関

連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為）ごとに１日あたりの介護に要する時間を分単位

で推計し、その合計の長さに応じて介護度を決定します。 

要 介 護

認 定 等

基 準 時

間 

行 為 区

分 毎 の

時間 

中間評

価項目

得点 

基本調査

の選択 
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４ 介護認定審査会の審査判定手順 

 介護認定審査会の審査判定は、厚生労働省が作成する「介護認定審査会委員テキスト」で

判定手順や基準が定められています。 

審査判定手順 

○「特定疾病」：第２号被保険者の場合には、要介護状態又は要支援状態となった原因が、

１６の特定疾病のいずれかによって生じたかどうかの確認をします。 
○STEP１「一次判定の修正・確定」：特記事項の記載内容や主治医意見書の記載から、認
定調査の選択肢が妥当かどうかを検討し、必要な修正及び一次判定の確定を行います。 
○STEP２「介護の手間にかかる審査判定」：認定調査の特記事項と主治医意見書の記述か
ら、通常よりも手間がかかるか、かからないかという視点で検討し、変更が必要と判断

した場合は、一次判定結果を変更します。（二次判定） 
○「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」：32 分以上 50 分未満の場合は、「認知
機能の低下の評価」、「状態の安定性に関する評価」により要支援２もしくは要介護１の

判定を行います。 
 ○STEP３「介護認定審査会として付する意見」：認定有効期間の検討などが行われます。 
 
 上記のうち、STEP１、STEP２、「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」では、
認定調査票の特記事項の記載内容が、審査会の判断にあたって重要な情報源となります。 
 

STEP1：一次判定の修正・確定 

 基本調査の選択の妥当性を確認 

■ 各調査項目の定義と特記事項や主治医意見書の記載内容から理由を 

明らかにして事務局に修正依頼。 

■ 本プロセスを経てはじめて「一次判定」が確定（修正した後の一次 

判定が、最終的な一次判定として記録される） 

 一次判定を確定するのは、「認定調査員」ではなく、「介護認定審査会」 

（令和２年度 厚生労働省調査員能力向上研修会資料より（一部改変）） 

認定調査は、テキストに沿って行いますが、テキストの基準にあてはめて考えることが困

難な事例や、調査員が選択に迷った調査項目は、認定審査会が最終的に一次判定として確定

させます。 

 確定するために重要になってくるのが、特記事項になります。認定審査会では、特記事項

の記載内容や主治医意見書の記載から、一次判定の妥当性を検討し、確定させます。 

 

 一次判定で議論するポイント 

  ・適切な介助で選択した項目（特記事項には、選択根拠、実際の状況などを記載） 

  ・選択に迷った項目（特記事項には選択根拠、迷った状況などを記載） 

－ 4 －



 

- 4 - 

４ 介護認定審査会の審査判定手順 

 介護認定審査会の審査判定は、厚生労働省が作成する「介護認定審査会委員テキスト」で

判定手順や基準が定められています。 

審査判定手順 

○「特定疾病」：第２号被保険者の場合には、要介護状態又は要支援状態となった原因が、

１６の特定疾病のいずれかによって生じたかどうかの確認をします。 
○STEP１「一次判定の修正・確定」：特記事項の記載内容や主治医意見書の記載から、認
定調査の選択肢が妥当かどうかを検討し、必要な修正及び一次判定の確定を行います。 
○STEP２「介護の手間にかかる審査判定」：認定調査の特記事項と主治医意見書の記述か
ら、通常よりも手間がかかるか、かからないかという視点で検討し、変更が必要と判断

した場合は、一次判定結果を変更します。（二次判定） 
○「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」：32 分以上 50 分未満の場合は、「認知
機能の低下の評価」、「状態の安定性に関する評価」により要支援２もしくは要介護１の

判定を行います。 
 ○STEP３「介護認定審査会として付する意見」：認定有効期間の検討などが行われます。 
 
 上記のうち、STEP１、STEP２、「状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定」では、
認定調査票の特記事項の記載内容が、審査会の判断にあたって重要な情報源となります。 
 

STEP1：一次判定の修正・確定 

 基本調査の選択の妥当性を確認 

■ 各調査項目の定義と特記事項や主治医意見書の記載内容から理由を 

明らかにして事務局に修正依頼。 

■ 本プロセスを経てはじめて「一次判定」が確定（修正した後の一次 

判定が、最終的な一次判定として記録される） 

 一次判定を確定するのは、「認定調査員」ではなく、「介護認定審査会」 

（令和２年度 厚生労働省調査員能力向上研修会資料より（一部改変）） 

認定調査は、テキストに沿って行いますが、テキストの基準にあてはめて考えることが困

難な事例や、調査員が選択に迷った調査項目は、認定審査会が最終的に一次判定として確定

させます。 

 確定するために重要になってくるのが、特記事項になります。認定審査会では、特記事項

の記載内容や主治医意見書の記載から、一次判定の妥当性を検討し、確定させます。 

 

 一次判定で議論するポイント 

  ・適切な介助で選択した項目（特記事項には、選択根拠、実際の状況などを記載） 

  ・選択に迷った項目（特記事項には選択根拠、迷った状況などを記載） 

 

- 5 - 

STEP2:介護の手間にかかる審査判定 

 通常の例よりも「介護の手間」がより「かかる」「かからない」の視点 

での議論 
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味。 
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（理由を記録することが重要） 
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（「介護認定審査会委員テキスト２００９ 改訂版」より） 
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状態の維持・改善可能性に関する審査判定
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５ 要介護認定における調査員の役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           （厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより） 
  
 認定調査員の最も重要な役割は、調査対象者の状況を介護認定審査会に、正確に伝達する

ことです。しかし、調査対象者の状況は様々です。基本調査項目に含まれないことや介護の

手間等については、具体的に特記事項に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             （厚生労働省 要介護認定適正化事業ホームページより） 

  認定調査では、調査項目の選択にあたり、迷うことも多々あると思います。 
  しかし、認定調査員が一次判定のすべての責任を負うわけではありません。 
  迷った場合などは、選択した根拠と具体的な状況を特記事項に記載し、介護認定審査会

の判断を仰いてください。 
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第２ 認定調査の実施上の留意点 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





- 8 - 
 

１ 認定調査にあたり特に重要なポイント 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

○認定調査員は、過去にその職にあった者も含め、認定調査に関連して知

りえた個人の秘密に対して守秘義務があります。 

 

○違反すると、公務員に課せられる罰則が適用になります。 

（認定調査員テキスト Ｐ６ １５行目から１８行目） 

 

○認定調査で使われる認定調査票などは、個人情報です。 

 

○訪問調査のための移動時など、個人情報の紛失には十分に注意してくだ

さい。 

 

○あってはならないことですが、万が一紛失した場合は、速やかに、上司

や委託を受けた区市町村に報告してください。 

 

○認定調査は、公正中立な立場で、客観的に行われなければなりません。

（テキストＰ６ ９行目） 

 

○「目に見える」「確認し得る」という事実によって、調査を行うことを

原則とします。（テキストＰ７） 

 

○要介護認定における調査員の役割は、認定審査会に具体的な介護の手間

を伝えていただく情報提供者であり、とても重要な役割です。 

（テキストＰ４） 

③個人情報の管理について 

①公正・中立な調査の実施 

②守秘義務 
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２ 認定調査前に必要なこと 

 

 ○ 認定調査の訪問日等の予約 

 連絡先に電話等で、認定調査の目的などを説明、調査対象者本人と家族の都合をうかが

い、訪問日、時間、訪問場所を確認します。施設（病院）の場合は担当者に連絡し、日程

を調整します。 

  

  

  

  

  

  

  

①調査場所の確認 

認定申請書に記載された住民登録記載住所は、必ずしも調査対象者の生活の場とは限らないた

め、必ず調査場所を確認します。また、短期入所先やデイサービス等、一時的な生活の場では調

査は行わないようにします。 

 

②配慮すべきことを確認 

調査対象者の体調、告知されていない病名等、あらかじめ必要な情報、調査上の留意点を確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 調査場所の確認 

② 配慮すべきことを確認する 

③ 家族や施設職員等の同席を依頼する 

④ 調査対象者の生活ペースを配慮する 

アポイントの際に必要なこと 

（例） 

「調査の際に気を付ける

ことはありますか？」 

ア 調査対象者の前でできない話の確認 

・癌等、告知されていない疾病 

・家族等が介護において困っていること 

・排泄等の失敗や認知症状など、調査対象者の自尊心を傷つける 

ような内容  等 

 

 

 

 

 

 

 

イ 身体状況・心身の状態の確認 

 ・急性疾患等調査を受けられない状況にないか 

 ・コミュニケーション能力（直接の聞き取りが可能であるか） 

 ※疾患によっては、夕方や夜間に状態が悪くなったり、日によっ

て異なったりする場合があります。認定調査は、調査対象者の状

態が安定しているときに実施し、日頃の状況を把握できるようにし

ます。 

（例） 

「お話はどの程度通じま

すか？」 

※調査対象者が介護保険の利用に納得していない場合などに、認定調査であることを悟られな

いよう、立会者の方と相談したうえで「健康調査」という名目で調査する手法をとる区市町村や、名

札をして訪問をしたところ「近所に認定調査員が来たと知られてしまう」とトラブルになったため、名

札を首から下げて訪問しない方針の区市町村もあります。区市町村担当者の指示に従い、準備を

進めてください。 
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③家族や施設職員等の同席を依頼する 

 

 

 

 

 

  

④調査対象者の生活ペースを配慮する 

調査対象者が日常生活のペースを維持して調査を受けられるような配慮が必要です。家族等には、

調査対象者が不安定な状態とならないように、できる限り日常生活と同じペースで認定調査を受けられる

ようにと伝えます。 

 

○ 事前の準備 

 認定調査に必要なものを事前に準備します。 

・身分を証明するもの（調査員証・介護支援専門員証など） 

・調査票 

・認定調査員テキスト 

・視力確認表（認定調査員テキスト Ｐ．６６） 

・地図 

・筆記具（ペンを「３－４短期記憶」）の３品提示による確認で使用する場合があります） 

・時計（「３－４短期記憶」）の３品提示による確認で使用する場合があります） 

・マスク 

・その他（あると便利なもの） 

 使い捨て手袋、スリッパ、替えの靴下（畳等スリッパでは失礼な場合もあります）、 

 筆談用のボード、紙（ノートやスケッチブックなど）、年齢早見表 
 

  

３ 認定調査当日 

  

○必要な持ち物を点検しましょう（個人情報の管理には十分気をつけましょう） 

○華美な服装はさけ、動きやすく相手に不快感を与えないような身なりを心がけます。 

○わかりやすい言葉で丁寧な言葉遣いをしましょう。 

（専門用語や略語を使用しない、外来語や流行語を使用しない、ゆっくり話す） 

○約束した時間に到着できるよう、余裕をもって伺いましょう。万が一遅れる場合は必ず連

絡をするようにしましょう。 

〇立会者が時間に遅れた場合は、立会者に連絡をして、到着を待ちましょう（待たずに調査

を始めてしまい、トラブルになった事例があります）。 

（例） 

「正確な認定調査のた

めに立会いをお願いで

きますか？」 

調査対象者の状況を、より正確に把握し、調査の客観性を確保す

るため、できるだけ、調査対象者の日頃の状況を一番よく理解してい

る人の立会いをお願いします。 

施設（病院）の場合、本人だけでは聞き取りが不十分な場合、誰に

聞けばよいか訪ねておきます。 
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４ 認定調査を始める前 

  

①自己紹介 

  

 入口で挨拶をし、室内に入ったら 

調査対象者・家族等にわかるように 

身分証を提示しながら、改めて氏名 

を伝えます。 

  

②認定調査の目的や内容の説明 

 

 認定調査が１時間程度かかること、実際に行っていただく動作があること、調査の内容は全て

の方共通であることなどを伝えます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③認定調査員としての立場・公務員と同様に守秘義務があることを説明  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

○ 家族等が同席している場合、まずはご本人からお聞きし、不明な点等を後ほどお聞きした

いと伝えておきます。 

（家族によっては介護の苦労など話し続け、調査に入れなかったりすることもあるため。また、

家族等が本人に代わって回答しないよう留意する） 

 

○ 調査対象者の回答と事実が異なる場合の対応 

家族等に、調査対象者が回答した後、事実と異なることがあるか否かを他の場所で確認します。調査

対象者の自尊心を傷つけないように、面前での確認はできるだけ避けるようにします。 

留 意 点 

（例） 

私は○○区（市）の認定調査員の○○と申します。（私は

○○区（市）から委託された認定調査員の△△と申しま

す。）今日はお体のご様子や日頃の生活のことを伺いに

来ました。 

（例） 

介護保険の介護サービスを利用するには、まず認定を受けていただく必要があります。その

結果をもとに、サービス計画を立て利用するしくみになっています。今日はその認定のための

調査に来ました。 

今日伺う認定調査の内容は全国共通のものです。質問項目は全部で７４項目あり、お食事

や入浴など日常生活のご様子をお聞かせいただいたり、無理のない範囲で確認動作をしてい

ただきます。 

認定調査終了まで１時間程度を目安としておりますので、どうぞご理解の上ご協力をお願い

いたします。 

（例） 今日伺ったお話については、介護保険の認定以外で使用することはありません。 
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- 11 - 
 

４ 認定調査を始める前 

  

①自己紹介 

  

 入口で挨拶をし、室内に入ったら 

調査対象者・家族等にわかるように 

身分証を提示しながら、改めて氏名 

を伝えます。 

  

②認定調査の目的や内容の説明 

 

 認定調査が１時間程度かかること、実際に行っていただく動作があること、調査の内容は全て

の方共通であることなどを伝えます。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③認定調査員としての立場・公務員と同様に守秘義務があることを説明  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

○ 家族等が同席している場合、まずはご本人からお聞きし、不明な点等を後ほどお聞きした

いと伝えておきます。 

（家族によっては介護の苦労など話し続け、調査に入れなかったりすることもあるため。また、

家族等が本人に代わって回答しないよう留意する） 

 

○ 調査対象者の回答と事実が異なる場合の対応 

家族等に、調査対象者が回答した後、事実と異なることがあるか否かを他の場所で確認します。調査

対象者の自尊心を傷つけないように、面前での確認はできるだけ避けるようにします。 

留 意 点 

（例） 

私は○○区（市）の認定調査員の○○と申します。（私は

○○区（市）から委託された認定調査員の△△と申しま

す。）今日はお体のご様子や日頃の生活のことを伺いに

来ました。 

（例） 

介護保険の介護サービスを利用するには、まず認定を受けていただく必要があります。その

結果をもとに、サービス計画を立て利用するしくみになっています。今日はその認定のための

調査に来ました。 

今日伺う認定調査の内容は全国共通のものです。質問項目は全部で７４項目あり、お食事

や入浴など日常生活のご様子をお聞かせいただいたり、無理のない範囲で確認動作をしてい

ただきます。 

認定調査終了まで１時間程度を目安としておりますので、どうぞご理解の上ご協力をお願い

いたします。 

（例） 今日伺ったお話については、介護保険の認定以外で使用することはありません。 

- 12 - 
 

５ 認定調査 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 認定調査項目は、上記の質問から入ると調査がスムーズになります。 

 調査対象者にはリラックスして楽な姿勢で答えていただくよう伝えます。 

 

 また、病院での調査の場合は、始める前に「こちら（病室）で調査をしますか？」と確認

し、病室でよいということであれば、カーテンを閉め、調査対象者に配慮をします。 

  

  

①調査対象者の聴力等により座る位置を調整 

  

 

 

 

  

②本人確認 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

③家族状況と介護者、介護状態を確認 

  

  

  

 

 ①調査対象者の聴力 

 ②調査対象者本人の確認等 

 ③同居家族・主たる介護者 

 ④調査対象者の居住環境 

 ⑤日頃の生活の様子 

 ⑥既住・通院歴 

 ⑦困っていること、現在受けているサービス状況 

（１）導入時の７つの質問 

（例） 

「このくらいの声の大きさで聞こえますか？」 

※「1-13聴力」の項目の調査を兼ねて確認することができます。 

※「3-3生年月日や年齢を言う」と「3-5自分の名前を言う」の項目の確認をすることができます。 

※「3-6 今の季節を理解する」は、世間話的に聞くことができ、話のきっかけをつかみやすい項目であ

り、回答の仕方で認知症があるかどうかについても、ある程度判断することができます。 

「少しご本人とお話させてください」とあらかじめ家族等に断り、質問が終了したら、 

「ここからはご一緒にお願いします」等の声かけをします。 

（例） 

「お名前、生年月日、年齢をお聞かせください。」 

（例） 

「介護をしている方と、ご一緒にお住まいになっている方を教えてください。」 

－ 12 －
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④居住環境を確認 

  

  

  

  

  

  

  

⑤毎日の様子を確認、調査員が来る前に何をしていたか確認 

  

  

  

  

  

  

  

  

⑥現在の状況に関する既往歴から生活に支障がある点を掘り下げて確認 

  

  

  

  

  

  

  

⑦調査対象者、家族等が介護で最も困っていることやサービスの有無を確認 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

○困っていることを聞き、それをきっかけに該当項目の内容を掘り下げて質問します。 

○直接調査項目に該当しなくても、困っていることについて「介護の手間」を増やすと

考えられる事項について特記事項に記入します。 

○その他については概況調査の欄に記入します。 

留 意 点 

（例） 

「お住まいや今いらっしゃるところについて、お困りになっていることはありますか？」 

（例） 

「普段の１日のすごし方をお聞かせください。」、「調査の後は何かご予定がありますか？」 

「今日（私が来る前）は、何をしていましたか？」 

※「3-2 毎日の日課を理解」、「3-4 短期記憶」の項目の確認ができます。調査員が来る前に何をしてい

たか答えられない場合や、不明な場合は「短期記憶」ができない可能性がありますので、後で３品提示し

確認します。 

（例） 

「今日の体調はいかがでしょうか？ これまでにかかった病気、けがなどについて教えてくだ

さい。」 

 
※当日の健康状態について聞くことで、動作確認が行えるかどうかも判断ができます。また、現在の通院

状況や、服薬の有無なども確認することができます。 

（例） 

「今、生活の中で、お困りになっていることはどんなことですか？」 

「現在、利用しているサービスを教えて下さい。」 

 ※概況調査に関わる部分を確認します。認定申請にいたった経緯や、介護サービスの有無についてな

どを聞いておきます。 

※「３－７場所の理解」は、「施設」「自宅」などの区別がつけば「１．できる」を選択します。会話の中でも

判断することができます。 

－ 13 －
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  認定調査は、調査対象者の様態（疲れなどで体調が悪くなる場合等）をチェックしなが

ら進めます。 

  調査項目の聞き取りの順番は決まっていません。調査員が聞き取りやすいところから聞

いていきます。 

  

①緊張させない・しない 

 

 

 

②生じている介護の手間を把握する 

 

 

 

 

③確認動作の試行は注意して行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ①緊張させない・しない 

 ②生じている介護の手間を把握する 

 ③確認動作の試行は注意して行う 

（２）基本調査項目の聞き取り・確認のポイント 

 

排泄などのデリケートな質問は、聞き方に十分配慮します。 

失禁等があっても本人が答えなかったりするので、他の項目と絡めて聞くことも大切です。 

同席者に聞くときは、本人と離れたところで聞くなど、タイミングや場所も配慮しましょ

う。 

留 意 点 

・調査員・調査対象者ともにリラックスし、あわてないで回答できるよう聞き取りに時間をかけます。 

・落ち着いて質問していけば、およそ１時間で調査を終了することができます。 

・日常生活にどういう支障が生じているか、また、それによってどのくらい介護の手間がかかっている

か、「介護の手間」を頭にいれながら質問します。 

・１つの調査項目の内容を聞くことにより、複数の調査項目の回答が得られることもあります。 

 確認動作の試行が原則となっている項目では、調査対象者の様子を見て、確認動作をして危険が

ないこと、体調不良等がないことを確かめてから試行していただきます。くれぐれも、身体を痛めた

り、容態が悪くならないよう注意します。 

 確認動作の試行が後になると調査対象者が疲れてしまうこともあるので、なるべく早く行うほうがよ

いでしょう。 

－ 14 －
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６ 認定調査終了後 

  

○家族等への認定調査内容の確認 

  調査終了後、調査票の内容を調査対象者や家族等に確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○認定調査終了の案内 

  ①今後の問い合わせ先を伝えます（所管一覧表等を提示又は渡す）。必要に応じて、地

域包括支援センター等を紹介します。 

  ②長時間認定調査に協力いただいたことに感謝を述べ、調査対象者の体調を気遣い家族

等の苦労をねぎらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）認定調査の信頼性の確保 

 調査内容の確認をすることで認定調査の信頼性を確保することができます。 

 

（２）調査票記入内容の確認 

認定調査実施中に意思の疎通がうまくできなかったり、判断に迷って選択を誤ってしま

った場合に、訂正することができます。 

 また、同時に、家族等が調査項目における選択の判断に疑問を抱いている場合は、理由

を説明することにより、その場で疑問を解消することができます。 

 ※調査対象者や家族等の訴えと調査員の判断が異なる場合には、最終的には調査員の判

断により選択しますが、具体的な状況を「特記事項」に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

調査内容確認の効果 

 

 

○ 要介護度について「要介護○○くらいかもしれません」と絶対に言わないでく

ださい。介護度について、約束されたのだと誤解をまねくことになりかねませ

ん。 

 

○ 聞かれた場合は、「要介護認定結果通知で確認してください」と伝えてください。 

 

○ 「別のサービスを使った方がいい」などとサービスについてのアドバイスは、

担当ケアマネジャーとの信頼関係に支障をきたす場合がありますので、控えて

下さい。 

注意事項 

－ 15 －
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第３ 基本調査項目の選択の考え方 
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１ 基本調査項目の選択基準

（認定調査員テキスト２００９改訂版より）
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２ 評価軸の考え方 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 

 
基本調査項目には、 

 
 
 
 
を確認して判定するというように、判定の基準が３つの評価軸で構成されています。 
評価軸ごとに評価の方法や調査のポイントなど、特徴が共通していますので、個々の調査

項目の定義を覚えるにあたって、どの評価軸かを意識しながらテキストを読むと覚えやすい

でしょう。 
 
○「有無」には「「麻麻痺痺等等・・拘拘縮縮」」の項目、「「BBPPSSDD  関関連連」」の項目の２つに分かれています。
また、第４群の「精神・行動障害」のすべての項目、第３群の「3-8 徘徊」「3-9 外出すると
戻れない」、第５群の「5-4 集団への不適応」を総称して「BPSD 関連」として整理する。 
 
※BPSDとは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia の略で、認知症に伴う行
動・心理状態を意味します。 

 

①「「能能力力」」を確認して判定する、 
②生活を営む上で他者からどのような介助が提供されているか（「「介介助助のの方方法法」」）、 
③障害や現象（行動）の「「有有無無」」、 
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（１）能力の項目 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 

・調査対象者に実際に行ってもらう。（試行できない場合は状況を聞き取る。） 

・本人や家族の「同意が得られない」場合や、「危険」と判断される場合などでは、確認動

作は行わないでください。 

・実際に行ってもらえた場合でも、実際の行ってもらえなかった場合でも、本人や介護者

から「日頃の状況」を聞きとります。 

・福祉用具（補装具や介護用品等）を使用している場合は、使用している状況で基本調査

項目を選択する。 

・自分の体の一部を支えとしている場合は、「何かにつかまればできる」等を選択する。 

・同様の行為や回答を行っていることを確認できれば、確認動作の試行は不要です。 

・試行した状況と日頃の状況が異なる場合は、より頻回な方法で選択する。 

・確認できない場合は、聞き取りから、より頻回な状況で選択する。 

・いずれの場合も、特記事項へ具体的な状況を記載する。 

 
 
 
 
 
 

能力の項目の留意点 

 選択の基本は「試行」  

 可能な限りテキストの規定する環境や方法で試行しているか再度確認（安全
確保を第一にすること）。 

□ 「歩行」を足場の悪い場所で試行していないか。 

□ 「寝返り」を「つかむもの」がない場所で試行していないか。 

□ 「立ち上がり」を下肢が完全に机の下に入っている状態で試行していない

か。 

 選択の判断に迷う場合は、迷わずに特記事項へ 

 特記事項のポイントは「日頃の状況」の聞き取り  

 日頃の状況≠日頃の生活の様子 

 日頃の状況＝日頃の「確認動作」の可否（その判断において日頃の生活の様
子が参照されることはある）  

 
（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を基に作成） 
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（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を基に作成） 
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（２）介助の方法の項目 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 
・介助が行われているか聞き取る。 

・調査日より概ね過去１週間にどの程度行われているか。より「頻回」に提供されている

介助の方法を選択する。（つめ切りは概ね過去１か月） 

・調査の対象となる行為は、人それぞれで、居住環境や心身の状態、生活習慣などによっ

て異なる。 

・基本調査項目の選択肢は、介護の手間の量には関係なく、どのような「方法」で、介助

が行われているかを表す。 

・必ずしも「全介助」の方が、「一部介助」よりも介護の手間が大きいとはいえない。 

・同じ選択肢でも、それぞれのケースにより介助量には幅がある。 

・生活習慣や寝たきり等によって調査対象の行為自体が発生しない場合は、「類似の行為」

などで評価する。（つめ切り、洗顔。整髪。ズボン等の着脱などが対象） 

・介助が行われていない（介助が行われている）が適切な状況にある場合は、実際の状況

で選択し、特記事項には介護の手間と頻度を記載する。 

 ・介助が行われていない（介助が行われている）が不適切な状況にある場合は、調査員が

「適切」と考える方法で選択し、特記事項には実際の状況、不適切と考えた根拠などを

記載する。 

 
 
 

 
 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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介助の方法における「頻度」の考え方 

 「より頻回な状況で選択する」 
 本来、多くの要介護者の介護状況は「多様」であり、常に同じ介助が行われて
いるわけではない。 

 日常生活における、場面毎の介助の状況を特記事項に記述することが最も重
要なポイント。 

 頻回な状態で選択した場合は、「一次判定で評価しきれない介助」が存在する場合がある。 

 したがって、二次判定（介護の手間にかかる審査判定）における検討が想定されるため、特記
事項は必須。 

 頻度の考え方の留意点 
 パーキンソン病など心身の状態に日内変動がある場合は、状態毎の「介護の手間」の違いを丁

寧に記載することが重要。 

「実際の介助の方法」が不適切な場合の考え方 

 「実際の介助の方法」が不適切な場合 
 独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていな
い場合。 

 介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合。 

 介護者の心身の状態から介助が提供できない場合。 

 介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合。  など 

対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が

想定される。 

「実際の介助の方法」が不適切な場合のポイント 

「不適切」と考える理由は特記事項に記載する。 
 理由が明記されていないと、審査会委員は、調査員の判断が妥当かどうか確認
することができない。 

 （理由の有無は、特記事項チェックの最大のポイントの一つ） 
介助の適切性は総合的に判断する 
 独居、老々介護のみを理由に判断するものではない。 

 単に「できる-できない」といった個々の行為の能力のみで評価しない。 

 生活環境や本人の置かれている状態なども含めて、総合的に判断する。 

 【参考】（前略）これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う（後略）（介護保険

法第１条） 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を基に作成） 

－ 22 －
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 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 

－ 23 －
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 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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（３）有無の項目 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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【留意点】 

・行動が発生しているかどうかで選択する。 
・発生している場合は、具体的な対応の状況（手間や頻度）を聞き取り、特記事項に記載す

る。介護量を把握できるようにすることが重要。 
・発生していない場合も、定義以外や類似の行為がある場合は、具体的な状況（手間や頻度）

を特記事項に記載する。 
・「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上」のケースについては、ＢＰＳＤ関連項目等につ

いて「介護の手間」の発生の有無を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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（令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料より） 
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３ 基本調査項目ごとのポイント 

 （令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料をもとに作成） 

 

 第１群  1-1：麻痺等の有無（下肢）   

 下肢麻痺における「ばらつきの因子」 

 「麻痺等（筋力の低下や麻痺等の有無）」は、「確認動作」に基づいて評価され
ることが原則。 

 主観的な「筋力の低下」だけで選択しないよう留意。 

 他調査項目（歩行や移動）と連動させるような判断基準は避ける。 

 「その他」については、特記事項の記載に留意する。 
 

 下肢麻痺「あり」が「はずれ値」を示す要因になりうる調査方法・判断基
準 

 静止状態を保持する際、下肢に震えがみられることだけをもって「麻痺あり」を
選択する場合。 

 厳密に水平まで挙上できるかを基準としている場合 

 軽度の可動域制限がある場合は、関節の動く範囲で行う。 

 背もたれにもたれない状態で確認動作を実施している場合×「挙上できる」と判
断する角度が厳しい（水平に近い）場合。 

 

 欠損により試行できなかった場合は、該当部位と「その他」の両方を選
択する。（特記事項欄には欠損の状況を記載） 

 

 

 第１群  1-5：座位保持 1-8：立ち上がり   

 「日頃の状況」に対する考え方（座位保持の例） 
 「支えが必要」で選択の偏りが発生しやすい。 
 要支援・要介護１レベルで「支えが必要」が選択されている場合などは、要注意。 

 日頃の状況 
 誤：日頃の生活（日中は居室のソファーにもたれて過ごしている） 
 正：日頃の能力（日頃、同じ動作を行った際、できているのか、できていないのか） 
 第１群における「日頃の状況」は申請者にとっては、回答が難しい場合もあるこ
とに留意し、質問の仕方を工夫することが重要。 

－ 27 －
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３ 基本調査項目ごとのポイント 
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 確認のポイント 

 食事摂取時の姿勢など（座位が取れる場合は、嚥下を楽に行うために、背もた
れにもたれずに食事を摂取するのが一般的）を確認することで、座位保持の状

況を把握することができる場合がある。（医療機関での受診時の椅子／待合室

の椅子など） 
 

 立ち上がりの「支えがあればできる」の選択 

 体を支える目的で、しっかりと加重して立ち上がっているかで選択。 

 「手をつかないと立ち上がれない」のか、「手をついて立ち上がった」のか区別して判断する
ことが必要 

 試行の際は、椅子の向きに注意。 
（テーブルが正面にあると、だれでも自然に手をついてしまう） 

 

 

 第２群   2-1：移乗   

 軽度者の移乗をどう考えるか 

 定義されている「移乗」行為がない場合。 

行為が生じた場合を想定し適切な介助の方法を選択し、具体的な事実を特記事項に記載 

 「調査対象の行為が発生しない場合」の規定（寝たきり状態など）と同様に考え
る。 

 移乗の類似行為は存在するか？ 

 「ベッド→歩行→便座（着座）」は移乗行為ではない。 ⇒移動 

 移乗の規定：「ベッドから車いす（いす）へ」「車いすからいすへ」「ベッドからポー
タブルトイレへ」「車いす（いす）からポータブルトイレへ」「畳からいすへ」「畳か

らポータブルトイレへ」「ベッドからストレッチャーへ」等、でん部を移動させ、いす

等に乗り移ること。 

 体位交換の取り扱い 

 最重度者における体位交換の特記事項については、「1-3：寝返り」（能力の項

目）に記載せずに、「2-1：移乗」（介助の方法の項目）に頻度とともに記載する

ほうが、わかりやすい。 
※清拭・じょくそう予防等を目的とした体位交換、シーツ交換の際に、でん部を動かす行為も移乗に

含まれる。 

 

－ 28 －
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 第２群   2-2：移動   

 移動における「見守り等」 

 「適切な介助の方法」による選択 

 「見守り等」「一部介助」の選択が過剰になっていないか。 

 「移動」における「見守り等」の定義：『常常時時のの付付きき添添いいのの必必要要ががああるる「見守り」』 
 よくみられる例：2-2 で「移動時ふらつきが見られるため移動に見守りが必要。」としつつ、

2-12で「毎日、30分程度一人で散歩している。」等 

 適切な判断レベルをどのように形成していくか。 

 固定的な判断基準を作らない（特定の基本調査項目が「一部介助」の場合、移動は一部介
助とする／等）。 

 基本的に、専門職による合意が必要（テキスト等に具体的な判断規定は設定されていな
い）。 

 審査会の議論・判断においても同様の課題がある。 

 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 各調査項目の聞き取りで総合的に把握する（特に排尿）。 

 想定される場面 
 自宅内での移動（食事、トイレ、台所、来客時など） 
 入浴時：通常時に介助がない場合でも施設やデイサービスなどの大浴場での対応が異な

る場合がある。 

 移動の機会を特定することが重要（＝活動性や頻度を把握することができる）。 

※施設の場合、事故防止のため独歩者でも介助することがあるため注意する。 

 

 外出時の移動や転倒等の頻度について丁寧な聞き取りを行う 

（特特にに軽軽度度者者） 
 

 定義上、「外出時」の移動は、評価の対象に含まれない（基本調査の選択には
含まれない）ものの、外出時の介助は、特に軽度者の介護の手間にかかる審

査判定において議論されることが多いことから、「2-12：外出頻度」などと関連づ

けて特記事項を記載することが望ましい。 

 「外出時の移動」の聞き取りが必要な理由を「審査会の視点」から説明すること
が重要。 

 「2-2 移動」で「介助されていない」を選択する場合でも、転倒等の頻度により、

申請者に必要な「機能訓練」に関する評価が異なる可能性がある。 
 

 

 

－ 29 －
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が重要。 

 「2-2 移動」で「介助されていない」を選択する場合でも、転倒等の頻度により、

申請者に必要な「機能訓練」に関する評価が異なる可能性がある。 
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 第２群  2-4：食事摂取   

 行為区分毎の時間において、最も時間の幅をもつ（1.1 分-71.4 分）「食事」

の樹形図の最上位分岐点の調査項目。 

 食事の樹形図では分岐は「見守り」-「一部介助」で発生する。 
（その他 4か所で分岐点として採用） 

 選択・特記事項上の留意点 

 食事摂取の介助にかかる介助時間は、実際の介護時間において長時間であり、
個人差も発生しやすいことから、介護認定審査会の判定においては、重要な意

味を持つ場合がある。 

 「一部介助」：「ただし、この『一部』については、時間の長短は問わない」 
 ほとんど介助が行われない一部介助：「ほとんど自分で食べるが、大きなものは、小さく切

るなどの介助が行われている」 

 全介助に限りなく近い一部介助：「自分で食べようとするが、数口でやめてしまうため、ほと
んどを介助している」 

 

 第２群  2-5/2-6：排尿・排便   

 

 排尿（排便）は、実際の介護において「「個個人人差差」」があり、また一日の中で
「「何何度度もも発発生生すするる介介助助」」であり、その結果、二次判定（介護の手間にか

かる審査判定）では議論されることが多い。 
 全ての要介護度区分（非該当～寝たきりレベル）において、丁寧な記載を心が
ける。 

 特に、「介助されていない」「全介助」の選択を行った場合、記載漏れがないよう
に留意する。 

 特記事項の記載ポイントは４点 

排泄にかかる介護の手間 

＝①排泄方法 × ②頻度 + ③失敗の有無と介護 
 

 要介護者においては、「活動時間帯（日中・夕方）」と「就寝時（夜間・深
夜）」で、排泄の状況が異なる場合が多い。介助の方法や状況が時間帯で

異なる場合は、④④昼昼夜夜のの違違いいも記載。 

 失敗には、失禁だけではなく、トイレの汚染、不潔行為等も含まれる。 
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 ポータブルの掃除に関する解釈 

 ポータブルの「一括清掃」（翌朝に一回の掃除で対応等）は、排泄介助の機会
が複数あったものを、介護者の都合などで「一回」で処理した場合が想定されて

いる。 

 選択の基準は、「より頻回な状態」での選択になるため、昼間はトイレで排尿し
ている場合などは、深夜帯以外の介助の状況を十分に把握した上で、選択を

決定する。 

 なお、いずれの選択を行う場合も、ポータブルに対する介助の状況は、特記事
項に頻度とともに記載することが重要。 

（ポータブルトイレを複数回掃除している場合は、回数を記載するとわかりやすい） 

 便器周りの掃除の考え方。 

 排尿での分岐点は、樹形図上、２か所しかないが、軽中度では分岐上、
大きな違いとなる場合があるため、特に注意が必要。また、中間評価

項目得点への影響もある。 

 失禁時の「適切な介助の方法」の考え方 

 失禁の原因がどこにあるかによって「適切な介助の方法」を選択する調査項目
が異なる。 

 トイレまでの移動に介助が必要な場合は「2-2移動」 

 ズボンの上げ下げ、トイレへの誘導の声かけが必要な場合は「2-5排尿」「2-6排便」 

 失禁時の対応を自分で行っている場合の評価。 
（トイレまわりや廊下が汚れていないか等） 

 認定調査員が「不適切」と判断する場合は、そのように判断する具体的な理由
や事実を特記事項に記載した上で、選択の妥当性について審査会の判断をあ

おぐ。 
 

 第２群  2-7/2-8/2-9：口腔清潔・洗顔・整髪   

 清潔保持系の調査項目における「一部介助」 
 「口腔清潔」「洗顔」 「整髪」における「行為の開始を促す声かけ」を「一部介助」
に取っていないか。 
 

 「介助されていない」→「一部介助」により、中間評価項目得点は、「11.8 点」の

差が生じる。 

※施設の場合、これらの行為の多くは施設側の理由により一部、または全 

介助となる場合があるため注意する。 
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 第２群における「声かけ」の概念  

 「声かけ」の評価 

 該当する行為の開始を促す（洗面所等への誘導）という意味での「声かけ」 
 「歯を磨きにいきましょうか？」（口腔清潔） 
 「そろそろトイレにいく時間ですね」 
 該当する行為を行う中で発生する「声かけ」 
 「そのタオルで顔を拭きましょう」（洗顔） 
 「ボタンが一つずれていますよ」（上衣の着脱） 

 

 「声かけ」における選択 

 基本原則：行為開始を促す「声かけ」は評価対象外。 
 例外：「排尿」「排便」における行動開始の「声かけ」は「見守り等」を選択する。 

 

 基本原則：行為を行う中で発生する「声かけ」は評価対象となる。 
 調査項目によって選択肢が異なる（見守りの場合と一部介助の場合がある）点に留意す

る。 

 

 第３群  3-4：短期記憶   

 「短期記憶」の特徴 

 第３群においてもっとも判断が分かれる項目 

 中間評価項目得点は低いが、調査項目で分岐する箇所がある（４カ所）。特に
軽度者における「食事」の時間に影響が出る可能性があるので留意が必要。 

 短期記憶における「ばらつきの因子」 

 定義「面接調査の直前に何をしていたかを思い出す」を試行及び日頃の状態を
検討する際の、基本とすること。 

 「直前」の判断に対する考え方の差異。 

 ３品提示の実施頻度が高く、かつ、誤答した場合に必ず「できない」を選択して
いる場合。 

 ３品提示は、面接調査の直前にしていたことを聞く質問での確認が難しい場合に実施。 

 確認テスト（３品提示）の試行方法の誤り。 
 ３品を提示し、３品を隠して、事後に３品を回答させる方法は誤誤りり。。 

（正しくは、認定調査員テキスト 105ページを参照） 

 他の調査項目（「4-12 ひどい物忘れ」「5-1 薬の内服」「3-2 毎日の日課を理解」）と連動させ

た選択を行っている場合。 
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 第４群  

 全体的にばらつきは小さい。個別の調査項目で分岐せず、中間評価項
目得点でのみ分岐する（BPSD 関連の 3-8、3-9 については分岐があ

る）。 

 特記事項の記載ポイントは２点、「行為への対応（介護の手間）」と「頻
度」。 

 ＢＰＳＤ関連は、選択と特記事項で視点が異なる。 
 選択基準＝「行動の有無」とその「頻度（ある・ときどきある）」 
 特記事項＝「介護の手間」の具体的な「内容」とその「頻度」 

 そのため、「行動の有無」と「介護の手間」の有無が一致しないケース
では、特記事項が審査会にとって特に重要な情報となる。 

 選択が「ある」であって「介護の手間」が発生していない場合 

 選択が「ない」であって「介護の手間」が発生している場合 

 他方、第４群の項目は、家族等への聞き取りによることから、定義にう
まく当てはまらない場合や、頻度等が不詳な場合が発生しうるが、これ

らについても特記事項に記載することが重要。 

 ４－１２「ひどい物忘れ」のみ、この物忘れによって、何らかの行動が起
こっているか、または周囲の者が何らかの対応をとらなければならない

ような状況かどうかで判断する（対応の有無）。４群の例外であり、注意

が必要。 
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第４ 特記事項の記入上のポイント 
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１ 特記事項が必要な理由 

（１） 特記事項は、審査会で主に２つの視点から活用  

➀ 一次判定の修正・確定の際に 

基本調査の内容が正しいかどうかを確認するため 

※ 一次判定は審査会の合議の中で確定するため、審査会委員が調査員の選択の根拠

を確認できることが重要です。 

➁ 二次判定（介護の手間にかかる審査判定）の際に 

一次判定で十分に反映されていない介護の手間の検討するため 

※ 審査会委員は基本調査の選択では十分に反映されていない個別具体的な情報を特

記事項から読み取り、二次判定を行います。 

※ 基本調査で「介助されていない」や「ない」などを選択する場合でも、実際に介護の手

間が発生している場合があります。この場合、特記事項に「介護の手間」や「頻度」を

記載することが重要です。 

※ 調査対象者の状態は様々で、各調査項目の定義にうまく当てはまらない場合がありま

す。そのような場合は、最終的に複数名の専門家で構成する審査会で判断します。基

本調査で迷った場合は、調査項目の定義等に基づき選択し、迷った状況が審査会に

伝わるように具体的に特記事項に記載することが重要です。 

 

（２） 特記事項は、選択根拠、手間、頻度の３つ情報が必要  

選択根拠 主に一次判定の修正に使用されます。 

手間 

頻度 

主に二次判定での介護の手間の多少に関する

議論に使用されます。 

□ 特記事項の例 

「毎日」夕方になると、外に向かって大声で怒鳴り始める。このため、家族は

毎回なだめている。興奮しており、落ち着くまで「３０分は」目が離せない。 

 

 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

 

 

 

頻度 選択根拠 

手間 
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２ 特記事項の記載ポイント 

（１） 能力 

➀ 選択根拠の記載 

特記事項には、確認動作の試行や日頃の状況等、基本調査項目の選択肢の

選択根拠を記載する。 

➁ 選択に迷った場合 

選択に迷った場合、調査員は、調査対象者の「具体的な状況」と調査員の「判

断根拠」等を特記事項に記載する。 

最終的な判断を行うのは介護認定審査会になるが、一次判定を算出させるた

めに、選択肢の選択は必ず行う。 

※ （例）１－５ 座位保持 

座位保持について、ベッドのギャッジアップ角度が何度程度であれば「支えてもらえれ

ばできる」を選択するべきか。 

⇒ ギャッジアップに係る具体的な角度については、テキストでは定められていません。調

査員が、状況を確認し、「支えてもらえればできる」と判断した場合は、実際の状況と

日頃の状況、調査員の判断根拠等を特記事項に記載する。 

➂ 審査会での活用 

 日頃の状況の能力を理解する。 

 他の基本調査項目の選択や特記事項と合わせて、介護の手間について理
解する。 

※ （例）「視力」の特記事項から「移動」の介護の手間をより的確に理解する。 

１－１２ 視力 「能力」   

実際に確認して、「２．約 1ｍ離れた視力確認表の図が見える」を選択する。 

しかし、強度の視力矯正の眼鏡を使用しており、両目の左側半分の視野欠損がある。 

２－２ 移動 「介助の方法」 

視力の問題から、トイレや浴室への移動に常に付き添っている。 

深夜も、ほぼ毎日、1回程度、トイレに行くため、介護者が起きて付き添っている。 

➃ 特記事項の役割（審査会での活用） 

 身体機能 
【試行の結果】 

日頃の能力を理解する上でも重要。（「つかまれば可」のレベルにも幅がある。） 

【日頃の状況】 

介助の方法で「適切な介助」を検討する場合に参照することがある。 

 認知機能 
 認知症高齢者の日常生活自立度の確定作業 
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（１） 能力 

➀ 選択根拠の記載 

特記事項には、確認動作の試行や日頃の状況等、基本調査項目の選択肢の

選択根拠を記載する。 

➁ 選択に迷った場合 

選択に迷った場合、調査員は、調査対象者の「具体的な状況」と調査員の「判

断根拠」等を特記事項に記載する。 

最終的な判断を行うのは介護認定審査会になるが、一次判定を算出させるた

めに、選択肢の選択は必ず行う。 

※ （例）１－５ 座位保持 

座位保持について、ベッドのギャッジアップ角度が何度程度であれば「支えてもらえれ

ばできる」を選択するべきか。 

⇒ ギャッジアップに係る具体的な角度については、テキストでは定められていません。調

査員が、状況を確認し、「支えてもらえればできる」と判断した場合は、実際の状況と

日頃の状況、調査員の判断根拠等を特記事項に記載する。 

➂ 審査会での活用 

 日頃の状況の能力を理解する。 

 他の基本調査項目の選択や特記事項と合わせて、介護の手間について理
解する。 

※ （例）「視力」の特記事項から「移動」の介護の手間をより的確に理解する。 

１－１２ 視力 「能力」   

実際に確認して、「２．約 1ｍ離れた視力確認表の図が見える」を選択する。 

しかし、強度の視力矯正の眼鏡を使用しており、両目の左側半分の視野欠損がある。 

２－２ 移動 「介助の方法」 

視力の問題から、トイレや浴室への移動に常に付き添っている。 

深夜も、ほぼ毎日、1回程度、トイレに行くため、介護者が起きて付き添っている。 

➃ 特記事項の役割（審査会での活用） 

 身体機能 
【試行の結果】 

日頃の能力を理解する上でも重要。（「つかまれば可」のレベルにも幅がある。） 

【日頃の状況】 

介助の方法で「適切な介助」を検討する場合に参照することがある。 

 認知機能 
 認知症高齢者の日常生活自立度の確定作業 
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 特に主治医意見書と認定調査票で判断が異なる場合の重要な情報。 

 「介助の方法」や「BPSD 関連」に記載されている「介護の手間」との関係性について

立体的に理解するための情報。 

（平成 30年度 厚生労働省調査指導員養成研修資料より） 

➄ 同じ選択肢でもこんなに違う 

 １－７ 歩行で「できる」を選択しても 

（例１） ５ｍの歩行はふらつきもなくしっかりした足取りでできる。毎日３０分程度、散歩に

行く。杖などは使用していない。 

（例２） ５ｍ何とか支えなしに歩くことができる。ただし、小刻み歩行で、足が十分に上がら

ず、ふらつきもある。体調の悪い日が月に２～３日あり、そのときは、支えがないと歩

けない。 

上記の２つの例を比較すると、介助の量に違いがあることがわかります。 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

（２） 介護の手間 

➀ 介護の手間の頻度 

頻度は、できる限り、「具体的な数値」で記載する。 
  ○ １日３回、週１回程度 ⇒ 誰もが、同じとらえ方ができる。 

  × ときどき、よく  ⇒ あいまい。人それぞれのとらえ方がある。 

➁ 基本調査項目では介助なしでも、実際に介助が行われている 

「介助されていない」や「ない」等を選択しても、実際に介護の手間が発生してい

る場合がある。 

⇒ 「特記事項」に介護の手間と頻度を記載 

➂ 基本調査項目にはないが、介助が行われている 

いずれの調査項目にも当てはまらない介護の手間が発生している場合があ

る。 

⇒ 「特記事項」の審査会委員が読みやすい場所に具体的な介護 の手間の内

容と頻度を記載 
 ※ （例）軟膏の塗布 

    家族により、１日３回の背中への軟膏の塗布がある。 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」一部改変） 

➃ ２－２移動の特記事項の記載ポイント 

 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 移動の機会を特定することが重要（＝活動性・頻度を把握できる。） 
 場面によって、移動の様子や行われている（必要な）介護が異なる場合がある。 
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 外出時の移動や転倒等の頻度について丁寧に聞き取る（特に軽度者） 

 失禁の原因が移動の場合は、「2-2移動」で「適切な介助の方法」を検討する 

 失禁の原因によって、「適切な介助の方法」を検討する調査項目が異なる。 

 「不適切」と判断する場合は、具体的な理由や事実を特記事項に記載し、選択の妥当
性について審査会の判断をあおぐ。 

（厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を一部編集） 

➄ 同じ選択肢でもこんなに違う 

 2-4食事摂取 「一部介助」を選択しても 
※ 特に食事は介助時間が長時間になる場合あり 

（例１） 最初の数口は自己摂取だが、すぐに食べなくなるために、残りはすべて介助を行

っている。 

（例２） ほとんど自分で摂取するが、器の隅に残ったものなどは、介助者がスプーンですく

って食べさせている。 

上記の２つの例を比較すると、介助の量に違いがあることがわかります。特

記事項欄に記載することで、二次判定で介護の手間を考慮することができま

す。 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

 2-5排尿で「介助されていない」を選択しても 
※ １日の中で何度も発生、個人差あり 

（例１） 一連の行為は問題なくできる。失敗もない。 

（例２） 週に５日程度は一連の行為を自分でできるが、週２回程度は体調が悪く、ズボン

の上げ下げに介助を要する。 

 

 

 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

➅ 2-6排便「全介助」の場合の特記事項記入の工夫 

 Ｑ.下記２つの例では、どちらのほうが介護の手間を読み取れるでしょうか 

（例１） 職員が全介助している。 

（例２） 排便時は、職員が全介助にてオムツ交換を行う。股関節の拘縮により、開脚に制

限があるため、オムツ交換、陰部の洗浄を２人介助で行っている。 

例２の方が、具体的な介助の量をイメージしやすいことがわかります。 

特記事項のポイント 

・排尿方法     ・頻度 

・失敗の有無    ・昼と夜の違い 

・体調による違い       など 

－ 37 －



 

- 37 - 

 外出時の移動や転倒等の頻度について丁寧に聞き取る（特に軽度者） 

 失禁の原因が移動の場合は、「2-2移動」で「適切な介助の方法」を検討する 

 失禁の原因によって、「適切な介助の方法」を検討する調査項目が異なる。 

 「不適切」と判断する場合は、具体的な理由や事実を特記事項に記載し、選択の妥当
性について審査会の判断をあおぐ。 

（厚生労働省認定調査員能力向上研修会資料を一部編集） 

➄ 同じ選択肢でもこんなに違う 

 2-4食事摂取 「一部介助」を選択しても 
※ 特に食事は介助時間が長時間になる場合あり 

（例１） 最初の数口は自己摂取だが、すぐに食べなくなるために、残りはすべて介助を行

っている。 

（例２） ほとんど自分で摂取するが、器の隅に残ったものなどは、介助者がスプーンですく

って食べさせている。 

上記の２つの例を比較すると、介助の量に違いがあることがわかります。特

記事項欄に記載することで、二次判定で介護の手間を考慮することができま

す。 
（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

 2-5排尿で「介助されていない」を選択しても 
※ １日の中で何度も発生、個人差あり 

（例１） 一連の行為は問題なくできる。失敗もない。 

（例２） 週に５日程度は一連の行為を自分でできるが、週２回程度は体調が悪く、ズボン

の上げ下げに介助を要する。 

 

 

 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

➅ 2-6排便「全介助」の場合の特記事項記入の工夫 

 Ｑ.下記２つの例では、どちらのほうが介護の手間を読み取れるでしょうか 

（例１） 職員が全介助している。 

（例２） 排便時は、職員が全介助にてオムツ交換を行う。股関節の拘縮により、開脚に制

限があるため、オムツ交換、陰部の洗浄を２人介助で行っている。 

例２の方が、具体的な介助の量をイメージしやすいことがわかります。 

特記事項のポイント 

・排尿方法     ・頻度 

・失敗の有無    ・昼と夜の違い 

・体調による違い       など 
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特記事項欄に具体的に記載することで、二次判定で介護の手間を考慮する

ことができます。 

（３） 有無 

➀ 麻痺等・拘縮 

 確認動作と日頃の状況が「異なる」場合 

 基本調査項目の選択肢で「どちらの選択も妥当」と感じた場合 

⇒特記事項に記載し、審査会の判断を仰ぐ（審査会の一次判定の修正） 

➁ ＢＰＳＤ関連 

 特記事項には介護の手間と頻度を記載し、介助量を把握できるようにす
ることが重要 

 基本調査項目の定義に含まれないＢＰＳＤ関連の行動で、手間が発生し
ている場合も「特記事項」に介護の手間を記載 

 「認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上」のケースについては、ＢＰ
ＳＤ関連項目等について「介護の手間」の発生の有無を確認 

（厚生労働省適正化事業 eラーニング教材「特記事項」より） 

 

 軽度のケースの認定調査は２群・５群がポイント  

 軽度の審査判定においては、間接生活介助、機能訓練関連行為の部分の介
護の手間が判断のポイント。 

２群、５群の特記事項は、「日常生活がどのくらい成り立っているか」がわかる

よう記載することが重要。 

 「2-2 移動」 
 移動は日常生活に関する総合的な調査項目 

 軽度のケースでは外出時の移動や転倒等の頻度を丁寧に聞き取り特記事項に記載 

 「2-5・2-6 排尿・排便」 
 排泄は、１日に何度も発生する介助であり、介助に個人差がある。軽度、重度にかかわら

ず、特記事項の記載が必要。 

 「5-5買い物」「5-6簡単な調理」 
 買い物や簡単な調理は、日常生活の限定的な場面を評価している。 

 定義以外の介護の手間を特記事項に記載することで、「日常生活がどのくらい成り立って
いるのか」など、間接生活介助の必要性について認定審査会での議論が可能 

 外出等と関連づけて実際の買い物の様子や、日用品、食材等の準備の状況を記載 

（例）１日おきの買い物は家族と一緒に行うが、あらかじめ家族と一緒に購入するものを考え、

スーパーマーケットでは、自分で選びながら購入するので、１時間以上かかる。  など 
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 適切な介助での選択 
 介助の方法の項目は、実際の介助の状態が不適切と判断した場合は、調査員が「適切」と

判断する方法を選択 

 特記事項に「適切な介助」で選択したことがわかるような記載が必要 

 選択の妥当性は、認定審査会で最終的に判断される。（単身世帯や日中独居で軽度のケ
ースは、状況を十分に聞き取って判断） 

 

３ 軽度者と重度者の特記事項のポイント 

（１） 最軽度者の特記事項の記載ポイント 

 最軽度者：第２群の選択のほとんどが「介助されていない」となる軽度者 

 【移動】外出時の移動の状況、転倒等の頻度 

 【排泄】排泄方法と失敗の有無（昼夜の違い、頻度など） 
 【間接生活介助】第５群を中心とした生活支援の状況 

 清潔保持関連の適切性 

 選択肢の選択基準に含まれていないことがあっても、介護の手間に関係する内容があれ 

ば特記事項に記載 

（２） 最重度者の特記事項の記載ポイント 

 最重度者：第２群の選択のほとんどが「全介助」となるような寝たきり等の最重 

度者 

 「寝たきり経管栄養」だからといって、「介護の手間」の量は同じではない 

 【医療関連】経管栄養にかかる時間や処置、喀痰吸引の回数、褥瘡の処置 

 【移乗】体位交換にかかる介護の手間（「2-1移乗」に記載）、移乗、移動の機会 

 【食事】食事摂取の介護にかかる時間 

 【排泄】おむつ交換にかかる介護の手間（回数、拘縮・介護抵抗・不潔行為などの有無） 
 【ＢＰＳＤ関連】カテーテル等の抜去などの介護の手間 
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 適切な介助での選択 
 介助の方法の項目は、実際の介助の状態が不適切と判断した場合は、調査員が「適切」と

判断する方法を選択 

 特記事項に「適切な介助」で選択したことがわかるような記載が必要 

 選択の妥当性は、認定審査会で最終的に判断される。（単身世帯や日中独居で軽度のケ
ースは、状況を十分に聞き取って判断） 

 

３ 軽度者と重度者の特記事項のポイント 

（１） 最軽度者の特記事項の記載ポイント 

 最軽度者：第２群の選択のほとんどが「介助されていない」となる軽度者 

 【移動】外出時の移動の状況、転倒等の頻度 

 【排泄】排泄方法と失敗の有無（昼夜の違い、頻度など） 
 【間接生活介助】第５群を中心とした生活支援の状況 

 清潔保持関連の適切性 

 選択肢の選択基準に含まれていないことがあっても、介護の手間に関係する内容があれ 

ば特記事項に記載 

（２） 最重度者の特記事項の記載ポイント 

 最重度者：第２群の選択のほとんどが「全介助」となるような寝たきり等の最重 

度者 

 「寝たきり経管栄養」だからといって、「介護の手間」の量は同じではない 

 【医療関連】経管栄養にかかる時間や処置、喀痰吸引の回数、褥瘡の処置 

 【移乗】体位交換にかかる介護の手間（「2-1移乗」に記載）、移乗、移動の機会 

 【食事】食事摂取の介護にかかる時間 

 【排泄】おむつ交換にかかる介護の手間（回数、拘縮・介護抵抗・不潔行為などの有無） 
 【ＢＰＳＤ関連】カテーテル等の抜去などの介護の手間 
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３ 特記事項の記載例とポイント解説 

 本項目で示す特記事項の記載例は、具合的例示をすることで、どのように記載するべきか理解を深

めていただく目的として作成したものです。選択肢の選択基準を示すものではありませんので、実際

の認定調査では、この記載例の選択肢にとらわれることなく、認定調査員テキストの各調査項目の定

義等に基づいた選択を行ってください。 

 

１１－－１１  麻麻痺痺等等のの有有無無【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..３３１１  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..３３  

1.ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他（四肢の欠損） 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・上上肢肢ととはは肩肩かからら手手指指ままでで、、下下肢肢ととはは足足のの付付けけ根根かからら足足趾趾ままでででですす。。  

・・「「確確認認動動作作」」にに基基づづいいてて評評価価ししまますす。。①①「「挙挙上上」」すするるここととががでできき、、②②「「静静止止」」ししたた状状態態でで③③

「「保保持持」」ででききるるかかをを判判断断ししまますす。。  

・・確確認認動動作作でで痛痛みみをを訴訴ええるる場場合合はは中中止止しし、、そそここままででのの状状況況でで選選択択ししまますす。。  

・・著著ししいい可可動動域域制制限限ががあありり目目的的ととすするる動動作作ががででききなないい場場合合はは「「麻麻痺痺あありり」」をを選選択択ししまますす  

・・軽軽度度のの可可動動域域制制限限のの場場合合はは、、他他動動的的にに最最大大限限動動かかせせるる高高ささでで判判断断ししまますす。。  

・・補補装装具具やや介介護護用用品品、、器器具具類類をを使使用用ししてていいるる場場合合はは、、使使用用ししてて行行いいまますす。。  

・・多多少少のの震震ええががああるる場場合合ででもも、、挙挙上上ししたた状状態態をを保保持持ででききるるかかでで判判断断ししまますす。。  

・・座座位位でで行行っったたののかか、、仰仰臥臥位位でで行行っったたののかかはは特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

・・行行っっててももららええなないい場場合合、、聞聞きき取取りりのの相相手手（（本本人人、、立立会会人人等等））をを特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。 

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・両上下肢ともに確確認認動動作作ががででききるる。 

・規規定定動動作作試試行行ででききたた。。麻麻痺痺ははなないい。。 

・仰臥位で動作確認。腰痛があるが、四四肢肢はは挙挙上上静静止止ででききたた。 

・下肢に軽度の可動域制限があり、水平の高さまで挙上できないが、他動的に最大限

度動かせる高さまで挙上させて静止することが可能。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・膝膝関関節節のの拘拘縮縮やや生生理理学学的的にに膝膝関関節節のの完完全全なな伸伸展展がが困困難難ななたためめ、、水水平平にに足足をを挙挙上上でできき

なないい場場合合ににはは、、可可動動域域制制限限ののなないい範範囲囲ままでで挙挙上上すするるここととががでできき、、静静止止ししたた状状態態をを保保持持

ででききれればば「「11..なないい」」をを選選択択ししまますす。。  
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≪行ってもらえなかった場合≫ 

・確認動作を行ってもらえなかった。本人から、薬の副作用で足元がふらつき感覚も鈍

いが、麻麻痺痺等等ははななくく確確認認動動作作ははででききるると聞き取る。 

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・左上肢は前方及び横に自力で規定の高さまで持ち上げることができたが、静止できな

い。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・自自分分でで規規定定のの高高ささままでで持持ちち上上げげ、、静静止止ししたた状状態態をを保保持持ででききるるかかをを確確認認ししまますす。。  

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・「左上肢はほとんど動かない。」と家族から聞き取る。 

２、３、

４、５ 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・意識障害により、自分の意志で四肢を全く動かせない。看護師から、四肢の挙上はで

きず麻痺状態であると聞き取る。 

２、４ 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・「左上肢はほとんど動かないため挙上静止ができない。左下肢は５㎝くらい動かせ

る。右上下肢は規定の高さまで挙上静止ができる。」と家族から聞き取る。 

４ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・左下肢は挙上できるが、力がなく静止保持できない。 

・仰臥位で行う。左下肢は膝下を持ち上げることはできるが、静止保持できない。 

５、６ 

≪日頃の状況≫ 

・右足股関節から欠損しており、車いすを使用。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・欠欠損損部部位位やや状状況況等等ににつついいててはは特特記記事事項項にに記記載載しし、、「「66..そそのの他他((四四肢肢のの欠欠損損))」」をを選選択択

しし、、確確認認動動作作のの行行ええなないい部部位位もも選選択択ししまますす。。 

６ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・右上肢は肘から 15 センチより先を欠損。肘を伸ばした状態で規定の動作が可能であ

る。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】 

・・欠欠損損部部位位やや状状況況等等ににつついいててはは特特記記事事項項にに記記載載しし、、「「66..そそのの他他((四四肢肢のの欠欠損損))」」をを選選択択しし

まますす。。  
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適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 両下肢は水平まで挙上できなかった。「4.左下肢」「5.右下肢」を選択する。 

 

 

 

○ 仰向けで膝の下に枕等を入れて、自分で膝から下（下肢）を持ち上げ、伸ばしたまま静止した

状態で保持することができた。「1.ない」を選択する。 

× 右半身は常に痺れがあり、痛み、熱さ、冷たさを感じ難いことから「3.右上肢」「5.右下肢」を

選択する。 

 

 

 

○ 右半身は常に痺れがあり、痛み、熱さ、冷たさを感じづらい。自分の意志で力を入れることは

できず、右上下肢ともに規定の高さまで挙上することができなかった。「3.右上肢」「5.右下肢」を

選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））他他動動でで最最大大限限動動かかせせるる高高ささままでで挙挙上上しし、、静静止止、、保保持持でで

ききるるかかどどううかかににつついいててのの記記載載がが必必要要でですす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））深深部部感感覚覚のの障障害害はは定定義義にに該該当当ししまませせんん。。確確認認動動作作がが行行

ななええるるかかがが分分かかるるよよううなな記記載載がが必必要要でですす（（疾疾病病名名、、疾疾病病のの程程度度はは問問いいまま

せせんん））。。  
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１１－－２２  拘拘縮縮等等のの有有無無【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..３３６６  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..４４  

 1.ない 2.肩関節 3.股関節 4.膝関節 5.その他（四肢の欠損）     

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・少し右膝の痛みはあるが、動作確認は行えた。 

・左大腿骨頚部骨折のため左股関節は動かないが、右側が 25㎝開くことができ

る。 

≪日頃の状況≫ 

・調査時は肩に痛みを訴えた為、確認が出来なかったが、家族からの聞き取りで

は、日頃移乗の際には両手を介護者の肩に置くような行動があるとのことだったた

め、目的の動作が出来ると判断し、「1.ない」を選択した。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・試試行行がが出出来来なないい場場合合、、日日頃頃のの類類似似すするる動動作作でで聞聞きき取取りりをを行行いいまますす。。試試行行ががでできき

ななかかっったた理理由由をを記記載載すするるここととでで、、審審査査会会にに本本人人のの様様子子がが伝伝わわりりややすすくくななりりまますす。。  

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・両肩に可動域制限があり、両腕は他動運動により肩の高さまで挙げられず、洋服

の着脱に介助を要している。 

・両腕とも前方には他動で肩の高さまで挙上することが出来たが、横については肩

の高さまで挙げられない。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・肩肩関関節節はは他他動動でで、、前前方方、、ああるるいいはは横横ののいいずずれれかかにに可可動動域域制制限限ががああるる場場合合にに「「制制限限

あありり」」ととししまますす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・調査時には指示が伝わらず確認動作ができなかったが、日頃オムツ交換時にも股

関節がわずかにしか開かず、交換に時間がかかっている。 

３、４ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・寝たきりで常に両膝を曲げていて他動でも伸ばせない。股関節も 20㎝程度しか開

かないので、おむつ交換に時間がかかる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・股股関関節節はは、、膝膝がが閉閉じじたた状状態態かからら膝膝のの内内側側をを 2255㎝㎝程程度度ははななすす（（開開くく））ここととががででききなな

けけれればば「「制制限限あありり」」ととししまますす。。  
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・・膝膝関関節節はは、、下下肢肢ををほほぼぼ水水平平にに伸伸ばばししたた状状態態かからら９９００度度程程度度他他動動的的にに曲曲げげるるここととがが

ででききななけけれればば「「制制限限あありり」」ととししまますす。。 

４ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・臀部に怪我をしており、端座位、仰臥位が取れないことから、うつ伏せに寝た姿

勢で確認したが直角（９０度）程度には曲げることはできなかった。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・座座位位、、ううつつ伏伏せせでで寝寝たた姿姿勢勢、、仰仰向向けけでで寝寝たた姿姿勢勢ののううちち、、対対象象者者にに最最もも負負担担ををかかけけ

なないいいいずずれれかかのの方方法法でで確確認認ししまますす。。  

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・体調が悪く動作確認を行えなかった。「変形性膝関節症により両膝に痛みがあり、

特に右膝の痛みが強い。」と本人から聞き取る。軽く屈曲したまま伸展できない。 

５ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・左手は拳を握った状態のまま固まっており、他動的に動かそうとしても指を広げ

ることが出来ない。 

・腰椎や頚部に関節の動く制限があるため、「5.その他」を選択した。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・欠欠損損ででななくくててもも、、他他動動的的にに動動かかししたた際際にに拘拘縮縮やや可可動動域域のの制制限限ががああるる場場合合はは「「５５．．

そそのの他他」」をを選選択択しし、、部部位位やや状状況況をを特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・腰椎の骨折、椎体の変形により背部の隆起、円背が強く可動域制限があり、寝返

りできないため、「拘縮あり」と判断する。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 杖を使わずに歩行できるので拘縮は無い。 

 

 

 

 

 

○ 両膝関節は他動で軽く曲げることはできるが直角（９０度）程度まで曲がらない。歩行時

には杖などを使わずに可能だが、すり足歩行となっている。「4.膝関節」を選択する。  

（（不不適適切切なな理理由由））歩歩行行ななどど他他のの生生活活動動作作にに問問題題ががなないい場場合合ででああっっててもも、、関関節節

のの動動くく範範囲囲がが狭狭くくななっってていいるる場場合合ががあありり、、目目的的ととししてていいるる動動作作のの確確認認ににつつ

いいてて記記載載がが必必要要でですす((選選択択根根拠拠のの不不備備))。。  
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× 下肢の筋力低下により自力で膝を動かすことができないため「4.膝関節」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 下肢筋力の低下により自力で膝を動かすことができないが、他動的には９０度程度まで曲

げることができるため「1.ない」を選択する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））筋筋力力低低下下ににつついいててはは、、「「11--11  麻麻痺痺等等のの有有無無」」でで評評価価ししまますす。。

本本項項目目はは、、ああくくままででもも他他動動運運動動にによよりり目目的的ととすするる確確認認動動作作ががででききるるかか否否かか

にによよりり選選択択ししまますす。。  
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１１－－３３  寝寝返返りり【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..４４１１  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..５５  

 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・布団の上で動作確認。何もつかまらずに寝返ることができた。 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・背中の痛みにより仰向けになれず、日頃はうつ伏せに寝ているとのことで寝返り

をしない。調査時の確認動作では横向きに寝た状態からうつ伏せに向きを変えるこ

とができた。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ここここででいいうう「「寝寝返返りり」」ととはは、、「「横横たたわわっったたまままま左左右右ののどどちちららかかにに身身体体のの向向ききをを変変

ええ、、そそののまままま安安定定ししたた状状態態ににななるるここととがが自自分分ででででききるるかかどどううかか」」のの能能力力をを評評価価すす

るる項項目目でですす。。仰仰臥臥位位かかららのの寝寝返返りりががででききななくくててもも、、側側臥臥位位かからら腹腹臥臥位位にに向向ききをを変変

ええるるここととがが出出来来れればば「「11..つつかかままららなないいででででききるる」」ととななりりまますすののでで、、そそのの根根拠拠をを記記

載載ししまますす。。  

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・ベッドの端につかまれば寝返りができる。 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・調査時、めまいが強く動作確認は困難。日頃もベッド柵につかまらないとできな

い。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・試試行行ででききななかかっったた場場合合はは、、理理由由をを記記載載ししまますす。。 

≪日頃の状況による記載≫ 

・（（問問いい合合わわせせ前前のの記記載載例例））調査時は指示が伝わらず、確認動作ができなかった。本

人からは寝返りをせず仰臥位のまま寝ていると伺ったことから「3.できない」を選

択する。 

→（（問問いい合合わわせせ後後のの記記載載例例））調査時は指示が伝わらず、確認動作ができなかった。

本人からは寝返りをせず仰臥位のまま寝ていると伺ったが、日頃ベッド柵につかま

り上半身の向きを変えて枕元の小物を取ることができている。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・認認知知症症等等でで声声かかけけををししなないい限限りりずずっっとと同同じじ姿姿勢勢ををととりり寝寝返返りりををししなないいがが、、声声ををかか

－ 46 －



- 47 - 
 

けけれればば寝寝返返りりをを自自力力でですするる場場合合、、声声かかけけだだけけででででききれればば「「11..つつかかままららなないいででででききるる」」

をを選選択択ししまますす。。 

３ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・ベッド柵につかまり、肩を浮かす程度で身体の向きを変えるまではいかなかった。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ききちちんんとと横横向向ききににななららななくくててもも、、横横たたわわっったたまままま左左右右ののどどちちららかかにに身身体体のの向向ききをを

変変ええ、、そそののまままま安安定定ししたた状状態態ににななるるここととがが自自分分ででででききるるかかどどううかか、、ああるるいいははベベッッドド

柵柵、、ササイイドドレレーールルななどど何何かかににつつかかままれればばででききるるかかどどううかかをを確確認認ししまますす。。 

≪行ってもらえなかった場合≫  

・傾眠状態で実際の確認は不可。介護者が定時の体位交換を行っている。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 円背が強くいつも右下で寝ている。寝返りはしないと本人より聞き取る。「3.できない」を

選択する。 

 

 

 

 

 

○ 円背が強く仰臥位で寝ることができない。調査時、側臥位の姿勢から左手でベッド柵に掴

まり体を引き寄せてひねり、両手でうつ伏せになった。 

 「2.何かにつかまればできる」を選択。 

× 臀部に褥瘡ができていることから「3.できない」を選択する。 

 

 

 

 

○ 臀部に褥瘡がある。自分の意志で体を動かすことができず、介助者が２時間おきに体位交

換している。体が大きいので介助者２人態勢で行っている。褥瘡予防マットを使用している。 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））「「寝寝返返りりししなないい」」とといいうう日日頃頃のの様様子子ににつついいててのの記記載載

だだけけでではは選選択択のの根根拠拠ととししてて不不足足ししてていいまますす。。身身体体のの状状態態やや試試行行ししたた

結結果果のの記記載載がが必必要要でですす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））褥褥瘡瘡がが出出来来てていいるるかからら出出来来なないいわわけけででははあありりまませせ

んん。。（（選選択択根根拠拠のの不不備備））  
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１１－－５５  座座位位保保持持【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..４４５５  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..７７  

  1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・日頃の生活ではソファーの背もたれにもたれて座ることが多いが、１０分程度な

ら支えがなくても座位保持できる。 

・普段は、食事、トイレ、入浴以外は寝て過ごしている。調査中、支えることなく

座っていたが、１０分経過後は「つらい」と言って横になってしまった。 

≪日頃の状況≫ 

・調査時は常時背もたれに寄りかかっており、１０分の座位保持はつらいと言い、

日頃もよりかかった方が楽なので寄りかかっていると伺ったが、食事の際には寄り

かからずに食べていると聞き、支えがなくても座位を保てると判断した。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・背背ももたたれれをを使使っったたりり、、介介助助者者にに支支ええててももららわわなないいとと出出来来なないいののかかをを確確認認しし、、根根

拠拠をを記記載載ししまますす。。確確認認のの際際ににはは、、背背ももたたれれががなないいいいすすをを使使っったたりり、、目目のの前前にに手手をを

置置くく場場所所のの無無いい環環境境でで調調査査をを行行うう等等、、調調査査時時のの工工夫夫もも必必要要ととななりりまますす。。 

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・腰痛のため支え無しでは座っていられず、マットに手をつくなどして体を支えて

いる。 

≪行ってもらえなかった場合 

・調査時、体調が悪く動作確認できなかったが、「背もたれのない椅子で座面を手で

支えて座位保持できる」と妻から聞き取る。 

≪日頃の状況≫ 

・調査時は背もたれを利用して座位を保っていた。日頃も支えなしでは座っていら

れず、肘かけにつかまって座位を保持している。腰痛が酷いときには背もたれに寄

りかかることもある。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・一一定定期期間間（（調調査査日日よよりり概概ねね 11週週間間））のの状状況況ににおおいいててよよりり頻頻回回なな状状況況にに基基づづきき選選択択

をを行行いいまますす。。ここのの場場合合、、特特記記事事項項はは「「調調査査時時はは…………、、日日頃頃はは…………」」とといいうう形形でで記記載載

すするるここととをを意意識識すするるとと分分かかりりややすすくくななりりまますす。。 
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３ 

≪実際に行ってもらった場合≫  

・介助者が支えないと座位が保てないため、トイレでは介助者が２人対応で座位を

保っている。 

・ベッドをギャッジアップさせて少しだけ角度をつけた状態で過ごしたり、頭部ま

で背もたれのある車いすのリクライニングを利用して過ごすことは出来る。 

 

【【ポポイインントト説説明明】】  

・・座座位位のの角角度度のの定定めめはは定定義義ににあありりまませせんん。。「「44..ででききなないい」」のの選選択択基基準準にに該該当当ししなないいここ

ととががわわかかるるよよううにに記記載載ししまますす。。 

４ 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・医師から座位を禁止されていて、長期間（おおむね 1 か月以上）にわたり水平な

体位しかとったことがない。 

  

【【ポポイインントト説説明明】】  

・・背背ももたたれれをを用用いいてて座座位位保保持持ででききなないい場場合合とといいううののははテテキキスストトののととおおりりでですすがが、、例例

ええばば骨骨盤盤骨骨折折でで医医師師のの指指示示にによよりり座座位位保保持持がが禁禁じじらられれてていいるる場場合合がが挙挙げげらられれまますす。。  

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 日頃から背もたれに寄りかかり座っていると聞き取る。調査の間も寄りかかって座ってい

た。「3.支えてもらえればできる」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

○ ベッド上に端座位になり何とか 10分間座位保持ができた。また、食事摂取やトイレ、通院

での丸椅子でも寄りかからず座っていると聞き取る。「1.できる」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））日日常常のの安安静静時時にに背背ももたたれれががああるる椅椅子子にに座座るる場場合合はは一一般般

的的にに習習慣慣ととししてて寄寄りりかかかかっってて座座るる場場面面がが多多いいとと考考ええらられれまますす。。習習慣慣でで寄寄

りりかかかかっってていいるるののかか、、そそれれとともも寄寄りりかかかかららなないいとと座座位位がが保保ててなないいののでで寄寄

りりかかかかっってていいるるののかかのの記記載載がが必必要要でですす。。  
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１１－－７７  歩歩行行  【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..５５００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..９９  

  1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・５５ｍｍはは何何ととかか支えなしに歩くことができる。ただし小刻み歩行で足が十分上がら

ずふらつきあり。体体調調のの悪悪いい日日がが月月３３日日程程あありり、、そそのの時時はは支支ええががなないいとと歩歩けけなな

いい。 

・５ｍ程度の歩行はふらつきもなく、しっかりした足取りでできる。杖等使用せ

ず、毎日３０分程度散歩に行く。 

・・どどここににももつつかかままららなないいでで５５ｍｍ程程度度歩歩行行ででききたた。。夜は薬の影響でふらつくため、

必ず壁等につかまりながら歩行していると本人から聞き取る。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・体体をを支支ええるる目目的的でで何何かかににつつかかままららななくくててもも、、５５ｍｍ程程度度継継続続ししてて歩歩くくここととががでできき

るる、、ああるるいいはは、、ででききるるここととのの方方がが多多いいととわわかかるるよよううなな頻頻度度のの記記載載がが必必要要でですす。。まま

たた、、昼昼夜夜のの状状況況がが異異ななるる場場合合はは、、必必ずず両両方方のの状状態態をを記記載載しし、、頻頻度度にによよりり選選択択ししたた

根根拠拠をを記記載載ししまますす。。  

≪日頃の状況≫ 

・認知症により指示が入らず試行できなかったが、日日頃頃かからら室内を目的もなくウウロロ

ウウロロとと歩歩きき回回りり、、目目をを離離すすとと一一人人でで外外出出ししててししままううと家族から聞き取る。つかま

ることなく５ｍ程度は歩くことができると判断した。 

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫  

・自分の両膝をつかんで、５m程度休まずに歩行できた。 

・右手で杖を持ち、左側で妻が支えれば５ｍ程度は休まずに歩くことができる。 

・キキャャススタターー付付ききののいいすすをを歩歩行行器器代代わわりりににししてて、、５５ｍｍ程程度度歩歩行行ででききたた。。右足を引き

ずり歩くため、バランスは極めて悪い。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・自自分分のの身身体体ににつつかかままっってて歩歩くく場場合合もも、、「「22..何何かかににつつかかままれればばででききるる」」をを選選択択ししまま

すす。。５５ｍｍ程程度度、、継継続続ししてて歩歩行行ががででききるるかかどどううかかががわわかかるるよよううなな記記載載がが必必要要でですす。。  

・・「「キキャャススタターー付付ききののいいすすをを歩歩行行器器代代わわりりににししてて」」ののよよううにに、、杖杖やや歩歩行行器器ななどど、、具具体体

的的にに何何ににつつかかままっってていいるるののかかをを記記載載すするるここととがが必必要要でですす。。 
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≪日頃の状況≫ 

・部屋が狭く試行できず、日頃の状況を聞き取る。脳梗塞後遺症で軽度左片麻痺あ

り、日日頃頃かからら屋内は手手すすりりににつつかかままりり歩歩いいてていいるる。ほぼ毎毎日日シシルルババーーカカーーをを押押ししてて

一一人人でで近近所所ののススーーパパーーにに行行くくとのこと。  

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・試試行行ででききななかかっったた場場合合はは、、そそのの理理由由をを記記載載ししまますす。。 

３ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・両脇を家族に抱えられ歩行。右手で手すりにつかまり介助者が後ろから身体を支

えて歩くが、左足は引きずった状態。少し歩くと立ち止まり、ふらつきもみられる。

５５ｍｍ程程度度のの連連続続歩歩行行ははででききなないい。。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・何何かかににつつかかままっったたりり支支ええらられれてて歩歩行行すするるここととががででききててもも、、５５ｍｍ程程度度継継続続ししてて歩歩行行

ががででききなないい場場合合やや、、立立位位ががととれれなないい場場合合はは「「33..ででききなないい」」をを選選択択ししまますす。。ででききなないい

ととすするる根根拠拠ががわわかかるるよよううにに記記載載ししまますす。。  

※※リリハハビビリリででししかか歩歩行行ししてていいなないい、、医医師師かからら禁禁止止さされれてていいるるななどどのの場場合合はは、、そそのの旨旨

をを特特記記事事項項にに記記載載しし、、「「33..ででききなないい」」をを選選択択ししまますす。。  

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・リハビリの歩行訓練以外での歩歩行行はは禁禁止止さされれてていいるる。 

・両下肢を切断しており立立位位ををととるるここととががででききなないいため、室内は這って移動し、外

出時は車いすを使用する。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 歩行時は、壁を伝って歩く。「2.何かにつかまればできる」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ ふらつきがあるため、壁や家具につかまれば５ｍ連続して歩くことができる。外出時は杖

を使用する。 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））身身体体をを支支ええるる目目的的でで壁壁をを伝伝っってていいるるののかか、、判判断断ががででききまませせ

んん。。視視覚覚障障害害等等でで方方向向をを確確認認すするる目目的的ででああれればば、、「「11..つつかかままららなないいででででききるる」」

にに該該当当ししまますす。。室室内内でではは習習慣慣でで壁壁をを伝伝っってていいててもも、、杖杖ななどど使使わわずずにに外外出出ししてて

いいるる場場合合ももあありりまますす。。  
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１１－－９９  片片足足ででのの立立位位【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..５５５５  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..１１１１  

  1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・何何ももつつかかままららずずに片足での立位保持ができた。姿勢も安定している。本人による

と階段も手すりにつかまらないで上り下りできるとのこと。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・選選択択ししたた根根拠拠のの記記載載がが必必要要でですす。。左左右右どどちちららかかのの足足ででししかかででききなないい場場合合はは、、そそ

のの旨旨及及びびそそのの理理由由をを記記載載ししまますす。。ここのの事事例例ののよよううにに、、日日頃頃のの状状況況をを階階段段のの昇昇降降なな

どどでで確確認認すするるとと良良いいででししょょうう。。 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・指示が伝わらず行ってもらえなかったが、階段などの段段差差ももつつかかままららずずにに安安定定しし

てて歩歩行行しており、支えなしでできると判断した。 

・右足は義足。左左足足をを軸軸ににすすれればば、、２２、、３３秒秒のの片片足足立立位位ははででききるる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・選選択択ししたた根根拠拠のの記記載載がが必必要要でですす。。 

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫  

・片手で手手すすりりににつつかかままりり右足のみ上げて１１秒秒間間程程度度、、立立位位保保持持ででききたた。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ここのの事事例例ののよよううにに「「片片手手でで手手すすりりににつつかかままりり」」とと、、具具体体的的にに何何ににつつかかままっってていいるる

ののかかをを記記載載すするるここととがが必必要要でですす。。  

≪日頃の状況≫ 

・調査時はつかまらずに 1 秒できたが、すぐに机につかまった。立会人から、日日頃頃

ははつつかかままららなないいとと片片足足ででのの立立位位ははででききなないいとと聞聞きき取取るる。。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・実実際際にに行行っっててももららっったた状状況況とと、、聞聞きき取取っったた日日頃頃のの状状況況がが異異ななるる場場合合はは、、よよりり頻頻回回

なな状状況況でで選選択択ししまますす。。日日頃頃のの状状況況ととのの違違いいやや選選択択のの根根拠拠ななどど、、具具体体的的なな記記載載がが必必要要

でですす。。 
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３ 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・調査時、体調不良で行ってもらえなかった。立会人から歩行もすり足で、体を支

えないと階段の上り下りができず、ひひととりりでではは何何かかににつつかかままっっててもも片片足足をを上上げげるるここ

ととははででききなないいとと聞聞きき取取るる。 

・自自力力でではは片片足足がが上上げげらられれなないい。。転転倒倒のの不不安安ももあありり、、ででききなないいとと本本人人かからら聞聞きき取取るる。。  

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・危危険険がが伴伴うう場場合合はは試試行行はは行行わわずず、、日日頃頃のの状状況況をを踏踏ままええ選選択択ししまますす。。ななおお、、自自分分でで

はは片片足足がが上上げげらられれなないい、、自自分分のの手手でで支支ええるるののででははななくく、、介介護護者者にによよっってて支支ええらられれたた

状状態態ででななけけれればば片片足足がが上上げげらられれなないい場場合合はは、、「「33..ででききなないい」」をを選選択択ししまますす。。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 調査時、腰痛でできないと言われた。「3.できない」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 腰痛のため行ってもらえなかった。日頃から立位も取れず、ひとりではつかまっても片足

を上げることはできないと聞き取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））能能力力をを評評価価すするる項項目目でですすがが、、「「ででききなないい」」とと言言わわれれたただだ

けけでではは根根拠拠ととししてて不不足足ししてていいまますす。。日日頃頃のの状状況況やや、、身身体体のの状状態態のの記記載載がが

必必要要でですす。。  
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１１－－１１００  洗洗身身【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..５５７７  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..１１２２  

  1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・毎毎日日一人で入浴して洗洗身身もも自自分分でで行行うう。以前風呂の中でのぼせて浴槽に沈みかけ

ていたことが２回あったため、それ以来入浴中は夫夫がが外外かからら声声ををかかけけたたりり早早めめにに上上

ががららせせたたりりししてていいるる。。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

「「家家族族のの見見守守りり」」がが浴浴室室のの外外でで行行わわれれてていいるる場場合合はは、、洗洗身身のの介介助助のの定定義義ににはは当当てて

ははままりりまませせんんがが、、介介護護のの手手間間ととししてて記記載載がが必必要要ににななりりまますす。。  

  

・・（（問問いい合合わわせせ前前のの記記載載例例））毎日一人で入浴している 

→→（（問問いい合合わわせせ後後のの特特記記例例））毎日一人で入浴して洗洗身身行行為為もも自自分分でで行行うう。。以前風

呂の中でのぼせて浴槽に沈みかけていたことが２回あったため、それ以来、入浴中

は夫が外から声をかけたり早めに上がらせたりしている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

「「洗洗身身」」はは、、浴浴室室内内ででススポポンンジジやや手手拭拭いい、、手手ののひひらら等等でで全全身身をを洗洗ううここととでであありり、、

「「入入浴浴ししてていいるる」」だだけけでではは、、洗洗身身ににおおけけるる介介助助のの有有無無ががわわかかららなないいここととかからら、、洗洗

身身行行為為にに関関すするる記記載載がが必必要要でですす（（石石鹸鹸ややボボデディィシシャャンンププーーををつつけけななくくててもも可可））。。そそ

ののううええでで、、入入浴浴にに関関ししてて、、別別途途、、介介護護のの手手間間がが生生じじてていいるるよよううででああれればば、、ここのの事事

例例ののよよううににそそののここととをを記記載載ししまますす。。 

２ 

≪日頃の状況≫  

・無気力で自発的には入浴しないため、家族が強強くく促促ししてて入浴させる。浴浴室室内内ででタタ

オオルルややせせっっけけんんをを渡渡ししななががらら声声掛掛けけすれば、自自分分でで体体をを洗洗ううここととががででききるる。 

・週３回の入浴時に前身は自分で洗うが、背背中中やや足足先先はは手手がが届届かかずず、、看看護護師師がが洗洗身身

すするる。。  

 

【【ポポイインントト解解説説】】自自分分でで洗洗身身ししてていいるる部部分分、、介介助助者者がが洗洗身身ししてていいるる部部分分及及びびそそのの理理

由由をを具具体体的的にににに記記載載ししまますす。。ままたた、、洗洗身身にに介介助助をを要要ししてていいなないいがが、、洗洗うう際際のの指指示示・・

見見守守りりがが行行わわれれてていいるる場場合合もも、、「「22..一一部部介介助助」」ととななりりまますす。。 

≪日によって介助の方法が異なる場合≫  

・週週１１回回はは自自宅宅で、週週２２回回ははデデイイササーービビススでで入入浴浴する。自自宅宅でではは手手のの届届くく範範囲囲をを自自

分分でで洗洗身身するが、デデイイササーービビススでではは背背中中やや足足先先ななどどをを介介助助さされれてていいるる。より頻頻回回なな

状状況況かからら「「22..一一部部介介助助」」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・審審査査会会がが判判断断ででききるるよようう、、実実際際のの「「介介護護のの手手間間」」のの具具体体的的なな内内容容とと「「頻頻度度」」をを特特

記記事事項項にに記記載載ししまますす。。 
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≪実際の介助の方法が不適切な場合≫ 

・・自自分分でで介介助助ななくく洗洗っってていいるるとと話話すすがが、、手手足足のの汚汚れれががひひどどくく、、浴浴室室もも荷荷物物がが置置いいてて

あありり使使っってていいるる様様子子がが見見らられれなないい。独独居居でで認認知知症症ががああるるたためめ、、声声掛掛けけやや指指示示ななどどのの

介介助助がが適適切切とと判判断断し、「2.一部介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・介介助助のの方方法法がが評評価価軸軸ででああるるたためめ、、「「実実際際のの介介助助のの方方法法」」がが「「不不適適切切」」ででああるるとと判判断断

すするる場場合合はは、、そそのの理理由由をを記記載載しし「「適適切切なな介介助助のの方方法法」」をを選選択択ししまますす。。 

３ 

≪日頃の状況≫  

・認知症のため、用具や洗身の理解ができず、週週２２回回職職員員がが全全介介助助でで洗洗身身すするる。  

・本人の意欲はあるが手に力が入らず洗えていないので、職員が後から全身を洗い

直している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・行行わわれれてていいるる介介助助がが適適切切かかどどううかかをを判判断断すするるたためめにに、、本本人人のの身身体体能能力力をを含含めめ、、洗洗

身身がが自自分分でで行行ええなないい理理由由及及びび誰誰がが介介助助ししてていいるるののかかをを記記載載ししまますす。。 

４ 

≪調査対象の行為自体が発生しない場合≫  

・術後のため医師から入入浴浴・・シシャャワワーーととももにに禁禁止止されている。看看護護師師かからら温温タタオオルル

ををももららっってて自自分分でで清清拭拭ししてていいるる。 

・微熱が 1か月程度続いているため、毎毎日日娘娘がが清清拭拭している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・清清拭拭ののみみがが行行わわれれてていいるる場場合合はは、、本本人人がが行行っってていいるるかか介介護護者者がが行行っってていいるるかかににかか

かかわわららずず「「44..行行っってていいなないい」」をを選選択択しし、、特特記記にに日日頃頃のの状状況況等等ににつついいてて具具体体的的なな内内容容

をを記記載載ししまますす。。ままたた、、洗洗身身をを行行っってていいなないい理理由由がが適適切切かかどどううかかをを判判断断すするるたためめにに、、

そそのの理理由由及及びび代代替替のの行行為為ににつついいててもも記記載載ししまますす。。  

 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 自分で洗身するが、娘がいるときには洗ってもらう。「1.介助されていない」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 毎日、自宅で入浴し自分で洗身するが、土日に娘が来るので背中や足先を洗ってもらう。

頻回な状況から「1.介助されていない」を選択する。 

 

（（不不適適切切なな理理由由））頻頻度度がが書書いいてていいなないいののでで、、どどちちららがが頻頻回回かか判判断断でできき

まませせんん。。具具体体的的なな介介助助のの方方法法もも記記載載ががなないいののでで、、全全介介助助ななののかか一一部部介介

助助ななののかかのの判判断断ももででききまませせんん。。洗洗身身はは「「介介助助のの手手間間のの量量」」のの幅幅がが広広いい

たためめ、、週週にに何何回回くくららいい、、どどここでで（（自自宅宅、、デデイイササーービビスス、、銭銭湯湯等等））洗洗身身

すするるののかか、、どどののよよううなな介介助助をを受受けけてていいるるののかか、、具具体体的的にに記記載載すするる必必要要

ががあありりまますす。。  
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× 風呂には１年くらい入浴していない。顔・手・足の汚れが目立ち、臭いもある。 

「2.一部介助」を選択（本来、誰かの声掛け等により洗身すべきであるため、一部介助と判断

した。） 

 

 

 

 

 

○ 認知機能の低下から、意欲の低下が出現しており１年くらい入浴も清拭も行っていない。

指示は通じることから、誰かが側でどの部分を洗うようしつこく声かけや見守りをすることが

適切な介助と思われるため、「2.一部介助」が適切と判断。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・洗洗身身をを行行っってていいなないい理理由由をを確確認認しし、、認認知知症症状状ああるるいいはは身身体体機機能能等等のの原原因因をを探探しし、、どどののよよううなな

介介助助がが必必要要ななののかかをを導導くくここととがが必必要要でですす。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））洗洗身身ををししてていいなないい理理由由ややどどののよよううなな介介助助がが必必要要ななののかか

がが記記載載さされれてておおららずず、、「「22..一一部部介介助助」」ととすすべべきき根根拠拠がが不不足足ししてていいまますす。。  
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１１－－１１２２  視視力力【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..６６３３  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..１１４４  

1.普通（日常生活に支障がない）  2.約 1ｍ離れた視力確認表の図が見える 

3.目の前に置いた視力確認表の図が見える  4.ほとんど見えない 

5.見えているのか判断不能 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・本本人人のの正正面面にに視視力力確確認認表表ををおおいいたた状状態態でで確確認認ししまますす。。  

・・部部屋屋のの電電気気等等ををつつけけ、、十十分分なな明明るるささをを確確保保ししてて行行いいまますす。。  

・・眼眼鏡鏡・・ココンンタタククトトレレンンズズ等等をを使使用用ししてていいるる場場合合はは、、使使用用ししてていいるる状状況況でで行行いいまますす。。  

・・視視野野狭狭窄窄やや視視野野欠欠損損等等のの状状況況はは、、特特記記事事項項にに記記入入ししまますす。。  

・・見見たたももののににつついいててのの理理解解等等のの知知的的能能力力をを問問ううももののででははあありりまませせんん。。 

１ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・・眼眼鏡鏡をを使使用用しし、、１１ｍｍ先先のの視視力力確確認認表表、、新新聞聞・・雑雑誌誌程程度度のの文文字字がが見見ええてていいたたこことと

かからら選選択択すするる。。  

・視視力力確確認認表表はは見見ええ、、日日常常生生活活をを変変わわりりななくく過過ごごししてていいるる。。眼鏡とルーペを使っ

て、本を読むが、ひどいめまいが出る。 

・視視力力確確認認表表はは見見ええ、、新新聞聞もも読読んんででいいるる。。しかし、高次脳機能障害による左半分の

空間失認で危険なため、外出時は家族が同行する。 

２ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・約 1ｍ離した状態の視力確認表は見えたが、手元の文字は眼鏡をかけても全く見

えないと聞き取る。 

・・正正面面でで１１ｍｍ離離れれてていいるる視視力力確確認認表表はは見見ええたた。。なお、視野狭窄で左側が見えず、食

事を残すので、介護者がお皿の位置を変えている。 

・糖尿病による網膜症のため眼鏡使用。１１ｍｍ離離れれてていいるる視視力力確確認認表表はは見見ええたた。。文字

は１.５ｃｍくらいの大きさがないと読めない。 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

・意思疎通困難。視力確認表による確認は出来なかった。日頃、食事を自分で摂取

している。11ｍｍ先先のの視視力力確確認認表表程程度度はは見見ええてていいるるとと聞聞きき取取りり選択。 

３ 

≪実際に行ってもらった場合≫ 

・約 1ｍ離した状態の視力確認表は見えなかったが、目の前まで寄せると見えてい

たことから選択。普段からしっかり見るときは目の前に寄せていると聞き取る。 

・認知症あり。視視力力確確認認表表をを目目のの前前でで見見せせるるとと、、言言葉葉はは出出なないいがが絵絵をを指指ででななぞぞるるの

で、「目の前に置いた視力確認表が見える」とした。 
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≪行ってもらえなかった場合≫ 

・ベッド横の近くに寄ると目が合うと聞き取ったことから選択。調査時は２，３秒

しか開眼せず判断できなかった。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・視視力力確確認認表表でで確確認認ででききなないい場場合合ででもも目目がが合合うう、、追追視視すするるななどどのの状状況況かからら選選択択しし

まますす。。  

・・視視力力確確認認表表でで確確認認ででききなないい場場合合はは、、そそのの理理由由やや状状況況をを記記載載ししまますす。。  

４ 

≪日頃の状況≫ 

・緑内障による視力障害で、両目ともにほとんど見えない。明暗もほぼわからない。 

・全盲で全く見えない。  

５ 

≪日頃の状況≫ 

・普段、声掛けしても開眼することがない。調査時も同様であったことから選択。 

・日頃から、常時閉眼し、視線が合うことがなく、見えているか判断不能と介助者

から聞き取る。 

≪行ってもらえなかった場合≫ 

 意意思思のの疎疎通通ががととれれずず、、目目をを閉閉じじたたままままでで、、確確認認ででききななかかっったた。。日日頃頃、、目目をを開開けけるる

ここととははなないいため、「見えているのか判断不能」を選択した。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

調調査査日日よよりり概概ねね１１週週間間でで、、頻頻回回にに見見らられれるる状状況況やや日日頃頃のの状状況況でで判判断断ししまますす。。 

 
適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 調査時は視力確認表で確認できなかったが、本人のそばに置けば見えると聞き取る。｢3. 
目の前に置いた視力確認表の図が見える｣を選択。 

 

 

 

 

○ 調査時は閉眼していて確認できなかったため、日ごろの状況を聞き取る。本人の目の前に

寄せると見えると家族から聞き取る。｢3. 目の前に置いた視力確認表の図が見える｣を選択。 

× 左半分の視野狭窄があるが、視力確認表は見え、日常生活を変わりなく過ごしている。「1.

普通（日常生活に支障がない）」を選択する。 

 

 

 

○ 左半分の視野狭窄があり、視力確認表を本人の正面に置くと、全く見えない。右側に置く

と見え、字も読める。「4.ほとんど見えない」を選択する。 

（（不不適適切切なな理理由由））実実際際にに行行っっててももららええなないい場場合合ははそそのの理理由由やや状状況況のの

記記載載がが必必要要でですす。。「「本本人人ののそそばば」」ががどどのの程程度度ななののかかわわかかりりににくくいいののでで、、

具具体体的的状状況況をを記記載載ししまますす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））視視野野狭狭窄窄ががああるる場場合合もも、、本本人人のの正正面面にに視視力力確確認認表表をを

置置いいてて、、確確認認ししまますす。。  
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２２－－１１移移乗乗【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..７７００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..１１７７  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪介助の方法が異なる場合≫  

・食食堂堂やや洗洗面面所所へへはは 11日日 33回回、、週週 11回回浴浴室室へへ行行くく際際ののベベッッドドかからら車車いいすすへへのの移移乗乗

はは介介護護者者にに腰腰をを支支ええててももららううが、日日にに７７、、８８回回、、ベベッッドドかかららポポーータタブブルルトトイイレレへへ

介介助助ななくく移移乗乗ししてていいるる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・時時間間帯帯やや体体調調、、移移乗乗のの機機会会のの発発生生状状況況等等にによよっってて、、介介助助のの方方法法がが異異ななるる場場合合、、

よよりり頻頻回回なな状状況況でで選選択択すするるたためめ、、そそのの状状況況ごごととのの回回数数ななどど具具体体的的なな記記載載がが必必要要でで

すす。。 

≪日頃の状況≫ 

・・自自宅宅内内、、デデイイササーービビススとともも自自力力でで移移乗乗し、介助は受けていない。 

・屋屋内内、、屋屋外外ととももにに杖杖歩歩行行している。この 1週間で、移乗の場面がない。座座位位保保持持

やや立立ちち上上ががりり動動作作にに支支障障ははななくく、移移乗乗のの場場面面をを想想定定ししててもも介介助助ななくく行行ううここととががでで

ききるるとと判判断断ししたた。。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・移移乗乗のの機機会会をを想想定定ししてて判判断断ししたた場場合合ににもも、、そそのの根根拠拠ととななるる具具体体的的なな事事実実をを記記載載

すするる必必要要ががあありりまますす。。ままたた、、移移乗乗すするるににああたたりり、、杖杖やや手手すすりりななどどのの使使用用はは問問いいまま

せせんん。。  

２ 

≪日頃の状況≫  

・歩行移動で日頃の移乗の機会がないため想定判断。身体機能は問題ないが、著し

い認知機能低下があり介介助助者者がが毎毎日日座座るる位位置置やや向向ききをを指指示示している。一定期間内、

２・３度ずり落ちそうになり、手を添える介助もあったと聞き取る。注意力低下で

転落の危険があり「2．見守り等」が適切と判断。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

「「ベベッッドドかからら車車いいすす」」「「車車いいすすかからら便便座座」」ななどど、、発発生生ししてていいるる移移乗乗のの機機会会をを特特定定すす

るるここととでで、、ででんん部部をを移移動動ささせせてて乗乗りり移移るる行行為為ににどどののよよううなな介介助助がが行行わわれれてていいるるかか

確確認認すするるここととががででききまますす。。  
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３ 

≪日頃の状況≫  

・ベッドから車いすへは、看看護護師師にに腰腰をを引引きき上上げげててももららいい、、身身体体をを支支ええらられれてて移移乗乗

している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・移移乗乗のの行行為為ののううちち、、介介助助をを要要ししてていいるる部部分分及及びび介介助助のの方方法法ににつついいてて、、具具体体的的なな記記

載載がが必必要要でですす。。介介護護者者がが本本人人のの身身体体にに直直接接触触れれずず、、動動作作ににああわわせせてて車車いいすすををおお尻尻のの

下下にに差差しし入入れれてていいるる場場合合はは、、「「22..見見守守りり等等」」にに該該当当ししまますす。。「「33..一一部部介介助助」」をを選選択択しし

たた根根拠拠をを確確認認すするるたためめにに、、行行わわれれてていいるる介介助助ににつついいててのの具具体体的的なな内内容容のの記記載載がが必必要要

でですす。。  

※※介介助助状状態態がが違違うう移移乗乗行行為為ががああるる場場合合はは、、頻頻回回なな移移乗乗行行為為ででのの選選択択ととななるるたためめ、、そそ

れれぞぞれれのの移移乗乗行行為為ににつついいてて特特記記事事項項にに記記載載すするる必必要要ががあありりまますす。。  

４ 

≪日頃の状況≫  

・この 1 週間では通院時に 1回、ベッドから車いすへ夫が抱きかかえて移乗させた。

「4.全介助」を選択する。 

・寝たきり状態。体体位位交交換換がが頻頻回回にに行行わわれれ、、シシーーツツ交交換換もも 11日日おおききにに行行わわれれてていいるる

が、自分では全く動けないので介介護護者者ががででんん部部をを抱抱ええてて行行っってていいるる。「4.全介助」を

選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・調調査査日日よよりり概概ねね過過去去 11週週間間のの状状況況ででのの頻頻度度やや、、日日頃頃のの状状況況ににつついいててのの具具体体的的なな内内

容容がが必必要要でですす。。「「44..全全介介助助」」をを選選択択ししたた根根拠拠やや、、一一週週間間以以上上ににわわたたりり「「移移乗乗」」のの機機会会

がが全全くくなないい場場合合にに、、想想定定ししてて適適切切なな介介助助のの方方法法をを選選択択ししたた場場合合のの根根拠拠ととししてて、、具具体体

的的なな事事実実のの記記載載がが必必要要でですす。。  

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 帯状疱疹発症後、背部腹部に痛みが残り、痛みの訴え時には職員が抱えてベッド、車いす

へ移乗させる。「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

○ 日頃は、短い距離であればつかまらずに歩行ができ、車いすへの乗り移りも介助なく行え

るが、帯状疱疹発症後、背部腹部に痛みが残り、週１回程度は痛みを訴えることがあり、その

時には、職員が抱えてベッドから車いすへ移乗させる。頻度から「1.介助されていない」を選

択する。 

（（不不適適切切なな理理由由））痛痛みみをを訴訴ええ職職員員がが抱抱ええてて移移乗乗ささせせるる頻頻度度のの記記載載がが

あありりまませせんん。。痛痛みみのの訴訴ええががなないい時時とと介介助助のの方方法法がが違違ううとと考考ええらられれるる

たためめ、、具具体体的的なな日日頃頃のの様様子子やや、、頻頻度度のの記記載載がが必必要要でですす。。  
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× 日中、独居となり、車いす～トイレの移乗の際、便座に上手く移れず転倒することが８回

のうち３回はみられる。選択に迷ったが、転倒しているため「3.一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

○ 日中、頻度の多い車いす～トイレの移乗の際、転倒することが８回のうち３回みられ、一

人で３０分以上かけ移っている状態。誰かが側で転倒しないように見守ることが適切な介助で

あると思われるため、「2.見守り等」が適切と判断する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】様様々々なな移移乗乗行行為為ががああるる中中、、頻頻度度でで選選択択をを行行ううがが、、介介助助状状態態にに違違いいががああっったた

りり、、不不適適切切なな介介助助等等ががああれればば特特記記にに具具体体的的にに記記載載すするる必必要要ががあありりまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））頻頻度度でで考考ええれればば「「11..介介助助さされれてていいなないい」」のの選選択択ととなな

りりまますす。。ななぜぜ「「33..一一部部介介助助」」選選択択ししたたののかか、、理理由由のの記記載載がが必必要要でですす。。  

－ 61 －



- 62 - 
 

２２－－２２移移動動  【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..７７３３  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..１１９９  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪時間帯や体調等に介助の方法が異なる場合≫ 

・・日中は杖をついて、ひとりでトイレに５、６回移動しているが、夕食時の食堂

（１日１回）及び浴室（週３回）への車いすでの移動は介助が行われている。 

・自宅内は近くにある物や壁につかまりながら一人でトイレ等に移動。左足は摺り

足気味で、月に１、２回転倒。週週１１回回のの通通所所では手すりを伝いながら移動。つまず

きが多く歩行不安定のため、職職員員がが常常時時付付きき添添いい見見守守りり。。買買いい物物等等のの外外出出時時はは夫夫

にに支支ええらられれてて玄玄関関かからら車車ままでで移移動動。。店内はカートを押してゆっくり移動。より頻回

な状況で評価した。  

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・朝朝昼昼夜夜等等のの時時間間帯帯やや体体調調にによよっってて介介助助のの方方法法がが異異ななるる場場合合はは、、よよりり頻頻回回ににみみらら

れれるる状状況況やや日日頃頃のの状状況況でで選選択択しし、、そそのの具具体体的的なな内内容容やや頻頻度度をを特特記記事事項項にに記記載載ししまま

すす。。  

・・移移動動はは定定義義上上外外出出をを評評価価ししまませせんんがが、、外外出出時時のの介介助助はは特特にに軽軽度度者者のの介介護護のの手手間間

ににかかかかるる審審査査判判定定ににおおいいてて議議論論さされれるるこことともも多多いいたためめ、、特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・日中はデイルームで過ごすことが多く、日に５、６回フロア内のトイレに誘導す

る。常常時時職職員員がが付付きき添添っってて移移動動。。  

・トイレや洗面所などに介助なく移動しているが、歩行状態は不安定であり、週に

１、２回転倒しそうになり、家族がそばで見守るようにしている。  

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ここここででのの「「見見守守りり」」はは常常時時付付きき添添いいがが必必要要なな見見守守りりでですす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・トトイイレレにに行行くく時時ははナースコールをして、看看護護師師のの腕腕ににししががみみつついいてて歩歩くく（（日日にに８８

～～１１００回回））。。透透析析室室にに行行くく時時はは、、行行ききはは同同様様のの方方法法でで移移動動しし、、帰帰りりはは車車いいすすでで全全介介助助

（（週週３３回回））。。 

≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・（実際の介助の状況）痛みがあり、ゆっくり時間をかけ移動している。動線には突

っ張り式の手すりが１０本設置されている。 

→（適切な介助を取った場合）小幅のすり足で、両手で手すりをしっかり掴みなが

ら、非常にゆっくり横歩きで手すりの間を渡り歩いて移動する。休みを入れながら
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移動するためトイレにも間に合わず失禁が多い。独居のため適切な介助が必要と判

断し「3.一部介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・自自分分でで行行っってていいててもも、、「「独独居居やや日日中中独独居居等等にによよるる介介護護者者不不在在ののたためめにに適適切切なな介介助助がが

提提供供さされれてていいなないい」」等等とと考考ええらられれるる場場合合ににはは、、具具体体的的にに不不都都合合なな状状況況をを記記載載しし適適切切

なな介介助助をを選選択択ししまますす（（「「実実際際のの介介助助のの方方法法がが不不適適切切なな場場合合」」ににつついいててはは、、テテキキスストト２２

５５ペペーージジ④④をを参参照照））。。  

４ 

≪日頃の状況≫ 

・パーキンソン病のため、自宅内、外出時ともに母親に車いすを押してもらう。  

・自宅内の移動は、ひとりで歩けないため、娘と妻が二人がかりで両方から抱きか

かえるようにしている。外出時は車いすを使用。「4.全介助」を選択する。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 屋内での移動は、フラフラとしており危ない。頻度は不明だが週に何度か転倒している様

子がある。日中独居で家族がいるときはそばで見守りが行われている。頻度から「2.見守り

等」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 室内、トイレなどには歩行器を使いゆっくりと移動している。転倒するとなかなか立ち上

がれず、夫も高齢で介助できないため、慎重に移動するが、週に１、２回転倒することがある

とのこと。適切な介助の方法として「2.見守り等」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））日日中中独独居居ととななるる間間のの移移動動とと家家族族ががいいるる間間のの移移動動とと、、

どどちちららのの移移動動がが多多いいののかか記記載載ががななくく、、よよりり頻頻回回なな状状況況でで選選択択ししたたのの

かか、、不不適適切切なな状状況況でで「「22．．見見守守りり等等」」をを選選択択ししたたののかかがが不不明明でですす。。頻頻

度度、、不不適適切切なな状状況況のの記記載載がが必必要要でですす。。  
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２２－－３３  ええんん下下【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..７７６６  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..２２１１  

  1.できる 2.見守り等 3.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・柔らかめの食事を提供されており、気を付けながら飲飲みみ込込んんででいいるる。。  

・週１回程度、食事中につまることがある。 

・汁物にはトロミをつけており、食事でむせることはない。薬の内服時に水でむせ

ることが３回に２回はある。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ここここででののええんん下下ととはは、、食食物物をを経経口口よよりり摂摂取取すするる際際のの能能力力でであありり、、水水はは定定義義外外でですす。。  

・・頻頻回回ににみみらられれるる状状況況やや日日頃頃（（概概ねね過過去去１１週週間間））のの状状況況ににつついいてて聞聞きき取取りりまますす。。  

・・固固形形物物かか液液体体かかななどど、、食食物物のの形形状状（（普普通通食食、、ききざざみみ食食、、流流動動食食等等））のの具具体体的的なな内内

容容をを記記載載ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・普通食であるが、毎食ひどく咳込んで、食事を中止することがある。  

・・普普通通食食をを摂摂取取ししてていいるるがが、、食食事事中中にに何何度度ももののどどにに詰詰ままららせせるるここととががああるる。。ししかかしし、、

家家族族にに背背中中ををささすすらられれななががららどどううににかか飲飲みみ込込んんででいいるる。。  

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・むむせせががああるるだだけけでで直直ちちにに「「22..見見守守りり等等」」とと判判断断せせずず、、過過去去１１週週間間ににおおいいてて最最もも頻頻

回回なな状状況況でで判判断断しし、、固固形形物物かか液液体体かかどどううかか等等にによよっってて状状況況がが異異ななるる場場合合はは、、よよりり頻頻

回回ににみみらられれるる状状況況ににつついいてて、、特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

・・ここのの項項目目のの「「22..見見守守りり等等」」はは、、「「11..ででききるる」」「「33..ででききなないい」」ののいいずずれれににもも含含ままれれなな

いい場場合合ををいいいい、、必必ずずししもも見見守守りりがが行行わわれれてていいるる必必要要ははあありりまませせんん。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・えん下障害があり、中中心心静静脈脈栄栄養養（（ＩＩＶＶＨＨ））がが行行わわれれてていいるる。。  

・誤嚥性肺炎で経口摂取は禁止となっている。栄養剤による点滴が行われている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・抗抗生生剤剤やや水水分分ででななくく、、禁禁食食等等でで中中心心静静脈脈栄栄養養（（ＩＩＶＶＨＨ））、、点点滴滴等等のの栄栄養養剤剤のの注注入入でで

ああれればば、、「「33..ででききなないい」」ととななりりまますす。。 
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適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× きざみ食にしているが、上手に飲み込めず咳き込んでしまう。「2.見守り等」を選択する。 

 

 

 

 

 

〇 細かく刻んだりとろみをつけているが食事のたびに上手に飲み込めずせきこんだりしてい

る。「2.見守り等」を選択する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））咳咳込込みみ頻頻度度のの記記載載ががなないいののでで、、自自然然にに飲飲みみ込込めめるる場場合合

とと飲飲みみ込込めめなないい場場合合ののどどちちららがが頻頻回回ななののかか判判断断ででききまませせんん。。飲飲みみ込込めめるる

ここととのの方方がが多多けけれればば「「ででききるる」」にに該該当当ししまますす。。  
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２２－－４４  食食事事摂摂取取【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..７７８８  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..２２２２  

 1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記入入例例  
【【ポポイインントト解解説説】】  

・・経経口口摂摂取取のの場場合合、、配配膳膳後後のの食食器器かからら口口にに入入れれるるままででのの行行為為でで判判断断ししまますす。。  

・・調調理理、、配配膳膳、、後後片片付付けけ、、食食べべここぼぼししのの掃掃除除等等はは含含みみまませせんん。。食食事事のの量量、、適適切切ささをを評評価価すするるもも

ののででははあありりまませせんん。。  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・自力で摂取できるが首や姿勢が安定せず食べこぼしてしまうことがある。 

・食堂で他の入居者と一緒に自力摂取している。 

・ジャムの袋を切る等の手伝いはするが、食べられる状態になってからの介助はな

い。 

・誤嚥しやすいため、ミキサー食。食食事事はは自自分分でで食食べべてていいるる。。 

・・食食事事摂摂取取のの介介助助はは行行わわれれてていいなないい。。しかし、緑内障による視力低下があり、食事

前に妻がそれぞれのおかずの位置を教えている。 

・リウマチによる手指の変形のため、握りやすい形状のスプーン、フォークを使い

自自力力でで摂摂取取すするる。食事後は疲れがでて、休んでいる。 

・座位が長く続けられないので、１５分程度で自自力力摂摂取取。それ以上は勧めても食べ

ない。職員が食べこぼしの片付けをしている。 

・・食食事事はは自自分分でで食食べべてていいるる。。胃や腸を一部切除しており、十分な量を摂取できない

ため、不足分を点滴で補う。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・自分でスプーンやフォークを使い食べるが、途中で集中力が切れ手が止まってし

まうため、頻繁に声掛けし見守っている。 

・在宅時より、好きなものしか食べずにいた。配膳されると隣隣のの入入院院患患者者のの分分ままでで

食食べべよよううととすするるたためめ、、毎毎食食見見守守るる。 

・すぐに手が止まるため、職職員員のの声声かかけけにによよりり食食事事ををととるる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・常常時時、、付付きき添添いいのの必必要要ががああるる見見守守りりやや、、行行為為のの確確認認、、指指示示、、声声かかけけ、、皿皿のの置置きき換換

ええはは「「22..見見守守りり等等」」をを選選択択ししまますす。。 
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３ 

≪日頃の状況≫  

・自分で食べることができるが、最後の取りにくい部分は介助で食べていると聞き

「一部介助」選択。 

・配膳後も小さく切り分ける支援を毎回行っていると聞き「一部介助」選択。 

・食事は「おかゆ＋刻み食」で対応。半半分分以以上上自自力力摂摂取取すするるがが、、最最後後はは介介助助ししてていい

るる。。水分を摂りたがらず、栄養補助液で補充している。 

・毎回、数数口口でで手手がが止止ままるるたためめ、、介介助助者者がが食食べべささせせてておおりり、時間がかかる。 

・スプーンを口の高さまで持っていくが、こぼしながら食べるので、家家族族ががススププーー

ンンをを支支ええてていいるる。 

・・両両手手指指のの握握力力がが弱弱くく、、最最後後ののひひととすすくくいいががススププーーンンにに乗乗せせらられれなないいたためめ、、介介護護者者

がが介介助助すするる。。朝は介助者がいないので食べ残している。 

・独居。手手指指のの振振戦戦ののたためめ、、ううままくく口口にに運運べべずず、、栄養不良をおこしている。「一部介

助」が適切と判断した。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・介介助助のの時時間間のの長長短短はは問問いいまませせんん。。 

４ 

≪日頃の状況≫ 

・胃ろうからの全介助で経腸栄養剤を摂取している。 

・誤嚥性肺炎を繰り返し、経口摂取は困難。看護師の全介助で経鼻からの経管栄養

を行っている。 

・食事はペースト食で口まで運ぶ全介助で摂取している。 

・日中傾眠傾向で目覚めた直後は拒否が多く、口元までスプーンを持っていっても

口を閉じたままでほとんど口に入れることができず介助に時間がかかる。 

・胃胃ろろううをを造造設設ししてておおりり、、介介護護者者がが注注入入している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・経経管管栄栄養養、、中中心心静静脈脈栄栄養養ののたためめのの介介助助がが行行わわれれてていいれればば「「44..全全介介助助」」をを選選択択ししまま

すす。。末末梢梢かかららのの点点滴滴ののみみでで栄栄養養摂摂取取ししてていいるる場場合合はは、、各各保保険険者者のの判判断断にに基基づづききまますす。。 
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適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 自分で食べるが、食卓で見守りを受ける。 

 

 

 

 

○ スプーンで口に運ぶことができるが、続けて食べることができず手が止まってしまう。「ど

うするの」と行為が止まってしまうので、都度、家族が口に入れるよう声掛けして誘導しなけ

ればならない。「2.見守り等」を選択。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））どどののよよううなな「「見見守守りり」」行行為為がが行行わわれれてていいるるかか、、具具体体

的的なな記記載載がが必必要要でですす。。  
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２２－－５５排排尿尿  【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..８８１１  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..２２４４  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪時間帯や体調等に介助の方法が異なる場合≫ 

・尿意があり、一人でトイレへ行くが、間に合わず失禁することがある（週２

回）。一一連連のの行行為為はは自自分分でで行行っってていいるるがが、、体体調調のの悪悪いい時時はは汚汚れれたた下下着着のの交交換換をを家家族族

がが行行うう（（月月にに１１、、２２回回））。 

・日に５、６回排尿があり、そのうち１、２回は失禁しているが、パッドは介助な

くひとりで交換できている。夜間はポータブルトイレで自力で行うが、廃棄は朝 

家族が行っている。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・認認知知機機能能のの低低下下にによよりり、日中１０分おきにトイレへ行くが、トイレ内でどうした

らよいかわからずそのまま立っている。そそのの都都度度、、指指示示やや声声かかけけををししてて排排尿尿ししてていい

るるとと職職員員かからら聞聞きき取取るる。。  

・リハビリパンツとパッドを使用。尿意があいまいなので家族が毎回タイミングを

見計らい行為の声かけをしている。３回に１回は家族がパッドを交換を促している。 

３ 

≪日頃の状況≫ 

・（問い合わせ前の記載例）リハビリパンツで日に３、４回交換。尿意もあるので自

分からトイレに行くことがある。 

→（問い合わせ後の記載例）日に５、６回排尿。トイレで一連の行為を行う。尿意

もあるので自分からトイレに行くが、リハビリパンツの交換ができない。家族が毎

回確認し、日に３、４回交換している。 

≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・独居。昼はトイレで（日に６回）、夜はポータブルトイレで（日に２回）行ってい

るが、右麻痺によりズボンの上げ下げがスムーズにできない。ほほぼぼ毎毎回回尿尿失失禁禁ががああ

りり、、紙紙パパンンツツのの交交換換にに２２００分分くくららいいかかかかっってていいるるがが、、ききちちんんととああげげらられれてていいなないい。。

介助が必要と判断し、適切な介助により「3.一部介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・「「介介助助さされれてていいなないい」」状状態態やや「「実実際際にに行行わわれれてていいるる介介助助」」がが、、対対象象者者ににととっってて「「不不

適適切切」」ででああるるとと判判断断すするる場場合合はは、、そそのの理理由由をを記記載載ししまますす。。 

４ 
≪日頃の状況≫ 

・日日中中、、夜夜間間ととももオオムムツツ対対応応。。家家族族がが３３、、４４時時間間ごごととおおむむつつのの交交換換。。毎日１回はシ
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ーツを汚すため、家族が取り替え、洗濯を行う。 

・日中リハビリパンツを使用。看護師が３時間ごとに誘導し、トイレで排泄。ズボ

ンの上げ下げ、陰部清拭、水洗は看護師が行う。たまにトイレットペーパーを渡す

と自分で拭けることもある。夜間はおむつを使用。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 一昨日までカテーテル使用で全介助。現在は尿意でナースコールし、トイレで一連の行為

を行うが、おむつ交換を看護師が行うが、ズボンの上げ下げ、清拭は自分で行う。カテーテル

の日数頻度より「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 一昨日までカテーテル使用で全介助だったが、現在は尿意でナースコールし、一連の行為

は自分で行い、水洗のみ看護師が行う。「3.一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））カカテテーーテテルルはは終終了了ししてていいまますす。。現現在在のの状状況況のの判判断断でで

「「33..一一部部介介助助」」をを選選択択しし、、カカテテーーテテルルをを使使用用ししてていいたたここととはは特特記記事事項項

にに記記載載ししまますす。。  
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２２－－６６排排便便  【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..８８４４  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..２２６６  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・１日おきに排便があり、自分でトイレまで移動するが、時間がかかる。トトイイレレでで

のの排排便便行行為為はは介介助助ななくくででききるるが、拭き取りの際に、腰に痛みがあるとのこと。 

・自力で行っている。外出すると便失禁することがあり、外出時のみリハビリパン

ツを使用している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・トトイイレレままででのの移移動動にに関関ししてて介介助助がが行行わわれれてていいるる場場合合はは、、他他のの移移動動行行為為ととととももにに

２２－－２２「「移移動動」」でで評評価価ししまますす。。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・排排泄泄動動作作ははででききるるがが、、毎毎回回妻妻ががズズボボンンをを下下ろろせせてていいるるかか確確認認しし、、排排便便後後ににもも陰陰部部

のの清清拭拭をを忘忘れれ、、下下着着にに汚汚れれがが付付着着ししててししままううたためめ、、声声掛掛けけ、、確確認認ししてていいるる（（日日にに１１

回回））。。  

・便意があり、自分でトイレに行くが、排便後のパッドに便がついていることが週

に３、４回ある。家族が毎回確認している。  

３ 

≪日頃の状況≫、、看看護護師師ががズズボボンンのの上上げげ下下げげ、、陰陰部部のの清清拭拭をを介介助助ししてていいるるがが、、トトイイ

レレのの水水洗洗はは自自分分ででででききてていいるる（（日日にに１１、、２２回回））。。  

・排便は、大体毎日あるが、週に４、５回便失禁があるため、パッドを使用してい

る。便意もあるので自分で排便できる時もある。失便時、パッドの交換がうまくで

きず、便器周りを汚すため、家族がその都度掃除している。 

４ 

≪日頃の状況≫ 

・人工肛門を造設しており、毎毎日日介介護護者者ががスストトーーママ袋袋内内のの排排泄泄物物をを処処理理しし（（日日にに２２

～～４４回回））、、スストトーーママ装装具具をを準準備備・・交交換換・・廃廃棄棄すするる（（週週３３回回））。。  

・腹圧等の介助は必要なく自分でできているため、排便行為は評価対象外。ズボン

の上げ下げ、清拭、水洗を介助されているため「4.全介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・排排便便はは自自分分でででできき、、排排便便行行為為はは評評価価対対象象外外ととななるるここととかからら、、そそのの他他ののここととすすべべてて

をを介介助助さされれてていいるるたためめ「「44..全全介介助助」」をを選選択択ししまますす。。  
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適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

×人工肛門で、一部は自分でできる。 

「一部介助」を選択（行為に部分的な介助があるため一部介助が適切と判断した。） 

 

 

 

 

○ 人工肛門で、ストーマ袋の準備、片付けは介護者がしているが、ストーマ袋の交換は自分

でできる。「3.一部介助」を選択する。 

× 毎日排便があり、ポータブルトイレで行っているが、排便は拭くのに時間がかかり、立位

保持が困難なため、娘が手伝っている。「3.一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

○ 毎日排便があり、ポータブルトイレで排便している。自分でズボンを下げることはできる

が、拭くのに時間がかかり、立位保持が困難なため、娘が拭き、ズボンを上げ、掃除をしてい

ることから「3.一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））適適切切なな介介助助のの方方法法をを選選択択ししたた根根拠拠がが不不明明でですす（（選選択択根根

拠拠のの不不備備））。。部部分分的的なな介介助助ににつついいてて、、具具体体的的なな記記載載がが必必要要でですす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））本本人人ののででききるるこことととと、、介介助助者者のの手手伝伝いいのの状状況況がが不不明明。。  
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２２－－７７口口腔腔清清潔潔【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..８８７７  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..２２８８  

  1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・洗面所まで誘導し、歯磨きを行うようきっかけの声声かかけけをすれば自分で行う。 

・右麻痺があるため、左手で時間をかけてひとりで磨いている。 

・疾病等による手指の変形のため、歯ブラシをうまくつかめず自助具のブラシ等を

使用し自自分分でで磨磨いいてていいるる。。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・洗洗面面所所ままででのの誘誘導導、、移移動動やや、、行行為為ののききっっかかけけととななるる声声かかけけはは評評価価にに含含ままなないい。。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・歯ブラシとうがい用の水が入ったコップを渡せば、自分で磨くことができる。 

・行う能力はあるが、自分では全全くくややろろううととししなないいののでで、、介介護護者者がが歯歯ブブララシシをを手手にに

持持たたせせ行行為為をを行行うう中中でで声声かかけけををししてていいるる。。  

・自主的に行うことはなく、歯磨きやうがいなどの動作のひとつひとつに声かけ・

指示が必要である。 

・義歯の出し入れは自分で行うが、洗浄は介護者が行っている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・行行為為開開始始をを促促すす「「声声かかけけ」」はは評評価価対対象象外外、、行行為為をを行行うう中中でで発発生生すするる「「声声かかけけ」」はは

評評価価対対象象ととななるる。。 

≪時間帯や体調等に介助の方法が異なる場合≫ 

・そばで指示・声かけをすれば自分で行うが、行行為為自自体体にに非非常常にに時時間間をを要要すするるたためめ、、

週に２、３日は歯磨きを介助する。 
≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・行う能力はあるが歯を磨く習慣はないと言っていた。独居で介護者がなく、調査

時口臭が強く感じられた。認知症もあるため介助が必要な状況と判断し、適切な介

助方法として「2.一部介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・「「介介助助さされれてていいなないい」」状状態態やや「「実実際際にに行行わわれれてていいるる介介助助」」がが、、対対象象者者ににととっってて「「不不

適適切切」」ででああるるとと判判断断すするる場場合合はは、、そそのの理理由由をを記記載載ししまますす。。  
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３ 

≪日頃の状況≫ 

・自分で磨くが、行為は不十分であるため、本人が磨いた部分も含めて介護者がや

り直している。 

・介護者が歯を磨き、口元までコップを運べば本人は口をすすぎ吐き出すことはで

きる。 

・歯歯磨磨ききはは家家族族がが行行っってていいるる。。水水をを含含まませせ吐吐きき出出すす仕仕草草をを真真似似てて行行うう。。うがいのみ

のみで、口口ををすすすすぐぐここととががででききなないいので、家族がガーゼで拭きとる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・本本人人がが行行っったた箇箇所所をを含含めめてて介介護護者者ががややりり直直すす場場合合やや、、本本人人はは口口ををすすすすいいでで吐吐きき出出

すす行行為為だだけけががででききるる場場合合はは、、「「33..全全介介助助」」をを選選択択ししまますす。。 

≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・介護者が用具を渡すと自分で行うが、行為は不十分。全てやり直す必要があるが

拒むので、指示のみに留めている。介介助助がが不不足足ししてていいるる状状態態とと判判断断。。  

・認知症で歯磨きについて理解できず、介護者が歯磨きを行おうとすると口を固く

閉じてしまうので、介助できない。促しても自分ではできないため全全介介助助がが必必要要とと

判判断断。。 

 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 歯磨き自体は自分でできるが、洗面所へ誘導し、歯磨きを行うよう声かけをしているた

め、「2.一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 洗面所へ誘導し、歯磨きを行うようきっかけの声かけをしているが、歯磨き自体は自分で

できるため「1.介助されていない」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））行行為為ののききっっかかけけととななるる誘誘導導やや声声かかけけはは評評価価にに含含みみまま

せせんん。。「「11..介介助助さされれてていいなないい」」をを選選択択しし、、具具体体的的なな状状況況はは特特記記事事項項にに記記

載載ししまますす。。  
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２２－－１１００上上衣衣のの着着脱脱【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..９９３３  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..３３４４  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・衣類を準備し、手渡しすればひとりで着脱できる。 

・手指の筋力低下により、ボタンの留め外しはうまくできないが、かぶりものなど

着脱しやすい上衣を使用しているため介助はされていない。 

・手指の麻痺によりボタンのはめ、外しができないため、かぶりものにしている。

引き下げる際につかみにくく、困難さがあるが自自力力でで行行っってていいるる。。 

・独居で認知症もある。時候にあった衣類ではないが、自自分分でで脱脱ぎぎ着着ししてていいるる。。  

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・時時候候ににああっったた衣衣服服のの選選択択、、衣衣類類のの準準備備、、手手渡渡しし等等、、着着脱脱ままででのの行行為為はは評評価価にに含含

みみまませせんん。。  

・・福福祉祉用用具具（（補補装装具具やや介介護護用用品品等等））やや器器具具類類をを使使用用ししてていいるる場場合合はは、、使使用用ししてていい

るる状状況況でで評評価価ししまますす。。  

≪時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合≫ 

・一日のうち体調に波があり、腕がうまく動かないときは、袖通しを介助してもら

う。体体調調のの良良いいととききは、時間はかかるが自自分分でで行行ううののでで頻頻度度かからら選選択択ししたた。。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・認知症により着る順番がわからなくなるため、介護者が付き添い声かけ・指示を

行っている。 

・袖口や襟の部分がうまく整えられないため、常時付き添い、直すよう声かけ・指

示を行っている。 

・着方がわからず上衣に足を入れようとしているが、なるべく一人で行うように仕

向け、指指示示、、声声かかけけ、、見見守守りりををししななががらら着着脱脱すするる。。  

≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・自力で行っているが、裏裏返返ししののままままやや背背中中がが出出たたままままのの状状態態がが、、週３回のヘルパ

ー訪訪問問時時ののたたびびにに見見らられれ、、見見守守りりのの指指示示がが必必要要とと判判断断。。 

・自力で着脱はできるが、着着てていいるる衣衣類類はは汚汚れれてておおりり、、１１週週間間以以上上着着替替ええてていいなないい

とと言言うう。。独独居居でであありり、、認認知知症症ももああるるたためめ、、常常時時付付きき添添っっててのの声声かかけけがが必必要要ででああるる。。  

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・行行為為開開始始をを促促すす「「声声かかけけ」」はは評評価価対対象象外外、、行行為為をを行行うう中中でで発発生生すするる「「声声かかけけ」」はは

評評価価対対象象ととななるる。。  
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３ 

≪日頃の状況≫  

・介護者が服を構えれば、袖に手を通すなどの協力動作はある。 

・自分で着るが背中の部分がまくれあがっていることがあり、仕上げは介護者が行

っている。 

・自発的に行わない。介介護護者者がが、、着着ややすすいいよよううにに服服をを持持ちち、、促促ししてていいるる。。 

・後後ろろにに手手がが回回ららずず、、袖周りの手直しが必要で、トイレの後なども毎回、妻妻がが介介助助

ししてていいるる。。  

・片方の袖は、上衣を構えて声とかけると腕を入れられる。ももうう一一方方のの腕腕はは全全てて介介

助助さされれてていいるる。。  

≪実際の介助が不適切な場合≫ 

・独居のため介助されていないが、認知症状が強く、一人で着替えると脱いだ服を

また着てしまう。介護者の声かけが通じないことがあるため、部分的な介助が必要

と判断し、「3.一部介助」を選択する。 

４ 

≪日頃の状況≫ 

・四肢麻痺で寝たきり状態のため、介護者が全介助している。  

・袖を通す際に首や体を揺するようにして動かすことがあるが、着脱全体の介助は、

介護者が行っているため「4.全介助」を選択する。 

・・介護者の意図を理解して体を動かそうとするが思思ううよよううにに動動かかせせなないいたためめ全全介介助助

となっている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・首首やや体体幹幹をを揺揺りり動動かかすすななどどのの行行為為はは、、介介護護者者のの介介助助のの方方法法やや負負担担にに大大ききなな影影響響をを

与与ええてていいなないいたためめ、、そそれれららのの行行為為ががああっっててもも一一連連のの行行為為すすべべててがが介介護護者者にによよっってて行行

わわれれてていいれればば「「44..全全介介助助」」をを選選択択ししまますす。。  

 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 認知症のため着る順番がわからないため、一枚ずつ声かけしながら手渡しているため「3.

一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

○ 認知症のため着る順番がわからないため、一枚ずつ声かけしながら手渡しているため「2.

見守り等」を選択する。 

（（不不適適切切なな理理由由））時時候候ににああっったた衣衣服服のの選選択択、、準準備備、、手手渡渡しし等等、、着着脱脱ままでで

のの行行為為はは含含みみまませせんん。。  
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× 着替えに声かけ・指示が必要だが、うまくできないときは介護者が手伝っているため「3.

一部介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 着替えに声かけ・指示が必要で、うまくできないときは介護者が手伝っているが、手伝う

のは週に２回程度であるため、より頻回な状況から「2.見守り等」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））時時間間帯帯やや体体調調等等にによよっってて介介助助のの方方法法がが異異ななるる場場合合はは、、

一一定定期期間間（（調調査査日日よよりり概概ねね過過去去１１週週間間））のの状状況況ににおおいいてて、、よよりり頻頻回回にに見見

らられれるる状状況況やや日日頃頃のの状状況況でで選選択択ししまますす。。  
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２２－－１１２２  外外出出頻頻度度  【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..９９９９  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..３３８８  

 1.週１回以上 2.月１回以上 3.月１回未満 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・一一定定期期間間（（調調査査日日よよりり概概ねね過過去去１１かか月月））のの状状況況ににおおいいてて、、外外出出頻頻度度をを評評価価ししまますす。。  

・・１１回回概概ねね３３００分分以以上上、、居居住住地地のの敷敷地地外外へへ出出るる頻頻度度でで評評価価ししまますす。。  

・・外外出出のの目目的的やや同同行行者者のの有有無無、、目目的的地地はは問問いいまませせんん。。  

・・過過去去１１ヶヶ月月ののああいいだだにに状状態態がが大大ききくく変変化化ししたた場場合合はは、、変変化化後後のの状状況況ににつついいてて選選択択ししまますす。。  

例例ええばば、、過過去去１１週週間間ににおおいいてて状状態態ががひひどどくく悪悪化化ししたた場場合合等等はは、、過過去去１１週週間間のの状状況況がが１１ヶヶ月月継継

続続ししたた場場合合をを想想定定ししてて頻頻度度をを評評価価ししまますす。。ななおお、、ここののよよううにに状状況況がが急急激激にに変変化化ししたた場場合合等等はは、、

特特記記事事項項にに具具体体的的なな状状況況とと認認定定調調査査員員のの判判断断根根拠拠をを記記載載しし、、介介護護認認定定審審査査会会にに正正確確にに伝伝達達ししまま

すす。。  

・・①①徘徘徊徊やや救救急急搬搬送送、、②②同同一一施施設設・・建建物物内内ににああるる、、デデイイササーービビススやや診診療療所所等等へへのの移移動動、、③③同同じじ

敷敷地地内内のの移移動動（（中中庭庭ででのの散散歩歩等等））はは外外出出ととはは考考ええまませせんん。。 

１ 

≪日頃の状況≫ 

・目目的的ももななくく、、毎毎日日朝朝８８時時かからら夕夕方方ままでで外外出出ししてていいるる。。独居のため、見守る介護

者はいない。お薬手帳から判断すると、週１回の通院は一人で行う。 

・１０分程度の歩行が限度のため、自力での外出はできないが、週週１１回回デデイイササーービビ

ススをを利利用用ししてていいるる 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・外外出出のの目目的的やや同同行行者者のの有有無無、、目目的的地地等等はは問問いいまませせんん。。 

２ 
≪日頃の状況≫ 

・月月２２回回のの定定期期受受診診ののたためめ外外出出すするるののみみ。。  

３ 

≪日頃の状況≫  

・施施設設内内ののデデイイササーービビスス、、診診療療所所のの利利用用ののみみでで、、他他のの外外出出ななしし。。  

・自宅の庭で３０分以上、花の手入れをすることが週１回あるが、外出することは

ないため、「3.月１回未満」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・同同一一施施設設・・敷敷地地内内ののデデイイササーービビスス、、診診療療所所等等へへのの移移動動はは外外出出ととはは考考ええまませせんん。。 
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適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 近くのスーパーまで週２回は買い物に出かけており「1.週１回以上」を選択する。２週間

前に入院してからは外出できていない。 

 

 

 

 

 

○ 在宅時は近くのスーパーまで週２回は買い物に出かけていたが、２週間前に入院してから

は外出できていないため「3.月１回未満」を選択する。 

× 入所している施設内の診療所に毎月１回通っているため、「2.月１回以上」を選択した。 

 

 

 

 

○ 入所している施設内の診療所に毎月１回通っているが、同一建物内のため、「3.月１回未

満」を選択した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（不適切な理由）過去１か月の間に状態が大きく変化した場合は、変化

した後の状況で選択を行います。例えば過去１週間において状態が悪化

した場合は、その状況が１か月継続した場合を想定して選択します。 

（不適切な理由）同一施設・建物内にある、診療所等への移動は外出と

は考えません。 
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３３－－４４  短短期期記記憶憶  【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１００５５  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..４４５５  

 1.できる 2.できない  

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪確認の状況≫ 

・調査時は、１０分前まではテレビドラマを見ていたと話す。家族の聞き取りでも 

間違いはなかった。日頃物忘れは多くなった。今していたことは覚えているが、明 

日になると記憶が定かでないことが最近月に３、４回は見られるようになった。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ここここででいいうう「「短短期期記記憶憶」」ととはは、、調調査査直直前前ままたたはは当当日日行行っったたこことと（（行行為為））ににつついい

てて、、把把握握ししてていいるるかかどどううかかでですすがが、、時時間間のの幅幅ががああるるここととにに留留意意ししまますす。。質質問問にに対対

すするる返返答答ののみみででのの選選択択はは行行わわずず、、介介護護者者やや家家族族かからら普普段段のの様様子子をを聞聞きき取取りり、、よよりり

頻頻回回にに見見らられれるる状状況況かからら選選択択すするるののでで、、「「直直前前ににテテレレビビドドララママをを見見てていいたたこことと」」がが

答答ええらられれ、、正正ししいい回回答答ででああるるこことともも確確認認ででききたたたためめ、、選選択択はは「「11..ででききるる」」ととななりり

まますす。。  

・・質質問問内内容容にに決決ままっったたももののははあありりまませせんんがが、、「「何何ををししてていいたたののかか」」ががわわかかれればばよよ

くく、、「「どどんんなな内内容容ででああっったたかか」」をを聞聞いいてて正正誤誤でで判判断断すするるももののででははあありりまませせんん。。たただだ

しし、、実実際際ににはは覚覚ええてていいななくくててもも取取りり繕繕っってて答答ええてていいるる場場合合ももああるるののでで注注意意がが必必要要

ににななりりまますす。。<<不不適適切切なな例例：：食食事事のの内内容容をを覚覚ええてていいまますすかか、、観観てていいたたテテレレビビのの内内容容

ははどどののよよううななももののででししたたかか>>  

・・「「短短期期記記憶憶」」とと「「４４－－１１２２ひひどどいい物物忘忘れれ」」のの相相関関ははあありりまますすがが、、定定義義がが異異ななるる点点

にに留留意意がが必必要要でですす。。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・調査直前は「ずっとここに座っていた」と答えたが、立会人がなく具体的な状況

を確認できなかったので「３つの物（３品）」テストを行う。「ボールペン」、「腕時

計」、「視力確認表」を見せて復唱させ、５分以上たってから「腕時計」と「視力確

認表」を出して無くなった物を尋ねたが答えられなかったため、「2.できない」を選

択したが、日頃の状況は不明である。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・立立会会人人ががいいなないい、、ああるるいいはは回回答答がが曖曖昧昧でで正正誤誤のの確確認認ががででききなないい場場合合ににはは「「ペペンン」」、、

「「時時計計」」、、「「視視力力確確認認表表（（手手のの指指をを立立ててたた絵絵がが描描かかれれたた紙紙））」」のの３３つつのの物物（（３３品品））をを使使

用用ししたたテテスストトでで評評価価ししまますす。。最最初初かからら「「３３つつのの物物テテスストト」」はは行行いいまませせんん。。ままたた、、直直

前前のの行行動動のの正正誤誤確確認認ががででききたた場場合合もも「「３３つつのの物物テテスストト」」をを行行うう必必要要ははあありりまませせんん。。 
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適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

×ケアマネからは「今言ったことをすぐ忘れることが目立ってきていて、同じ話を繰り返す。」

と聞き、家族からも「言ったことを忘れていることが毎回ではないがよくある。」と聞いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ケアマネからは「今言ったことをすぐ忘れることが訪問の都度、週に１回はあり、同じ話を

繰り返す。」と聞き、家族からも「発言内容だけでなく、自分で発言したこと自体を忘れている

ことが多くなり、食事をしたことなども直後に忘れて、食べてないと毎日催促している。」と聞

く。「2.できない」をする。 

×調査直前は寝ていたと答えた内容は合致していたが、日中もほとんどベッド上で臥床してい

るため食事をしたかどうか尋ねたところ、朝は食べなかったが昼は先ほど長女と食べたと答え

た。長女に聞くと 20 分ほど前に一緒に昼食を食べたばかりだが、最近は食事をしたことや入浴

したことを直後に忘れていることが目立ってきて催促されることがよくあるとのこと。 

 

 

 

 

 

○調査直前は寝ていたと答えた内容は合致していたが、日中もほとんどベッド上で臥床してい

るため食事をしたかどうか尋ねたところ、朝は食べなかったが昼は先ほど長女と食べたと答え

た。長女に聞くと 20 分ほど前に一緒に昼食を食べたばかりで、今日は緊張していてよく覚えて

いたが、最近は食事をしたことや入浴したことを直後に忘れていることが週４～５回あり、毎

回催促されるのでその都度説明しているとのこと。日頃の頻回な状況から「2.できない」を選

択する。 

 
 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））「「目目立立っっててききてていいるる」」はは日日頃頃のの頻頻度度をを表表すす表表現現ととししてて不不

適適切切でですす。。ままたた「「よよくくああるる」」とといいうう表表現現もも曖曖昧昧でですす。。どどののくくららいいのの頻頻度度

ななののかか具具体体的的なな記記載載がが必必要要でですす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））「「短短期期記記憶憶」」ととはは調調査査直直前前、、ままたたはは当当日日にに行行っったたこことと((行行

為為))ににつついいてて把把握握ししてていいるるかかどどううかかななののでで、、「「言言っったたここととをを忘忘れれるる」」とといい

ううだだけけでではは自自分分でで話話ししたた内内容容をを忘忘れれるるののかか、、話話ししををししたたこことと自自体体をを忘忘れれ

るるののかか不不明明でですす。。直直前前にに話話ししををししたたこことと自自体体をを忘忘れれてていいるるここととをを「「目目立立

っっててききてていいるる」」ままたたはは「「よよくくああるる」」とといいうう曖曖昧昧なな表表現現ででははななくく、、具具体体的的

なな頻頻度度((例例ええばば、、週週にに４４～～５５回回等等))をを含含めめてて記記載載すするるここととがが必必要要でですす。。  

－ 81 －



- 82 - 
 

３３－－８８  徘徘徊徊  【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１１１００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..５５００  

 1.ない 2.ときどきある 3.ある 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況（介護者等からの聞き取り）≫ 

・過過去去１１かか月月間間ににははなないいののでで「「なないい」」をを選選択択すするるが、２か月前に家族が訪ねて来

たときは、帰った後に車いすを自操してフロア内を動き回る行動があった。職員が

声をかけるなど対応していた。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・過過去去１１かか月月間間にに１１度度もも現現れれたたここととががなないい場場合合やや、、ほほととんんどど月月１１回回以以上上のの頻頻度度でで

はは現現れれなないい場場合合はは「「なないい」」をを選選択択ししまますす。。「「～～にに行行くく」」とと言言ううななどど、、目目的的ををももっってて

歩歩きき回回るる場場合合はは徘徘徊徊にに該該当当ししまませせんん。。 

２ 

≪日頃の状況（介護者等からの聞き取り）≫ 

・入院前の１年間で３回徘徊があり、警察に保護された。入院以降にも月月にに２２、、３３

回回、、目目的的ももななくく室室内内でで歩歩きき回回っってていいるるここととががあありり、、看護師が見守りを行っている。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・少少ななくくとともも１１かか月月間間にに１１回回以以上上、、１１週週間間にに１１回回未未満満のの頻頻度度でで現現れれるる場場合合にに選選択択しし

まますす。。  

・・特特記記事事項項ににはは、、過過去去１１かか月月のの間間にに、、どどののくくららいいのの頻頻度度でで現現れれるるかかとと、、どどうういいうう対対

応応ををししてていいるるののかか、、そそののたためめのの見見守守りりやや付付きき添添いいをを含含むむ介介護護のの手手間間（（頻頻度度、、時時間間））

ににつついいてて記記載載すするるここととがが大大切切でですす。。 

３ 

≪日頃の状況（介護者等からの聞き取り）≫  

・歩行できないが、毎毎日日夜夜中中にに目目的的ももななくくベベッッドドかからら降降りりよよううととししててベベッッドド上上ををはは

いい回回りり端端坐坐位位ににななるるここととをを繰繰りり返返すす。。足元にセンサーマットを置き、見守りをして

いる。 

・昼夜の区別なく、毎毎日日１１～～２２時時間間毎毎にに自自宅宅内内をを目目的的ももななくく歩歩くく。。また、月に３回

程度、下半身を露出したまま玄関先まで出ていこうとするため、常に見守っている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・徘徘徊徊のの発発生生すするる状状況況やや時時間間帯帯、、徘徘徊徊すするる範範囲囲ななどどにによよりり介介護護のの手手間間はは大大ききくく変変化化

すするるたためめ、、徘徘徊徊発発生生時時のの状状況況はは必必ずず特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

・・歩歩きき回回るるだだけけででななくく、、車車いいすすでで動動ききままわわるる、、床床ややベベッッドドのの上上をを這這いい回回るる行行動動をを含含

みみまますす。。  

・・目目的的ももななくく動動きき回回るるここととのの確確認認ととししててはは、、立立会会者者やや家家族族かからら聞聞きき取取りりすするる際際のの例例
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ととししてて「「何何かかをを探探ししてていいるる様様子子ででももななくく、、たただだ何何ととななくく歩歩いいてていいるるよよううななここととははああ

りりまますすかか。。」」「「家家中中（（病病院院内内、、施施設設内内））をを歩歩きき回回っってていいるるとときき、、ごご本本人人ににはは散散歩歩やや何何

かかをを探探ししてていいるるとといいっったた本本人人ななりりのの理理由由ががあありりまますすかか。。そそれれとともも目目的的ななくくたただだ歩歩いい

てていいるるとといいうう感感じじでですすかか」」とといいううよよううにに、、本本人人のの目目的的のの有有無無ににつついいてて聞聞きき取取りりをを行行

いいまますす。。 

 
 
適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 毎日、ベッド上を這い回っているが、ベッドから降りて歩き回ったり、室内を這い回った

りすることはないため「1.ない」を選択する。 

 

 

 

 

○ ベッド上の生活であるが、毎日、ベッド上を目的もなく這い回っているため「3.ある」を

選択する。ベッドから降りてくることはないが転落の危険性があり、介護者である家族は、常

にベッドに気を配っている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不適切な理由）ここでいう徘徊とは、目的もなく動き回る行動のこと

で、ベッドの上で這い回る等も含みます。 
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４４－－５５  同同じじ話話ををすするる  【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１２２００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..５５８８  

 1.ない 2.ときどきある 3.ある 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・家族の話では、昔から同じ話をすることが多かったということであるが、場面や

目的からみて不適当な行動ではないため、「ない」を選択する。 

・昔から同じことを何回も言う癖がある。家族もしつこいと感じることはないとの

こと。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】単単にに同同じじここととをを言言っったたりり訴訴ええたたりりすするるののででははななくく、、同同じじ内内容容のの

話話をを繰繰りり返返しし話話しし続続けけるる、、気気ににななるるここととををししつつここくく話話すす等等のの不不適適当当なな行行動動のの有有無無

をを確確認認ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・月に２、３回、気になることがあると時間をかまわずに家族に電話をし、同じ話

を何度も繰り返す。家族は対応に苦慮している。 

・月に２、３回、他界した夫と暮らしていたときの話を繰り返し話すが、娘は聞き

流しており、負担感はないとのこと。  

 

【【ポポイインントト解解説説】】場場面面やや目目的的をを問問わわずず行行動動がが起起ききてていいるる状状況況をを確確認認しし、、家家族族のの手手間間

やや頻頻度度をを記記載載ししまますす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・毎日、「お金がないので孫に小遣いを上げられないわ。孫が来る前に銀行に行って

お金をおろして来てほしい」等、同じ内容の話をしつこく話している。週に２、３

回、家族は財布を手渡すなどして中身を確認させて対応している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・不不適適当当なな行行動動やや頻頻度度、、対対応応ししてていいるる状状況況をを記記載載ししまますす。。 
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適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 調査中、関係ない話を何回もしていた。日頃も同様との事で、家族は聞き流しており、特

に手間にはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

○ ５分おきに「あなたは誰なのかしら。それにここは何処なの。私はこれからテレビ局に呼

ばれていて忙しいので、あなたの相手をしていられないの。」など、誰に対しても繰り返し話す

ため、職員はその都度対応をしており、かなりの手間となっている（週３、４回）。「3.ある」

を選択する。 

× 「同じ話を繰り返すことがよくある」と立会者から聞き取る。 

 

 

 

 

○ 一日のうちに何度も同じ内容の昔の話を繰り返す。毎日あると立会者から聞き取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））ここのの特特記記でではは、、ししつつここくく同同じじ話話ををししてていいたたののかか、、判判断断

ででききまませせんん。。ここのの項項目目はは行行動動のの有有無無でで判判断断すするるたためめ、、家家族族のの手手間間ににななっっ

てていいるるかかどどううかかででははななくく、、場場面面やや目目的的かからら見見てて不不適適当当なな行行動動のの有有無無でで評評

価価ししまますす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））「「よよくくああるる」」でではは頻頻度度がが分分かかららなないいののでで、、場場面面やや目目的的かか

ららみみてて不不適適切切なな行行動動かかどどううかかははっっききりりししまませせんん。。  
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４４－－１１２２  ひひどどいい物物忘忘れれ  【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１２２７７  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..６６５５  

  1.ない 2.ときどきある 3.ある 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・月１回あるかないかの頻度で、鍵の置き忘れ、メガネの置き忘れ等があるが、ま

だ対応をとるほどには至っておらず、見守っている状態。本人も声を出し確認する

ようになった。 

・眼鏡が見つからない、保険証が見当たらない等物忘れはあるが、自分で探し出す

ことができている。家族等周囲の対応が必要な状況ではない。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・毎毎月月１１回回以以上上のの頻頻度度でではは現現れれてていいなないいののでで、、「「11..なないい」」をを選選択択しし、、特特記記ののみみととなな

りりまますす。。  

・・何何ららかかのの物物忘忘れれがが出出てていいまますすがが、、本本人人もも自自覚覚ししてて注注意意ししてて行行動動ををととっってていいるるここ

ととやや、、周周囲囲のの者者がが対対応応ををととるるほほどどのの状状況況ででははなないいたためめ特特記記ののみみととななりりまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・日常生活で意思伝達は普通と思われるが、家族から調理をしないよう言ってある

にもかかわらず、週３回程度は煮物を作ることがあり、月１回は鍋焦がしがある。

火を使う時は離れないよう指示してもうっかりがあるという。本人も自覚はしてい

るが、タイマーを取り付けるなど、時間で消える用具に取り換えるなどの配慮が必

要となっている。 

・月２回の通院時は近隣在住の親族が付き添っている。前日に確認の電話を入れて

いるのだが、迎えに行くと買い物等で外出してしまい、通院日変更等対応しなけれ

ばならない。予定どおりに通院ができないため、親族は困っている。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・日日頃頃のの様様子子、、対対応応ををととるる必必要要性性、、失失敗敗のの頻頻度度をを明明確確ににすするるここととでで、、審審査査会会にに調調査査

対対象象者者やや家家族族のの状状況況ををよよりりははっっききりりとと伝伝ええるるここととががででききまますす。。 

３ 

≪日頃の状況≫  

・週１回の通院時に、室内の電気消灯・鍵の施錠を忘れて出かけてしまう。家族は

勤務先で出かける前の時間に電話をして確認してから外出するよう伝えている。し

かし、伝えていても忘れて出かけてしまうこともあるため、家族は困っている。 

・財布や眼鏡をしまった場所を忘れて何時間も探し回る行動が毎日あり、探し物の

ために一日の大半を費やし日常生活に支障をきたしているが、家族は何も対応して

いない。頻度から「3.ある」を選択する。 
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【【ポポイインントト解解説説】】  

・・物物忘忘れれのの内内容容、、頻頻度度、、手手間間がが特特記記にに記記載載ががあありり分分かかりりややすすいいでですす。。  

・・ここのの項項目目はは、、周周囲囲のの者者がが何何ららかかのの対対応応ををととららななけけれればばななららなないいよよううなな状状況況（（実実際際

にに対対応応ししてていいるるかかどどううかかはは問問わわなないい））ががああるる、、ああるるいいはは「「物物忘忘れれ」」がが原原因因ととななっってて

何何ららかかのの行行動動がが起起ここっってていいるる場場合合にに頻頻度度にによよりり選選択択ししまますす。。  

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 眼鏡や診察券など必要な時に見つからずよく探して家族を巻き込んでいるが、家族は特に

手間とは思っていない。 

 

 

 

 

 

 

○ 週に３、４回、眼鏡や診察券など必要な時に見つからずよく探して家族を巻き込んでい

る。家族は特に手間とは思っていないと聞き取るが、対応している行動が発生していることか

ら判断した。「3.ある」を選択する。 

 

× 物忘れが目立つようになり、探し物が増えた。約束しても忘れてしまう。 

 

 

 

 

○ 物忘れが目立つようになり、毎日カギや財布を探しているため、娘が一緒に探している。

約束も忘れてしまうので、毎日直前に声かけしている。「3.ある」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））頻頻度度がが不不明明でですす。。対対応応すすべべきき物物忘忘れれのの行行動動がが出出てていいるる

かか、、ままたたはは物物忘忘れれにに対対ししてて対対応応ををととっってていいるるかかににつついいてて、、頻頻度度ととととももにに

記記載載がが必必要要でですす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））発発生生頻頻度度ががあありりまませせんん。。ままたた、、何何ららかかのの対対応応をを取取ららなな

けけれればばななららなないい状状況況ななののかかもも読読みみ取取れれまませせんん。。  
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４４－－１１４４  自自分分勝勝手手にに行行動動すするる【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト PP..112299  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..6688  

 1.ない 2.ときどきある 3.ある          

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・家族に行き先を告げずに外出してしまうことがあるが、自己中心的なのは昔から

の性格であり、場面や目的から不適当な行動ではないため「1.ない」を選択する。 

・昔からめんどくさがりな性格であり、毎日着替えをせずに同じものを着続けてい

る。「1.ない」を選択する。 

・施設職員が他者介助中も、自分を優先にと訴える。自分の都合に合わせて職員を

動かそうとする。職員の都合にかまわず毎日要求をするため、職員に精神的負担が

ある。介護の手間はあるが、「場面や目的からみて不適当な行動」ではないため、

「1.ない」と選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・ももととももととのの性性格格がが「「身身勝勝手手」」「「自自己己中中心心的的」」等等のの場場合合ははああててははままららずず、、場場面面やや目目的的

かからら見見てて不不適適当当なな行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確認認ししまますす。。  

・・介介護護のの手手間間ははああるるがが、、「「場場面面やや目目的的かかららみみてて不不適適当当なな行行動動」」ででははなないいたためめ、、「「11..なな

いい」」をを選選択択ししまますす。。 

≪日頃の状況≫ 

・施設入所中だが、自室が分からなくなり、他人の部屋に入り込むことが毎週３～

４回ある。職員が見つけて注意すると素直に応じ、職員に連れられて自室に戻るが、

他人のベッドに勝手にもぐり込んでしまうこともあるので、職員は他の入居者とト

ラブルにならないか心配している。職員の指示に素直に従うので、「1.ない」を選択

する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・間間違違ええてて他他人人のの居居室室にに入入っったたりり、、他他人人のの食食事事をを食食べべててししままっったたりりししててもも介介護護者者がが

たたししななめめれればばすすぐぐにに収収ままるるよよううなな「「強強いい意意志志をを伴伴わわなないい行行動動」」はは該該当当ししなないい。。 

２ 

≪日頃の状況≫ 

・食事中にウロウロして食堂を動き回ることが月２～３回あるので、スタッフが席

につくように説得する対応をしているが、説得を受け入れずにしばらく動き回って

いる。「2.ときどきある」を選択する。 

・月２～３回、尿失禁した紙パンツをタンスに隠すことがあるため、その都度、家

族は本人に注意しているが、話を聞かずにタンスに押し込んでしまう。「2.ときどき

ある」を選択する。 
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【【ポポイインントト解解説説】】  

・・周周囲囲のの者者ががななだだめめたたりり止止めめたたりりししててもも言言ううここととをを聞聞かかずずにに、、場場面面やや目目的的かからら見見てて

不不適適当当なな行行動動をを続続けけよよううととすするるかかどどううかかをを評評価価ししまますす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・通院やデイサービスで介護者と外出するが、気が向かない時は道路に座り込んで

しまう。介護者が説得して立ち上がらせようとすると、寝転んで手足をバタバタさ

せて大声でダダをこねることが毎週２～３回ある。介護者は本人の状態が落ち着く

まで待っている。頻度から「3.ある」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・介介護護者者のの説説得得をを聞聞かかずず不不適適切切なな行行動動をを強強くく押押しし通通ししてていいるるたためめ該該当当すするる。。頻頻度度もも

「「毎毎週週２２～～３３回回」」とと具具体体的的にに記記載載ししまますす。。 

 

 

適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 以前、家族が注意しても夜中に散歩に行くと言って出ていこうとしたことがあった。 

 

 

 

 

○ ２ヶ月前は、家族が説得しても夜中に散歩に行くと言って玄関先で 30分くらい押し問答し

ていたが、この１ヶ月は気力も体力も低下してそのような行動はなくなった。「1．ない」を選

択する。 

× 家族に相談することなく、庭木を切ってしまうことが、ここ１ヶ月で１回あった。 

 

 

 

 

 

○ 特にこれといった理由はなく、家族に相談することなく、剪定してある庭木を勝手に切っ

てしまうことが、ここ１ヶ月で２回程度あった。家族はその都度注意しているが、聞き入れず

１ヶ月に２回程度、家族が止めるのも聞かず勝手に庭木を切ってしまうため、「2.ときどきあ

る」を選択する。 

 

 
 

（不適切な理由）「以前」とはいつの状況なのかがわかりません。一定期間内

(概ね 1ヵ月)の状況で判断します。 

（不適切な理由）こだわりがあって(性格的に)庭木を切っている場合は該当し

ません。周囲の者がなだめたり止めたりしても言うことを聞かずに、場面や

目的から見て不適当な行動を続けようとするかどうかを評価します。 
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４４－－１１５５  話話ががままととままららなないい【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１３３００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..６６９９  

 1.ない 2.ときどきある 3.ある          

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・寝たきり状態で意思疎通は困難であり、問いかけに対して全く返答がなく、最初

から会話が成立しない。 

・失語症があり言葉が出てこないため、会話が途切れてしまうことがある。「1.な

い」を選択する。 

・話が冗長でわかりにくく、何を言いたいのかわかんらないことがあるが、もとも

と話し下手だったと家族より聞き取る。「1.ない」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】意意識識障障害害等等ででそそももそそもも返返答答ががなないいよよううなな最最初初かからら話話がが成成立立ししなないい

場場合合やや、、失失語語症症でで会会話話にに支支障障ががああるる場場合合はは該該当当ししまませせんん。。ままたた、、会会話話がが得得意意ででなないい

((話話しし下下手手))等等ででははななくく、、明明ららかかにに周周囲囲のの状状況況にに合合致致ししなないい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確

認認ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・調査中、聞いたことと違う話をすることが多くあった。月に２、３回程度、話の

話題が次々と変わってしまい全く関係ない話が続くことがある。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】話話のの内内容容にに一一貫貫性性ががなないい、、話話題題をを次次々々とと変変ええるる等等会会話話がが成成立立ししなな

いい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確認認ししまますす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・調査時も話が次々変わり、会話にならない事があった。都度、長女が話を元に戻

していた。日頃から会話がそれ、全く別の事を言い出すことがある。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】当当日日ののみみででははななくく、、家家族族かかららのの聞聞きき取取りりととすするるここととでで日日頃頃のの状状況況

をを把把握握ししてて選選択択ををししまますす。。 

 

適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話を続けることがしょっちゅうある。 

 

 

 

 

○ 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話をし続けることが週１回程度あるが、聞き

取れれば妥当な会話ができる。「1.ない」を選択。 

 

（不適切な理由）「難聴」で聞き取れないことが原因なのか、質問を聞き

取れれば、妥当な会話ができるのかどうかがわかりません。また、発生

頻度が不明です。 
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４４－－１１５５  話話ががままととままららなないい【【評評価価軸軸：：有有無無】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１３３００  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..６６９９  

 1.ない 2.ときどきある 3.ある          

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・寝たきり状態で意思疎通は困難であり、問いかけに対して全く返答がなく、最初

から会話が成立しない。 

・失語症があり言葉が出てこないため、会話が途切れてしまうことがある。「1.な

い」を選択する。 

・話が冗長でわかりにくく、何を言いたいのかわかんらないことがあるが、もとも

と話し下手だったと家族より聞き取る。「1.ない」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】意意識識障障害害等等ででそそももそそもも返返答答ががなないいよよううなな最最初初かからら話話がが成成立立ししなないい

場場合合やや、、失失語語症症でで会会話話にに支支障障ががああるる場場合合はは該該当当ししまませせんん。。ままたた、、会会話話がが得得意意ででなないい

((話話しし下下手手))等等ででははななくく、、明明ららかかにに周周囲囲のの状状況況にに合合致致ししなないい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確

認認ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・調査中、聞いたことと違う話をすることが多くあった。月に２、３回程度、話の

話題が次々と変わってしまい全く関係ない話が続くことがある。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】話話のの内内容容にに一一貫貫性性ががなないい、、話話題題をを次次々々とと変変ええるる等等会会話話がが成成立立ししなな

いい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確認認ししまますす。。  

３ 

≪日頃の状況≫ 

・調査時も話が次々変わり、会話にならない事があった。都度、長女が話を元に戻

していた。日頃から会話がそれ、全く別の事を言い出すことがある。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】当当日日ののみみででははななくく、、家家族族かかららのの聞聞きき取取りりととすするるここととでで日日頃頃のの状状況況

をを把把握握ししてて選選択択ををししまますす。。 

 

適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話を続けることがしょっちゅうある。 

 

 

 

 

○ 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話をし続けることが週１回程度あるが、聞き

取れれば妥当な会話ができる。「1.ない」を選択。 

 

（不適切な理由）「難聴」で聞き取れないことが原因なのか、質問を聞き

取れれば、妥当な会話ができるのかどうかがわかりません。また、発生

頻度が不明です。 
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４４－－１１５５ 話話ががままととままららなないい【【評評価価軸軸：：有有無無】】 テテキキスストト ＰＰ １１３３００ 問問いいかかけけ編編 ＰＰ ６６９９

ない ときどきある ある

選選択択例例 記記載載例例

１

≪日頃の状況≫

・寝たきり状態で意思疎通は困難であり、問いかけに対して全く返答がなく、最初

から会話が成立しない。

・失語症があり言葉が出てこないため、会話が途切れてしまうことがある。「 な

い」を選択する。

・話が冗長でわかりにくく、何を言いたいのかわからないことがあるが、もともと

話し下手だったと家族より聞き取る。「 ない」を選択する。

【【ポポイインントト解解説説】】意意識識障障害害等等ででそそももそそもも返返答答ががなないいよよううなな最最初初かからら話話がが成成立立ししなないい

場場合合やや、、失失語語症症でで会会話話にに支支障障ががああるる場場合合はは該該当当ししまませせんん。。ままたた、、会会話話がが得得意意ででなないい

話話しし下下手手 等等ででははななくく、、明明ららかかにに周周囲囲のの状状況況にに合合致致ししなないい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確

認認ししまますす。。

２

≪日頃の状況≫

・調査中、聞いたことと違う話をすることが多くあった。月に２、３回程度、話の

話題が次々と変わってしまい全く関係ない話が続くことがある。

【【ポポイインントト解解説説】】話話のの内内容容にに一一貫貫性性ががなないい、、話話題題をを次次々々とと変変ええるる等等会会話話がが成成立立ししなな

いい行行動動ががああるるかかどどううかかをを確確認認ししまますす。。

３

≪日頃の状況≫

・調査時も話が次々変わり、会話にならない事があった。都度、長女が話を元に戻

していた。日頃から会話がそれ、全く別の事を言い出すことがある。

【【ポポイインントト解解説説】】当当日日ののみみででははななくく、、家家族族かかららのの聞聞きき取取りりととすするるここととでで日日頃頃のの状状況況

をを把把握握ししてて選選択択ををししまますす。。

適適切切にに記記入入すするるたためめにに

× 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話を続けることがしょっちゅうある。

○ 難聴があり、質問に対してまったく無関係な話をし続けることが週１回程度あるが、聞き

取れれば妥当な会話ができる。「 ない」を選択。

（不適切な理由）「難聴」で聞き取れないことが原因なのか、質問を聞き

取れれば、妥当な会話ができるのかどうかがわかりません。また、発生

頻度が不明です。
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５５－－１１薬薬のの内内服服  【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１３３２２  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..７７１１  

  1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・家族が購入した薬カレンダーに、薬局で一包化された処方薬を自分でセットして

いる。食後に取り出して服薬している。 

≪「実際の介助の方法」が不適切な場合≫ 

・服薬している内容も認識しており能力もあるが、家族がいつも手元に薬を出して

いる。自分で管理もできることから不適切と判断し「1.介助されていない」を選択

する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】介介助助のの方方法法をを選選択択すするる項項目目でですすがが、、自自立立をを阻阻害害ししてていいるる状状況況とと判判

断断ででききてていいれればばそそのの根根拠拠をを記記載載しし、、適適切切なな介介助助のの方方法法をを選選択択ししまますす。。  

２ 

≪日頃の状況≫ 

・家族が分包し、薬カレンダーにセットした上で、毎日声かけもする。薬カレンダ

ーからは自分で取り出し水も用意して服薬している。残量の確認も家族がしている。 

≪「実際の介助の方法」が不適切な場合≫ 

・本人、家族は「できる。」と言っているが、ベッド脇に薬の袋がたくさんあり古い

薬が残っている。そのため週に 1 回程度、体調不良で寝込んでしまうことがある。

管理ができていないため不適切な状況であり、声かけ等の介助は必要と判断し、「2.

一部介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・実実際際のの介介助助のの方方法法とと介介助助がが必必要要とと判判断断ししたた根根拠拠をを記記載載すするるここととでで手手間間がが見見ええまま

すす。。  

３ 

≪日頃の状況≫  

・飲み込みが困難なため、家族がゼリーに混ぜて処方薬を口の中まで運んでいる。 

・朝と夕方の２回内服。内服薬があることは理解しているが、精神状態が不安定な

ため介助者が内服管理している。毎回、薬と水の準備、薬を口に入れるまで介助を

しており、「3.全介助」を選択する。水は自分で飲む。 

≪「実際の介助の方法」が不適切な場合≫ 

・自分で飲もうとするが、薬を落としてしまうことが毎回あるため介護者が必ず薬

と水を口へ運び飲み込むまで確認する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・薬薬をを口口のの中中へへ運運ぶぶ介介助助がが必必要要かかをを明明確確ににすするるここととでで手手間間がが見見ええまますす。。  
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・・「「33..全全介介助助」」のの定定義義でではは「「薬薬やや水水をを手手元元にに用用意意すするる，，薬薬をを口口にに入入れれるる」」とといいうう一一連連

のの行行為為にに介介助助がが行行わわれれてていいるる場場合合にに「「33..全全介介助助」」をを選選択択すするるここととににななっってていいまますす。。

ここのの一一連連のの行行為為にに加加ええ、、水水をを飲飲むむ行行為為ににもも介介助助がが行行わわれれてていいるる場場合合もも「「33..全全介介助助」」

をを選選択択ししまますす。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 92 －



- 93 - 
 

５５－－３３  日日常常のの意意思思決決定定  【【評評価価軸軸：：能能力力】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１３３７７  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..７７５５  

  1.できる（特別な場合でもできる） 2.特別な場合を除いてできる 

3.日常的に困難  4.できない 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・状状態態のの維維持持・・改改善善可可能能性性ににかかかかるる審審査査判判定定（（要要支支援援２２・・要要介介護護１１のの振振りり分分けけ））のの際際にに、、「「予予防防給給

付付等等のの利利用用のの理理解解がが困困難難かか」」のの判判断断基基準準ととししてて確確認認さされれるる可可能能性性ののああるる項項目目でですす。。  

１ 

≪日頃の状況≫ 

・一人で通院し、医師の説明を聞いて、検査や治療方針など自分で判断し、決定し

ている。 

・介護サービスのケアプランや行いたいリハビリ等、自分で判断し希望を伝える事

ができる。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・入入院院中中のの場場合合はは、、何何かかをを選選択択すするる機機会会がが限限らられれまますすがが、、治治療療方方針針やや退退院院ににつついい

てて等等、、どどここままでで自自身身でで決決めめてていいるるかかをを確確認認ししまますす。。 

２ 

≪日頃の状況≫  

・慣れ親しんだ日常生活のもとでは、見たいテレビ番組や食べたい物、着る服の選

択は出来るが、通院は家族が同行し、医師の説明を聞く。治療方針の合意やケアプ

ランの内容等は、家族の支援を必要とするため、「2.特別な場合を除いてできる」を

選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・毎毎日日のの暮暮ららししににおおけけるる活活動動にに関関ししてて、、意意思思決決定定ででききるる能能力力をを記記載載ししまますす。。 

３ 

≪日頃の状況≫ 

・「はい」「いいえ」で答える簡単な質問にしか意思表示が出来ない。「水が飲みたい」

等決まった内容のみ、意思表示することがあるが、理解や判断能力の低下により日

常生活において、自分で決定することが出来ず、支援を必要とするため、「3.日常的

に困難」を選択する。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・33--11「「意意思思のの伝伝達達」」とと混混同同ししががちちでですすがが、、「「意意思思のの伝伝達達」」はは内内容容のの合合理理性性はは問問わわずず、、

対対象象者者がが思思っったたここととをを伝伝ええるる事事がが出出来来るるかかをを問問いいまますす。。対対ししてて、、55－－33「「日日常常のの意意思思

決決定定」」はは決決定定ししたた意意思思のの妥妥当当性性がが必必要要でですす。。  
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４ 

≪日頃の状況≫ 

・自分で判断出来ないため、排泄や食事にも声かけが必要であり、全て介護者の指

示により着替え等を行う。「はい」「いいえ」の簡単な質問にも答えられず、意思決

定が出来るかどうかわからないため、「4.できない」を選択する。 

・自分では全く判断できないため、介助者の指示どおりに食事や着替えを行ってい

る。 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 日常生活は看護師に促されて生活している。自発的に何かしたいということがないと、聞

き取る。「3.日常的に困難」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 日常生活は看護師から言われないと、トイレに行かなかったり、着替えや整容も声かけを

しないと自ら行わないが、食事に関することは朝食時には「朝はパンが食べたい。」と言うな

ど、妥当な意思決定をすることがある。「3.日常的に困難」を選択する。 

× 食べるものや着る服の選択等、日常の意思決定は自分でできるが、通院時は家族が付き添

っている。「2.特別な場合を除いてできる」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 食べるものや着る服の選択等、日常の意思決定は自分でできる。治療方針の理解が難しい

ため、通院時に家族が付き添って話を聞き、家族が方針を決定している。「2.特別な場合を除

いてできる」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））日日常常生生活活でで意意思思決決定定にに係係るる声声かかけけやや指指示示ににつついいてて聞聞きき

取取りり、、選選択択肢肢のの根根拠拠をを記記載載ししまますす。。  

（（不不適適切切なな理理由由））日日常常のの意意思思決決定定のの能能力力をを評評価価すするる項項目目でですす。。ここのの場場合合、、

「「特特別別なな場場合合をを除除いいててででききるる」」をを選選択択ししたた理理由由がが不不明明瞭瞭ななののでで、、家家族族のの

付付きき添添いいがが行行わわれれてていいるる理理由由のの記記載載がが必必要要ににななりりまますす。。  
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５５－－５５  買買いい物物  【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１４４１１  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..７７９９  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・買買いい物物やや調調理理はは、、認認知知症症でではは早早期期かからら障障害害がが出出ててくくるるここととがが知知らられれてていいまますす。。行行動動障障害害ががどど

ここままでで出出てていいるるかか分分かかるるよよううにに記記載載すするるとと、、調調査査対対象象者者のの状状況況がが分分かかりりややすすくくななりりまますす。。 

１ 

≪日頃の状況≫ 

・ほぼ毎日、近所のスーパーに行き、食材を買っている。重い物などは、息子が訪

問した時に依頼して買ってきてもらう。 

・自ら宅配サービスやインターネットで注文し、支払い等介助なく行える。 

・夫と買い物に行く（週３回）。購入品の荷物運びは夫が行うが、買い物の一連行

為は自身で出来ていることから「介助されていない」を選択する。 

・サービス付き高齢者住宅に入居している。夕食は施設から提供されるが、朝・昼

は自分で簡単に作る。毎日近くの店舗に買い物へ出て、食材や日用品を購入してい

る 

２ 

≪日頃の状況≫  

・週 1 回、ヘルパーと一緒に買い物に行く。同じ物ばかり買おうとし、必要な品物

を買い忘れるため、見守りが行われている。 

・同じ食材を大量に買ってきてしまうことが度々あり、腐らせてしまうと家族から

聞き取り、買い物の時は声かけが必要と判断し、適切な介助の方法で「見守り等」

を選択する。 

・認知症があるため、家族と一緒に買い物へ行く。商品選びやレジでの支払いは家

族が声掛け・確認を行っている。（週２回） 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・買買いい物物がが不不適適切切ででああるるかか、、適適切切なな介介助助がが提提供供さされれてていいるるかかもも確確認認しし、、記記載載ししまますす。。 

３ 

≪日頃の状況≫ 

・家族と一緒に買い物に行き、品物を選ぶことは出来るが、陳列棚から商品を取る

行為に介助が行われている。支払いは家族の見守りのもと本人が行う。 

・ヘルパーと一緒に買い物へ行く。腰が痛いので棚から商品を取るのはヘルパーが

介助している。（週２回） 

・本人が必要なものをヘルパーに伝え、現金を渡して購入してもらっている。購入

後に釣り銭の確認をしている。（週２回） 
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≪実際の介助の方法が不適切な場合≫ 

・本人は「買い物はできる」と言っているが、認知症のため支払いが適切にできず、

家族が店より連絡をもらい、支払っている。支払いの介助が必要と判断し、「3.一部

介助」を選択する。 

  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・独独居居やや日日中中独独居居にによよりり、、適適切切なな介介助助がが提提供供さされれてていいなないい場場合合はは、、適適切切なな「「介介助助のの

方方法法」」をを選選択択しし、、記記載載ししまますす。。 

４ 

≪日頃の状況≫ 

・買い物は全て家族が行っている。月に１、２回、家族とスーパーに買い物に行く

際は、自分の好きなものを買ってくる。頻度より全介助を選択する。 

・主に妻が行い、一緒に行く時（週１回程度）は自分が欲しい物のみを選んでいる。 

・自分では動けないため、家族に必要な物を指示して、買ってきてもらう。（週 1回） 

日々の食材は病院で一括購入している。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・食食材材はは病病院院側側でで一一括括購購入入ししてておおりり、、日日用用品品はは家家族族がが購購入入ししてていいるる場場合合はは、、そそのの状状

況況をを確確認認ししまますす。。ここのの場場合合、、食食材材購購入入のの方方ががよよりり頻頻回回ななたためめ、、「「44..全全介介助助」」ととななりりまま

すすがが、、日日用用品品のの購購入入状状況況はは特特記記事事項項にに記記載載ししまますす。。  

 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 近くのコンビニに自分で行く事もあるが、ほとんど家族が行っている。「4.全介助」を選択

する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 近所のコンビニで、週に１、２回は自分でパン等を買う。家族に欲しい物を頼むこともあ

るが、日常の食材や日用品は家族が選び購入し、支払いも家族が行っている。頻度から、「4.全

介助」を選択する。 

（（不不適適切切なな理理由由））日日常常生生活活にに必必要要不不可可欠欠なな食食材材、、消消耗耗品品等等のの日日用用品品のの買買

いい物物をを、、誰誰がが一一番番頻頻回回にに行行っってていいるるかかのの記記載載がが必必要要でですす。。  
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× 嗜好品（たばこ）は自分でコンビニまで買いに行っている。食品や日用品は家族が見繕っ

て買って来ているが、足りなくなると自分で買いに行くことがある。「3.一部介助」を選択す

る。 

 

 

 

 

 

 

○ 食品や日用品は週２回家族が見繕って買って来ているが、足りなくなると自分で買いに行

くことがある（月 1回程度）。より頻回な状況から「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））買買いい物物のの能能力力ででははななくく、、介介助助のの方方法法をを問問うう項項目目でですす。。

「「一一部部介介助助」」はは買買いい物物のの行行為為のの一一部部にに介介助助をを要要すするる場場合合のの選選択択肢肢でですす。。

よよりり頻頻回回なな状状況況にに基基づづいいてて項項目目をを選選択択すするるたためめ、、そそれれぞぞれれのの状状況況ににつついい

てて頻頻度度をを聞聞きき取取りり、、記記載載がが必必要要でですす。。ままたた、、ここここででいいうう日日用用品品ににはは、、嗜嗜

好好品品はは含含ままれれまませせんん。。  
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５５－－６６  簡簡単単なな調調理理【【評評価価軸軸：：介介助助のの方方法法】】  テテキキスストト  ＰＰ..１１４４４４  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..８８１１  

  1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 

 

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・一一定定期期間間（（調調査査日日よよりり概概ねね過過去去１１週週間間））のの状状況況ににおおいいててよよりり頻頻回回にに見見らられれるる状状況況やや日日頃頃のの状状況況

でで選選択択ししまますす。。  

・・簡簡単単なな調調理理ととはは「「炊炊飯飯」」、、「「弁弁当当、、惣惣菜菜、、レレトトルルトト食食品品、、冷冷凍凍食食品品のの加加熱熱」」、、「「即即席席めめんんのの調調理理」」

にに限限定定さされれてていいまますす。。ここのの「「簡簡単単なな調調理理」」がが調調査査日日よよりり概概ねね過過去去１１週週間間ででどどれれがが一一番番多多くく介介助助ささ

れれてていいるるののかかをを記記載載すするるとと調調査査対対象象者者のの状状況況やや選選択択ししたた根根拠拠がが分分かかりりややすすくくななりりまますす。。  

・・買買いい物物やや調調理理はは、、認認知知症症でではは早早期期かからら障障害害がが出出ててくくるるここととがが知知らられれてていいまますす。。行行動動障障害害ががどどここ

ままでで出出てていいるるかか分分かかるるよよううにに記記載載すするるとと、、調調査査対対象象者者のの状状況況がが分分かかりりややすすくくななりりまますす。。 

１ 

≪日頃の状況≫ 

・週５回の配食サービスを利用しているが、弁当を電子レンジで温めて食べてい

る。配食サービスのない日は炊飯し、おかずを買ってきて電子レンジで温めて食べ

ている。 

・毎日朝はパン、昼は即席麺、夕はコンビニ弁当を自分で電子レンジで温めてい

る。炊飯は面倒になり行っていない。 

・経管栄養を行っており、栄養剤の温めは行われていない。 

・食事は常温のゼリーのみで、簡単な調理は発生していない。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・経経管管栄栄養養ででのの常常温温のの流流動動食食やや点点滴滴ののみみでで栄栄養養供供給給さされれてていいるる場場合合はは、、「「簡簡単単なな調調

理理」」にに対対すするる介介助助がが行行わわれれてていいなないいたためめ、、「「11..介介助助さされれてていいなないい」」をを選選択択ししまますす。。 

２ 

≪日頃の状況≫  

・調理の手順が分からなくなっているが、声かけで炊飯、レトルト食品の調理、温

め、即席めんを作っている。 

３ 

≪日頃の状況≫ 

・朝食はパン等を食べ、昼・夕食は自分でレンジの操作を行う。レンジへの食べ物

の出し入れが重くて出来ないため、夫に行ってもらっている。 
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４ 

≪日頃の状況≫ 

・家族が不在の昼食のみ、配食弁当を電子レンジで温めることがあるが、朝夕食は

家族が炊飯を含め調理している。頻度により「4.全介助」を選択する。 

・調理は温めなおしも含めて家族が行っており、本人は何も行っていない。 

・（施設入所中の場合）食事は三食施設から提供されている。 

≪実際の介助の方法が不適切な場合≫ 

・配食サービスを利用している。配食サービスのない日は弁当を買ってきてもらい

食べている。本当は温めたいが、電子レンジの使い方が分からず冷たいまま食べて

いる。不適切な状況にあると判断し、「4.全介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・食食事事時時にに介介護護者者がが不不在在ででああるるここととかからら、、介介助助はは行行わわれれてていいなないいがが、、すすべべててにに介介助助

がが行行わわれれるるここととがが適適切切とと考考ええ、、不不適適切切なな状状況況をを記記載載ししまますす。。 

４ 

≪要注意≫ 

・経管栄養で、流動食の温めを毎回施設職員が行っている。「4.全介助」を選択する。 

 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・流流動動食食のの温温めめ等等をを行行っってていいるる場場合合はは、、「「レレトトルルトト食食品品のの加加熱熱」」にに該該当当すするるととししてて、、

「「44..全全介介助助」」をを選選択択ししまますす。。 

 

 

適適切切にに記記載載すするるたためめにに  

× 炊飯を含め、普段の調理は妻が行う。「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 炊飯を含め、普段の調理は妻が行う。月に２、３回程度の家族不在時のみ、妻の依頼で冷

凍食品やレトルト食品の加熱を行う。妻が行うことが多いため、頻度から「4.全介助」を

選択する。 

（（不不適適切切なな理理由由））  

簡簡単単なな調調理理のの定定義義はは  

①①炊炊飯飯  

②②弁弁当当、、惣惣菜菜、、レレトトルルトト食食品品、、冷冷凍凍食食品品のの加加熱熱  

③③即即席席めめんんのの調調理理  

のの３３種種類類でですす。。過過去去一一週週間間のの状状況況ににおおいいてて、、よよりり頻頻回回なな状状況況やや日日頃頃のの状状

況況でで選選択択しし、、根根拠拠をを具具体体的的にに記記載載ししまますす。。  
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× 家族が毎回調理を行っている。お茶は自分で沸かす。家族不在時に、準備された食事をレ

ンジで温めなおすことは可能。「1.介助されていない」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 家族が毎日昼食と夕食の調理を行っている。家族不在時に、準備された食事をレンジで温

めなおすことが週２回程度ある。より頻回な状況から「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊調査の際の営業活動の禁止＊  
 
認定調査実施時に次の行為を行うと、指定基準に違反し、指定が取り消される場

合があります。ご注意ください。 

 

①居宅サービス計画作成の予約を行うこと。 

②居宅サービス利用の予約を行うこと。 

 ③特定の指定居宅介護支援事業所広告を行うこと。 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））調調理理をを行行うう能能力力ででははななくく、、介介助助のの方方法法をを問問うう項項目目でですす。。

よよりり頻頻回回なな状状況況にに基基づづいいてて項項目目をを選選択択すするるたためめ、、そそれれぞぞれれのの状状況況ににつついい

てて頻頻度度をを聞聞きき取取りり、、記記載載すするるここととがが必必要要ににななりりまますす。。ままたた、、おお茶茶等等のの準準

備備はは含含ままれれまませせんん。。  
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× 家族が毎回調理を行っている。お茶は自分で沸かす。家族不在時に、準備された食事をレ

ンジで温めなおすことは可能。「1.介助されていない」を選択する。 

 

 

 

 

 

○ 家族が毎日昼食と夕食の調理を行っている。家族不在時に、準備された食事をレンジで温

めなおすことが週２回程度ある。より頻回な状況から「4.全介助」を選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊調査の際の営業活動の禁止＊  
 
認定調査実施時に次の行為を行うと、指定基準に違反し、指定が取り消される場

合があります。ご注意ください。 

 

①居宅サービス計画作成の予約を行うこと。 

②居宅サービス利用の予約を行うこと。 

 ③特定の指定居宅介護支援事業所広告を行うこと。 

 

 

（（不不適適切切なな理理由由））調調理理をを行行うう能能力力ででははななくく、、介介助助のの方方法法をを問問うう項項目目でですす。。

よよりり頻頻回回なな状状況況にに基基づづいいてて項項目目をを選選択択すするるたためめ、、そそれれぞぞれれのの状状況況ににつついい

てて頻頻度度をを聞聞きき取取りり、、記記載載すするるここととがが必必要要ににななりりまますす。。ままたた、、おお茶茶等等のの準準

備備はは含含ままれれまませせんん。。  
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そそのの他他（（６６））    特特別別なな医医療療（（過過去去 1144日日間間にに

ううけけたた特特別別なな医医療療））【【評評価価軸軸：：有有無無】】  

テテキキスストト  ＰＰ..１１４４６６  問問いいかかけけ編編  ＰＰ..８８３３  

 ある（該当する）   ない（該当しない） 

処置内容    1.点滴の管理  2.中心静脈栄養  3.透析  4.ストーマ（人工肛門）の処置 

5.酸素療法  6.レスピレーター(人工呼吸器)  7.気管切開の処置 

8.疼痛の看護  9.経管栄養 

特別な対応     10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)  11.じょくそうの処置 

12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等) 

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・６６群群（（特特別別なな医医療療））はは「「過過去去１１４４日日間間ににううけけたた特特別別なな医医療療のの有有無無」」をを評評価価すするる項項目目でですす。。  

・・ここここででいいうう「「特特別別なな医医療療」」ととはは、、医医師師ままたたはは医医師師のの指指示示にに基基づづきき看看護護師師等等にによよっってて実実施施さされれ

るる医医療療行行為為にに限限定定さされれてていいまますす。。医医療療行行為為はは１１４４日日以以内内にに限限りりまますすがが、、医医師師のの指指示示がが１１４４日日以以

内内にに行行わわれれてていいるるかかはは問問いいまませせんん。。  

・・家家族族、、介介護護職職種種がが行行うう行行為為はは含含みみまませせんんがが、、「「66--77..気気管管切切開開のの処処置置（（開開口口部部かかららのの喀喀痰痰吸吸引引

（（期期間間カカニニュューーレレ内内部部））））」」とと「「66--99..経経管管栄栄養養」」でではは必必要要なな研研修修をを修修了了ししたた介介護護職職種種がが医医師師のの指指

示示のの下下でで行行うう行行為為をを含含みみまますす。。  

・・継継続続ししてて実実施施さされれるる行行為為ののみみをを対対象象ととしし、、急急性性疾疾患患でで一一時時的的にに実実施施すするる行行為為はは含含みみまませせんん。。  

・・「「実実施施頻頻度度／／継継続続性性」」、、「「実実施施者者」」、、「「当当該該医医療療行行為為をを必必要要ととすするる理理由由」」ににつついいてて特特記記事事項項にに記記載載

すするるとと定定義義にに即即ししてて実実施施さされれてていいるるここととがが分分かかりりややすすくくななりりまますす。。  

・・特特別別なな医医療療でではは、、誤誤っったた選選択択はは「「要要介介護護認認定定等等基基準準時時間間」」にに大大ききなな影影響響をを与与ええまますす。。  

＊＊特特別別なな医医療療はは加加算算方方式式ののたためめ、、「「選選択択」」ををすするるだだけけでで一一次次判判定定のの要要介介護護度度がが大大幅幅にに変変化化すするる    

ここととががあありりまますす。。  

＊＊判判断断にに迷迷ううももののはは、、介介護護認認定定審審査査会会のの「「一一次次判判定定のの修修正正・・確確定定」」のの手手順順ににおおいいてて判判断断さされれ  

まますす。。 

 

 

66--11..点点滴滴のの管管理理  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・点点滴滴のの針針がが留留置置さされれてていいてて、、現現在在ののととこころろ点点滴滴はは行行わわれれてていいなないいがが、、必必要要にに応応じじてて点点滴滴がが開開

始始ででききるる体体制制ががああれればば該該当当ししまますす。。  

・・「「66--88..疼疼痛痛のの看看護護」」ののたためめにに点点滴滴がが用用いいらられれ、、本本項項目目のの定定義義にに従従っってて管管理理さされれてていいるる場場合合はは、、

いいずずれれもも該該当当ししまますす。。 
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ある 
・胃を全摘しているため、経口による食事摂取では栄養不足となるので、医師の指

示により継続的に２日に１度、訪問看護師が栄養剤の点滴をしている。 

ない 
・急性疾患で入院し、点滴治療を実施していたが、病状が回復したため点滴は継続

していない。  

 

 

適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 入院中に状態が悪化し、調査３日前から点滴を行っているため「ある」を選択する。 

 

 

 

 

○ 入院中に状態が悪化し、調査３日前から点滴を行っているが、急性疾患から現在回復傾向

にあり、点滴は終了する見込みであるため特記のみとする。 

 
 

66--22..中中心心静静脈脈栄栄養養  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・実実際際にに栄栄養養分分のの供供給給ががさされれてていいななくくててもも、、必必要要にに応応じじてて中中心心静静脈脈栄栄養養がが供供給給ででききるる体体制制ににああ

るる場場合合はは含含みみまますす。。  

・・経経口口摂摂取取がが一一部部可可能能ででああっっててもも、、中中心心静静脈脈栄栄養養がが行行わわれれてていいるる場場合合はは含含みみまますす。。 

ある ・中心静脈栄養の供給を週３回訪問看護師が実施している。 

ない ・病状が回復し経口摂取可能となったため、中心静脈栄養は終了した。  

 
適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 経口からの食事が開始されたため、現在中心静脈からは補液剤のみが注入されているため「な

い」を選択する。 

 

 

 

 

○ 経口からの食事が開始されたため、現在中心静脈からは補液剤のみが注入されている。食事量

が増えない場合は、中心静脈栄養を再開する体制にあるため「ある」を選択する。 

（不適切な理由）調査時に行っていても、急性期の治療の場合は該当に

なりません。今後の見込みについても確認してください。 

（不適切な理由）現在栄養分が注入されていない場合であっても、必要

に応じて中心静脈栄養が開始できる状態であれば該当するため、再開予

定についても確認してください。 
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66--33..透透析析  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・透透析析のの方方法法やや種種類類はは問問いいまませせんん。。 

ある 

・週３回病院の送迎により通院し、人工透析を受けている。 

・訪問看護師の処置により週２回腹膜透析を行っている。 

・慢性腎不全のため３年前から週１回血液透析を受けている。 

ない 
・急性腎不全のため入院先で人工透析を 1 週間のみ行った。現在は内服治療で対応

している。継続性はないため、特記のみ。  

 
 

66--44..スストトーーママ（（人人工工肛肛門門））のの処処置置  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・人人工工肛肛門門がが造造設設さされれてていいるる方方にに対対ししてて、、ババッッググのの取取りり替替ええ、、消消毒毒等等のの処処置置がが行行わわれれてていいるるかか

どどううかかをを評評価価ししまますす。。 

ある 
・人工肛門が造設されており、バッグの取り替え、皮膚の消毒等の処置を訪問看護

師が行っている。 

ない ・人工肛門を造設したがストーマ袋の交換・消毒等は自身で行っている。  

 
 

66--55..酸酸素素療療法法  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・呼呼吸吸器器、、循循環環器器疾疾患患等等にによよりり、、酸酸素素療療法法がが行行わわれれてていいるるかかをを評評価価ししまますす。。  

・・施施設設やや自自宅宅等等、、実実施施場場所所はは問問いいまませせんん。。 

ある 

・呼吸器不全のため自宅では行われていないが、先月から通院先に於いて医師によ

る酸素療法を毎週継続的に実施している。 

・医師の指示で訪問看護師により、継続的に酸素量のチェック及び流量の指示が行

われている。 

ない 
・医師の指示により冬季のみ在宅酸素療法を行っている。継続的ではないため特記

のみとする。  
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66--66..レレススピピレレーータターー（（人人工工呼呼吸吸器器））  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・経経口口・・経経鼻鼻・・気気管管切切開開のの有有無無やや、、機機種種はは問問いいまませせんん。。 

ある 
・看護職員が管理し、鼻マスク陽圧人工呼吸法（ＮＩＰＰＶ）に鼻マスク式補助換

気用人工呼吸器を継続的に使用している。 

ない 
・ＣＰＡＰを使用している。月 1 回の通院があるが、家族が管理しているため「な

い」を選択する。 

 
 

66--77..気気管管切切開開のの処処置置  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・気気管管切切開開がが行行わわれれてていいるる者者にに対対ししてて、、カカニニュューーレレのの交交換換、、開開口口部部のの消消毒毒、、ガガーーゼゼ交交換換、、開開口口部部

かかららのの喀喀痰痰吸吸引引等等のの処処置置がが行行わわれれてていいるるかかどどううかかをを評評価価ししまますす。。  

・・開開口口部部かかららのの喀喀痰痰吸吸引引（（気気管管カカニニュューーレレ内内部部のの喀喀痰痰吸吸引引にに限限るる））ににつついいててはは、、必必要要なな研研修修をを修修

了了ししたた介介護護職職種種がが医医師師のの指指示示のの下下にに行行うう行行為為もも含含ままれれまますす。。  

ある 
・半年前に気管切開し、カニューレの交換、開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部か

らの喀痰吸引の処置を医師の指示により訪問看護師が行っている。 

ない 
・咽頭癌術後の気管口のエプロンガーゼを家族が毎日交換している。過去 14日以内

の医療機関受診や訪問看護利用はしていない。  

 
 

66--88..疼疼痛痛のの看看護護  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・該該当当ととななるる疼疼痛痛のの範範囲囲はは、、癌癌末末期期ののペペイインンココンントトロローールルにに相相当当すするるひひどどいい痛痛みみでであありり、、鎮鎮痛痛薬薬

のの点点滴滴、、硬硬膜膜外外持持続続注注入入、、座座薬薬、、貼貼付付型型経経皮皮吸吸収収剤剤、、注注射射がが行行わわれれてていいるる場場合合ととさされれてていいまますす。。  

・・整整形形外外科科医医のの指指示示でで理理学学療療法法士士がが行行うう痛痛みみののたためめのの電電気気治治療療はは該該当当ししまませせんん。。  

・・腰腰痛痛、、関関節節痛痛ななどどのの痛痛みみ止止めめのの注注射射やや服服薬薬治治療療等等はは該該当当ししまませせんん。。  

ある 

・癌末期のペインコントロールを必要とする痛みがあり、医師の指示で鎮痛薬の点

滴や注射が行われている。 

・多発性骨髄腫によるひどい腰痛があり、1日 1回鎮痛座薬を医師の指示で看護師

が挿入している。 

ない ・癌の疼痛を緩和するため、麻薬性鎮痛剤を 4時間ごとに内服している。（特記のみ）  
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適適切切にに記記入入すするるたためめにに  

× 変形性膝関節症の痛み緩和するため、週 1回痛み止めの注射をうっている。 

 

 

 

○ 変形性膝関節症の痛み緩和するため、週 1回痛み止めの注射をうっている。（特記のみ） 

 
 

66--99..経経管管栄栄養養  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・経経口口・・経経鼻鼻・・胃胃ろろうう等等、、補補給給方方法法のの種種類類はは問問わわずず、、管管がが留留置置さされれてていいるる必必要要ははあありりまませせんん。。  

・・一一部部経経口口摂摂取取がが可可能能ででああるる場場合合ででああっっててもも、、経経管管栄栄養養がが行行わわれれてていいるる場場合合をを含含みみまますす。。  

・・栄栄養養はは中中心心静静脈脈栄栄養養でで摂摂取取しし、、投投薬薬をを目目的的にに胃胃管管がが留留置置さされれてていいるる場場合合はは該該当当ししまませせんん。。  

・・必必要要なな研研修修をを修修了了ししたた介介護護職職種種がが医医師師のの指指示示のの下下にに行行うう行行為為もも含含ままれれまますす。。  

ある 
・経口摂取が困難となったため、医師の指示により訪問看護師が日２回胃ろうから

栄養を注入している。 

ない 
・在宅で胃ろうからの経管栄養を家族が行っている。訪問看護の利用及び過去 14日

以内の外来受診もないため特記のみとする。  

 
 

66--1100..モモニニタターー測測定定（（血血圧圧、、心心拍拍、、酸酸素素飽飽和和度度等等））  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・血血圧圧、、心心拍拍、、心心電電図図、、呼呼吸吸数数、、酸酸素素飽飽和和度度ののいいずずれれかか 11項項目目以以上上ににつついいてて、、2244時時間間にに渡渡っっててモモ

ニニタターーをを体体にに装装着着ししたた状状態態でで、、継継続続的的にに測測定定さされれてていいるるかかどどううかかをを評評価価ししまますす。。  

・・血血圧圧測測定定のの頻頻度度はは、、11時時間間にに 11回回以以上上ののももののにに限限りりまますす。。  

ある 

・間質性肺炎のため、パルスオキシメーターを指に装着し、医師の指示により看護

師が 24時間継続しモニター測定を実施している。 

・施設で看取り対応しており、モニター測定の機器により 24時間に渡り心拍測定

を医師の指示で看護師が実施している。 

ない 
・夜間のみモニター測定を行っている。24時間の継続測定でないため特記のみとす

る。  

 

（不適切な理由）一般的な腰痛や関節痛への痛み止め注射は該当しませ

ん。傷病名や処置方法をよく確認してください。特記に記載する。 
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66--1111..じじょょくくそそううのの処処置置  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・じじょょくくそそううのの大大ききささやや程程度度はは問問いいまませせんん。。  

ある 

・じょくそうは治っているが、すぐ再発する状況のため、医師の診断・指示に基づ

いて訪問看護師が継続的に観察や軟膏塗布等の予防処置を行っている。 

・医師の指示で看護師がじょくそうの処置を毎日行う。糖尿病のため、じょくそう

の治りが遅く、血糖が高いことや脳患部の中枢機能に障害があり、常時体温が高く

(37～38度)、毎日、看護師が検温とこまめな体温調整を行っている。 

ない 
・調査の 14 日以内に医師の指示に基づき看護師がじょくそうの処置を行っていた

が、完治したため調査時は処置を終了していた。  

 
 

66--1122..カカテテーーテテルル（（ココンンドドーームムカカテテーーテテルル、、留留置置カカテテーーテテルル、、ウウロロスストトーーママ等等））  

選選択択例例  記記載載例例  

【【ポポイインントト解解説説】】  

・・排排尿尿困困難難へへのの対対応応ととししてて、、ココンンドドーームムカカテテーーテテルル、、留留置置カカテテーーテテルルのの使使用用、、間間欠欠導導尿尿等等ののいいずず

れれかかがが行行わわれれてておおりり、、そそのの管管理理がが看看護護師師等等にによよっってて行行わわれれてていいるるかかどどううかかをを評評価価すするる。。  

・・腎腎ろろううににつついいててはは、、看看護護師師等等ががそそのの管管理理をを行行っってていいれればば該該当当すするる。。  

ある 

・自己導尿が可能であるが、調査の５日前に医師の指示に基づき看護師が管理を行

った。また、今後も受診時に継続的に処置を受ける予定である。 

・バルーンカテーテルを挿入しており、医師がカテーテルの交換し、訪問看護師が

膀胱洗浄を定期的に行っている。 

ない 

・腎ろうを家族の管理で行っており、通院は月 1回で 15日以前になるため、「ない」

を選択する。（特記のみ） 

・肺炎で入院中で、医師から絶対安静の指示がありトイレに行けない。尿の状態を

チェックするため尿カテーテルが挿入されているが、急性疾患への一次的対応と看看

護護師師かからら聞聞きき取取っったたたためめ、特記のみ。 
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第５ 認知症高齢者の認定調査 
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１１  認認知知症症高高齢齢者者のの認認定定調調査査にに当当たたっっててのの考考ええ方方  

 

 認知症は、記憶、見当識、思考、理解等の障害を特徴とする病気です。こ

のような特徴を理解したうえで、調査対象者を尊重し、相手の尊厳を保持で

きるような対応が大切です。多くの場合、調査対象者は自己肯定感や自尊心

が低くなっています。できるだけ相手のペースに合わせ、また不安がらせな

いよう配慮しつつ、家族等や調査対象者の訴えや話をよく聞き、正しく客観

的情報を得ることが必要です。 

 認知症高齢者の認定調査といっても、特別のものではなく、時間をかけれ

ばいいというものではありません。通常の調査と同様に行ってください。相

手の負担も考え、ポイントを押さえて効率よく調査しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

（（１１））家家族族にに対対ししてて  

①①  家家族族のの認認知知症症へへのの認認識識をを確確認認すするる  

  認知症高齢者の状態もさることながら、家族等の認知症に対する認識も

様々です。 

  調査対象者の状態を的確に把握するためには、家族、特に介護者を客観

的に観察していく必要があります。例えば、嫁姑の関係といった家族関係

を理解することにより、調査対象者の状況を、客観的に判断することが可

能となる場合もあります。 

 

アア  家家族族（（個個人人））のの認認知知症症へへのの認認識識のの変変化化  

 家族等の認知症への認識は、調査対象者との関係等、様々な要素により

異なり、個人差が大きいものです。また、認知症への認識は日々変化して

いくため、常にいろいろな可能性を念頭に置く必要があります。 

 認知症を理解できず受け入れられないことで、結果的に言葉等による虐

待に結びつく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

ここでは調査に当たっての基本的な考え方について掲載しています。 

具体的な調査の進め方については、「認定調査員ハンドブック 別冊問

いかけ編」の８９ページの「認知症の方への調査（例）を参考にしてくだ

さい。 
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イイ  家家族族（（複複数数人人））間間ででのの認認知知症症へへのの認認識識のの差差異異  

 家族間においても、認知症に対する認識は一致していないことが多く見

られます。また、調査対象者との関係から、認識が異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

ウウ  具具体体的的注注意意点点  

 安易に「認知症」という言葉を使うと気分を害される場合がありますの

で、「物忘れ」などの言葉を使うといいでしょう。（特に認知症を受容して

いない場合） 

 

②②  ププラライイババシシーーのの保保護護にに留留意意すするる  

  認知症高齢者に対する情報は、他人に知られたくない場合もありますの

で、プライバシーの保護に努めるとともに、その旨の説明と誠実な対応が

求められます。 

  また、場合によっては介護保険の申請をしたこと自体を隠しておきたい

ことがありますので、近隣に「認定調査」とわからないようにする配慮も

必要です。 

 

③③  調調査査へへのの協協力力をを依依頼頼すするる  

   限られた一定の調査時間内に、調査対象者の日常生活を全て正確に判断

することは困難であり、日頃の様子を把握している家族等の協力が不可欠

であることを理解してもらいましょう。 

１ 認知症であることを受け入れていない（気づいていない） 

２ 認知症であることを受け入れられない（認められない） 

３ 認知症であることを受け入れたくない（認めたくない） 

４ 認知症を受け入れているが、それほどひどくはないと思っている 

５ 認知症であることを受容している 

家族の認知症への認識段階 

・実際に介護を行っている人とそうでない人 

・同居している人と別居している人 

・血縁関係者とそうでない人 

 

認知症の認識に差の出る例 

・父（母）が、威厳のある家長であった場合 

・会社社長等、社会的地位の高かった場合   等 

認知症を認識できない例 
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④④  家家族族のの立立場場をを理理解解すするる  

アア  立立場場のの理理解解  

   認知症高齢者とともに生活している家族は、精神的な苦労や介護がうま

くいかないことによるストレス等を抱えている場合が多くあります。その

ことをよく理解しながら調査に当たることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イイ  相相談談をを持持ちちかかけけらられれたた場場合合のの対対応応  

介護者に介護疲れが見られる場合や、調査時に支援の相談を持ちかけら

れた場合は、認定調査と直接関係ない事柄ですが、区市町村に連絡を取る

等の対応が望まれます。 

  

 

 

 

 

 

⇒ただし、急を要する場合には、調査員から区市町村へ連絡を取ることも必

要です。 

 

（（２２））調調査査対対象象者者にに対対ししてて  

認知症高齢者に対する調査は、相手との信頼関係が大切であり、「安心して

ください。」「心配ありませんよ。」といった言葉をかけ、不安や混乱を与えな

いように配慮する必要があります。  

  一人の人間として認め、きちんと挨拶することなどは言うまでもありませ

ん。認知症高齢者の行動や言葉に対して否定したり、間違いを指摘したりせ

ず、相手の話に合わせます。常に支持にまわり、自尊心を傷つけないように

接します。また、初期の認知症の場合、調査対象者や家族が認知症について

認識していないなど、真実が語られないことがありますので、調査対象者の

プライドを保ちながら、生活の実態を把握することが必要です。 

 

・区市町村の相談窓口を紹介する。 

・居宅サービス利用者の場合は、担当の介護支援専門員に相談するよう伝え

る。 

相談を受けた場合の対応方法 

・日頃の介護に対して苦労をねぎらう。 

・極端な同情は逆効果となる。 

・家族の言葉を否定しない。 

・他の家族の介護状況と比較しない。 

・理解しようとする姿勢を堅持する。 

具体的注意

点 
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①①  そそのの場場ししののぎぎのの応応対対にに注注意意すするる  

○ 初期の認知症の場合、その場だけの受け答えや応対であれば問題なく行

える調査対象者もいるため、調査対象者本人からの聞き取りのみでは、実

情とかけ離れた調査結果となる場合があります。  

○ 実情を正確に把握するために、家族等からの情報についても、十分な聞

き取りが必要です。 

 

②②  調調査査対対象象者者のの発発言言をを否否定定ししなないい  

○ 調査に支障がない限り、調査対象者の発言を否定しないようにします。  

 

（（３３））家家族族やや介介護護者者等等にによよるる虐虐待待をを感感じじたたらら  

 認知症高齢者は、家族等から介護ストレス等による虐待を受けている場合

があり、認定調査員はその第一発見者となることも考えられます。 

 また、家族等が無意識のうちに無視等といった虐待をしていることもあり

ます。（次ページ「【参考資料】高齢者虐待の区分と具体例」参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ 虐待（無視を含む）は、人権に関わる重大問題です。異常が感じら

れる場合は、区市町村の高齢者虐待対応窓口へ速やかに連絡します。 

  守秘義務により、ご相談いただいた方の情報が周囲に漏れることは

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家族等に対しての恐怖心が見えたり、よそよそしい態度がないか。 

・必要な食事を摂り、必要な医療を受けているか。 

・身体に不自然なけが(青あざや傷あと)等がないか。 

・家族の顔色をうかがうような様子が見られないか。 

・家族等の対応に不自然な態度はないか。 

異常を感じさせる具体例 
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○ 初期の認知症の場合、その場だけの受け答えや応対であれば問題なく行

える調査対象者もいるため、調査対象者本人からの聞き取りのみでは、実

情とかけ離れた調査結果となる場合があります。  

○ 実情を正確に把握するために、家族等からの情報についても、十分な聞

き取りが必要です。 

 

②②  調調査査対対象象者者のの発発言言をを否否定定ししなないい  

○ 調査に支障がない限り、調査対象者の発言を否定しないようにします。  

 

（（３３））家家族族やや介介護護者者等等にによよるる虐虐待待をを感感じじたたらら  

 認知症高齢者は、家族等から介護ストレス等による虐待を受けている場合

があり、認定調査員はその第一発見者となることも考えられます。 

 また、家族等が無意識のうちに無視等といった虐待をしていることもあり

ます。（次ページ「【参考資料】高齢者虐待の区分と具体例」参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ 虐待（無視を含む）は、人権に関わる重大問題です。異常が感じら

れる場合は、区市町村の高齢者虐待対応窓口へ速やかに連絡します。 

  守秘義務により、ご相談いただいた方の情報が周囲に漏れることは

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家族等に対しての恐怖心が見えたり、よそよそしい態度がないか。 

・必要な食事を摂り、必要な医療を受けているか。 

・身体に不自然なけが(青あざや傷あと)等がないか。 

・家族の顔色をうかがうような様子が見られないか。 

・家族等の対応に不自然な態度はないか。 

異常を感じさせる具体例 

- 111 - 

【参考資料】 高齢者の虐待の区分と具体例 

身体的虐待 

① 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。 

【具体的な例】平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。など 

② 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為。 

【具体的な例】本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。など 

③ 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法

があるにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為。 

【具体的な例】 医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強

要する。移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事を口に入れる。 

など 

④ 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 

【具体的な例】身体を拘束し、動くことを制限する（縛り付ける）。など 

世世話話のの放放任任・・放放置置・・怠怠慢慢  

①意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている

者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・

精神的状態を悪化させていること。 

【具体的な例】入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題だったり、

皮膚や衣服、寝具が汚れている。など 

② 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・

介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせな

い、放置すること。 

【具体的な例】徘徊や病気の状態を放置する。など 

③ 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。 

【具体的な例】孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。など 

心心理理的的虐虐待待  

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神

的苦痛を与えること。 

【具体的な例】老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前

で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる。など 

性性的的虐虐待待  

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその

強要。 

【具体的な例】排泄の失敗に対し懲罰的に下半身を裸にして放置する。など 

経経済済的的虐虐待待  

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由な

く制限すること。 

【具体的な例】日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。など 

（厚生労働省「高齢者虐待防止の基本」より抜粋） 
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２２  認認知知症症高高齢齢者者のの調調査査にに際際ししてて留留意意すすべべききポポイインントト 

  認知症高齢者の認定調査を実施する際には、以下の点について事前に把握

することにより、認定調査を円滑に進めることができます。 

 

（（１１））調調査査前前にに家家族族等等かからら聞聞いいてておおききたたいいこことと  

①①  調調査査員員のの紹紹介介方方法法のの確確認認  

 調査対象者の中には、「介護保険における認定調査」を受けることを拒絶

する方や、「調査」というと資産調査等「詮索」に来たと勘違いされる方も

います。 

 そのため、家族等に事前に調査を同意してもらいます。状況により、別

の調査のために訪問した等の説明をする場合もあります。 

 

 

 

 

 

また、調査員を他の誰かと勘違いしている場合には、家族等の了承を得

たうえで、勘違いされた人物（例えば長男の友人等）として、そのまま調

査を続行することも時には必要です。 

 

②②  調調査査対対象象者者ととのの関関係係（（相相性性））  

認知症高齢者の調査を円滑に進めるポイントの一つとして、調査対象者 

の「理解者」であることを態度で示すことがあげられます。 

 認知症高齢者は、突然の訪問による調査に不安定な気持ちになったり、

調査員に対して敵対意識を持つことがあります。また、ある特定の人物に

対して被害妄想や介護拒否感を持っている場合があります。 

 そのような状態を事前に把握し、調査対象者との信頼関係を築きながら

調査します。また、それとは逆に、調査対象者にあまりにも好かれ、調査

員が性的対象とされる恐れのある場合があります。 

  

 

 

 

 

⇒ 調査対象者に受け入れられない等により、認定調査の続行が難しいと

判断された場合には、調査を中断し、調査員を変更したうえで、後日再

調査を行うことはやむを得ません。 

 

 

 

・○○市から、サービスが必要かどうかの調査に来ました。 

・今日は、健康調査でこの地域をまわっています。 

認定調査に代わる別の調査例 

 

・男性または女性であること 

・因縁のあった誰かとよく似ていること   等 

嫌われる例 
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２２  認認知知症症高高齢齢者者のの調調査査にに際際ししてて留留意意すすべべききポポイインントト 
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また、調査員を他の誰かと勘違いしている場合には、家族等の了承を得
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②②  調調査査対対象象者者ととのの関関係係（（相相性性））  

認知症高齢者の調査を円滑に進めるポイントの一つとして、調査対象者 

の「理解者」であることを態度で示すことがあげられます。 

 認知症高齢者は、突然の訪問による調査に不安定な気持ちになったり、

調査員に対して敵対意識を持つことがあります。また、ある特定の人物に

対して被害妄想や介護拒否感を持っている場合があります。 
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⇒ 調査対象者に受け入れられない等により、認定調査の続行が難しいと

判断された場合には、調査を中断し、調査員を変更したうえで、後日再

調査を行うことはやむを得ません。 

 

 

 

・○○市から、サービスが必要かどうかの調査に来ました。 

・今日は、健康調査でこの地域をまわっています。 

認定調査に代わる別の調査例 

 

・男性または女性であること 

・因縁のあった誰かとよく似ていること   等 

嫌われる例 
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③③  周周辺辺症症状状のの把把握握  

認知症高齢者は、時に暴力的になったり、感情が不安定になったりして、

興奮することがあります。 

調査員がそのような行為の被害者になることを未然に防ぎ、お互いに気

持ちよく調査を進めるために、事前に調査対象者の周辺症状の特徴や状態

を理解する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））調調査査前前にに確確認認ししてておおくくとと役役立立つつこことと  

以下の項目は、認定調査において必ずしも必要な知識とは言えませんが、事

前に確認することにより、認定調査に役立つ場合があります。 

 

①①  医医師師にによよるる診診断断のの有有無無  

認知症について受診をしているかどうかを聞きます。 

医師により診断が確定している場合は、残存能力や症状等をあらかじめ

把握しておくと認定調査に役に立ちます。 

 

②②  症症状状のの発発生生時時期期、、通通院院開開始始時時期期（（通通院院ししてていいるる場場合合））  

認知症の原因によって、どの程度の状況にあるか推測できる場合があり 

ます。 

 

③③  調調査査対対象象者者のの認認知知症症のの周周辺辺症症状状のの特特徴徴  

徘徊、昼夜逆転、異食、作話、妄想、幻覚等これまでに現れた認知症の 

特徴を把握します。 

  

・寝起きは機嫌が悪いため、午後の調査を希望する 

・異性が来ると興奮するため、同性の調査員にする 

・隣に座ると手を上げたり、つねる等危害を加えられたりすることが

あるため、離れて座る必要がある 

具体例 
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３３  調調査査当当日日ににわわかかるるこことと  

 事前の電話確認だけではわからない調査対象者の状況が、当日訪問した際、

住環境や調査対象者の外観からわかることがあります。訪問に際しては、五

感を最大限活用し、調査対象者の状態を確認する必要があります。 

 以下の項目に該当する調査対象者は即、認知症というわけではありません

が、調査をする際に調査対象者の認知症の状態を視野に入れながら調査を行

う必要があります。 

 

環境に関するチェックポイント 

（
同
居
の
場
合
） 

玄 

関 

・手の届かないところや見えにくいところに鍵がついている 

・ドアチェーンに南京錠が付いている 

居 

室 

・居室内に異臭がする 

・蜘蛛の巣が張っている 

・どこでもトイレと勘違いし、排泄している（失禁とは異なる） 

・ゴミや古新聞を山積みしている 

・タオル等の収集癖がある 

・汚れた衣類が脱ぎ散らかされている 

・買い物袋がいくつもあり、中身が入ったまま放置されている 

・タンスに衣服名が大きく貼ってある 

台 

所 
・焦げた鍋がいくつか並んでいる 

・テーブルの上等に腐敗した食物が散乱している 

ト
イ
レ 

・水洗トイレを流さず、異臭がする 

・公衆トイレ等から盗ったと思われるトイレットペーパーをたくさん

集めて自宅で使用している（収集癖とは異なる）。 

調査対象者の身なり等に関するチェックポイント 

・服装の上下や着衣の仕方にちぐはぐな様子が見られる 

・身体や着衣に汚れが目立つ 

・不安げな顔つきをしている 

・感情に不安定さが見られる 
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３３  調調査査当当日日ににわわかかるるこことと  

 事前の電話確認だけではわからない調査対象者の状況が、当日訪問した際、

住環境や調査対象者の外観からわかることがあります。訪問に際しては、五

感を最大限活用し、調査対象者の状態を確認する必要があります。 

 以下の項目に該当する調査対象者は即、認知症というわけではありません

が、調査をする際に調査対象者の認知症の状態を視野に入れながら調査を行

う必要があります。 

 

環境に関するチェックポイント 

（
同
居
の
場
合
） 

玄 

関 

・手の届かないところや見えにくいところに鍵がついている 

・ドアチェーンに南京錠が付いている 

居 

室 

・居室内に異臭がする 

・蜘蛛の巣が張っている 

・どこでもトイレと勘違いし、排泄している（失禁とは異なる） 

・ゴミや古新聞を山積みしている 

・タオル等の収集癖がある 

・汚れた衣類が脱ぎ散らかされている 

・買い物袋がいくつもあり、中身が入ったまま放置されている 

・タンスに衣服名が大きく貼ってある 

台 

所 

・焦げた鍋がいくつか並んでいる 

・テーブルの上等に腐敗した食物が散乱している 

ト
イ
レ 

・水洗トイレを流さず、異臭がする 

・公衆トイレ等から盗ったと思われるトイレットペーパーをたくさん

集めて自宅で使用している（収集癖とは異なる）。 

調査対象者の身なり等に関するチェックポイント 

・服装の上下や着衣の仕方にちぐはぐな様子が見られる 

・身体や着衣に汚れが目立つ 

・不安げな顔つきをしている 

・感情に不安定さが見られる 
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１ 要介護認定等の方法の見直しに係るＱ＆Ａ 

(厚生労働省老健局老人保健課・平成２１年９月３０日付け事務連絡）  

問１ テキストに明示されていない申請者の状態等があった場合 

問２ 選択肢の選択に迷った場合 

問３ 介助の適切、不適切の判断の基準 

問４ ＢＰＳＤ関連の調査項目の選択肢の選択に、介護の手間を勘案するか 

問５ 「1-1麻痺等の有無」を聞き取りで把握する際の判断方法 

問６ 「1-1麻痺等の有無」の確認動作での静止した状態で保持の判断 

問７ 四肢の欠損の場合の「1-1麻痺等の有無」「1-2拘縮の有無」の選択肢 

問８ 「1-1麻痺等の有無」での「6.その他」に該当する麻痺 

問９ 「1-2拘縮の有無」での｢5.その他」に該当する部位 

問１０ 四肢の欠損の場合の「1-1麻痺等の有無」「1-2拘縮の有無」の選択肢 

問１１ ギャッチアップ機能付きベッド上での「1-5座位保持」の判断 

問１２ 「1-12視力｣の確認方法と視野狭窄、視野欠損等がある場合の考え方 

問１３ 「1-12視力｣の異なった選択が生じやすい点の例示の解説 

問１４ 「介助の方法」の項目で、規定の一連の行為に発生しない行為がある場合 

問１５ 「2-5排尿」で留置カテーテルを用いている場合の評価 

問１６ 「2-12外出頻度」で過去 1週間で状態が悪化し外出できなくなった場合 

問１７ 「3-1意思の伝達」と「5-3日常の意思決定」の違い 

問１８ 「5-1薬の内服」の選択肢の選択基準の解説 

問１９ 「5-5買い物」の選択肢の選択基準の解説 

問２０ 「5-6簡単な調理」の選択肢の選択基準の解説 

問２１ 各調査項目の定義や選択肢の選択基準に定められている内容以外の記載方法 
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 要介護認定等の方法の見直しに係るＱ＆Ａ 

 

問１  

認定調査員テキストに明示されていない申請者の状態等があった場合はどのように調査すべきか。  

 

（答）  

現時点では、認定調査員テキスト及び本Ｑ＆Ａに記載されている規定以外には、特に定めがないた

め、各保険者の判断に基づき調査を実施する。そういった場合は、認定調査員は、特記事項に具体的

な状況と認定調査員の判断根拠等を記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて一次判定の修

正・確定及び二次判定を行う。  

なお、今後さらにＱ＆Ａが追加された場合は、当該Ｑ＆Ａに記載されている内容も含めて調査を行

う。  

 

 

問２  

選択肢の選択の際に、判断に迷う時にはどのような対応をすべきか。  

 

（答）認定調査員テキスト 4 ページ、19ページ参照  

基本調査項目の定義にうまく当てはまらない場合等、判断に迷う際には、各基本調査項目の定義等

に基づき選択した上で、対象者の具体的な状況（介護の手間、平均的な手間の出現頻度、選択に迷っ

た状況等）と認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて

一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

 

 

問３  

「介助の方法」の項目において、介助されていない状況や実際に行われている介助が不適切と認定

調査員が判断する場合は、適切な介助の方法を選択するとされているが、適切であるか、不適切であ

るかの判断はどのような基準で行えばよいか。  

 

（答）  

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」の適切性に関しては、個々の具体的なケ

ースについて認定調査員の判断で行うものである。「実際に行われている介助が不適切」と考える具

体的な状況としては、  

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合  

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合  

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合  

・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合  

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定される。（認

定調査員テキスト 25ページ参照）  

また、不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる－できない」といった個々の行為の

能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども含めて、総合的に判断する。この場

合は、実際に行われている介助の方法と認定調査員の選択結果が異なった理由やその実態について、

介護認定審査会の委員が理解できるよう、特記事項に記載しなければならない。（認定調査員テキス

ト 23 ページ参照）  

介護認定審査会は、必要に応じて特記事項または主治医意見書の記載内容に基づき、総合的に判断
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して一次判定を修正・確定することができる（一次判定の修正・確定）。（認定調査員テキスト 2ペー

ジ、19 ページ参照）  

なお、介護認定審査会事務局は、介護認定審査会の判断が必要と考える基本調査項目について、介

護認定審査会に検討を要請することができる（介護認定審査会委員テキスト 17 ページ参照）。  

 

 

問４  

BPSD 関連の調査項目（主に４群）については、選択肢を選択する際に介護に係る手間を勘案しても

よいのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 115 ページ参照  

BPSD 関連の項目は、実際の対応や介護の手間とは関係なく、当該行動の有無に基づき選択する。当

該行動が発生している場合には、特に周囲が対応をとっていない場合や介護の手間が発生していなく

ても、各項目に規定されている行動が現れている場合は、頻度に基づき選択する。  

ただし、当該項目の有無だけで介護の手間が発生しているかどうかは必ずしも判断できないため、

二次判定で介護の手間を適切に評価するために認定調査員は、対象者への対応や介護の手間の状況、

頻度とともに認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて 

一次判定の修正・確定及び二次判定（介護の手間に係る審査判定）を行う。 

 

問５  

「1-1 麻痺等の有無」の確認動作において、調査対象者や介護者から日頃の状況を聞き取って把握す

る際、日頃のどのような動作や行為から判断したらよいか。  

 

（答）認定調査員テキスト 33～35ページ参照  

上肢、下肢ともに、麻痺等の有無の確認方法で示した動作と同様の動きができるかどうかで判断を

行う。上肢については、例えば肩の高さのものを取る行為などの日頃の状況について聞き取りを行う。

下肢については、例えばベッド上での足の動きなど日頃の生活における下肢の動きについて聞き取り

を行う。  

上肢、下肢いずれの場合も、実際に確認動作で確認した状況と調査対象者や介護者から聞き取りし

た日頃の状況が異なる場合や、調査対象者に実際に行ってもらえなかった場合は、特記事項に具体的

な内容（調査対象者の実際の状況、日頃の状況、認定調査員の判断根拠等）について記載する。（認 

定調査員テキスト 26～27ページ参照） 

 

問６  

「1-1 麻痺等の有無」の確認動作において、「静止した状態で保持」とあるが、どの程度、静止した状

態で保持できれば「麻痺なし」と考えるのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～35ページ参照  

具体的な秒数などについては定めがなく、挙上して静止した状態を保持できていると認定調査員が

確認できれば「麻痺なし」と考える。なお、静止している手が震えている場合等、静止した状態を保

持できているか明確に判断することができない場合は、認定調査員の判断で「ある」、「ない」のいず

れかを選択し、特記事項に具体的な状況及び認定調査員の判断根拠等を記載する。  
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 要介護認定等の方法の見直しに係るＱ＆Ａ 

 

問１  

認定調査員テキストに明示されていない申請者の状態等があった場合はどのように調査すべきか。  

 

（答）  

現時点では、認定調査員テキスト及び本Ｑ＆Ａに記載されている規定以外には、特に定めがないた

め、各保険者の判断に基づき調査を実施する。そういった場合は、認定調査員は、特記事項に具体的

な状況と認定調査員の判断根拠等を記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて一次判定の修

正・確定及び二次判定を行う。  

なお、今後さらにＱ＆Ａが追加された場合は、当該Ｑ＆Ａに記載されている内容も含めて調査を行

う。  

 

 

問２  

選択肢の選択の際に、判断に迷う時にはどのような対応をすべきか。  

 

（答）認定調査員テキスト 4 ページ、19ページ参照  

基本調査項目の定義にうまく当てはまらない場合等、判断に迷う際には、各基本調査項目の定義等

に基づき選択した上で、対象者の具体的な状況（介護の手間、平均的な手間の出現頻度、選択に迷っ

た状況等）と認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて

一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

 

 

問３  

「介助の方法」の項目において、介助されていない状況や実際に行われている介助が不適切と認定

調査員が判断する場合は、適切な介助の方法を選択するとされているが、適切であるか、不適切であ

るかの判断はどのような基準で行えばよいか。  

 

（答）  

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」の適切性に関しては、個々の具体的なケ

ースについて認定調査員の判断で行うものである。「実際に行われている介助が不適切」と考える具

体的な状況としては、  

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合  

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合  

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合  

・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合  

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定される。（認

定調査員テキスト 25ページ参照）  

また、不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる－できない」といった個々の行為の

能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども含めて、総合的に判断する。この場

合は、実際に行われている介助の方法と認定調査員の選択結果が異なった理由やその実態について、

介護認定審査会の委員が理解できるよう、特記事項に記載しなければならない。（認定調査員テキス

ト 23 ページ参照）  

介護認定審査会は、必要に応じて特記事項または主治医意見書の記載内容に基づき、総合的に判断
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問７  

四肢の欠損が見られる場合、「1-1麻痺等の有無」、「1-2 拘縮の有無」のいずれの項目において「そ

の他」を選択するのか。あるいは、両方の項目において選択するのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～40ページ参照  

「1-1 麻痺等の有無」、「1-2 拘縮の有無」の両方の項目において「その他」を選択し、いずれかの項

目の特記事項に具体的な部位や状況等について記載する。手指、足趾を含むいずれかの四肢の一部に

欠損があれば「その他」を選択する。  

 

 

問８  

「1-1 麻痺等の有無」における「6．その他」の選択について、どのような麻痺が選択の対象となるの

か。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～35ページ参照  

上肢・下肢以外に麻痺等が見られる場合に、「その他」を選択する。その場合は、必ず特記事項に

具体的な部位や状況等を記載する。  

 

 

問９  

「1-2 拘縮の有無」における「5．その他」の選択について、具体的な部位に規定はあるのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 36～40ページ参照  

肩関節、股関節、膝関節以外について、他動的に動かした際に拘縮や可動域の制限がある場合に、

「その他」を選択する。その場合は、必ず特記事項に具体的な部位や状況等を記載する。  

 

 

問１０  

四肢が欠損していることによって、上肢・下肢の麻痺等や拘縮の有無について確認動作が行えない

場合は、どの選択肢を選択すべきか。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～40ページ参照  

四肢のいずれかが欠損している場合は、「1-1麻痺等の有無」及び「1-2拘縮の有無」における選択

肢の選択においては、「その他（四肢の欠損）」を選択する。 

さらに、欠損によって目的とする確認動作が行えない場合は、欠損している部位の選択肢も選択する。  

 

例えば、右上肢が肩関節から欠損している場合には、「1-1 麻痺等の有無」においては「6．その他

（四肢の欠損）」を選択し、さらに、確認動作の行えない「3．右上肢」も選択する。「1-2拘縮の有無」

についても、「5．その他（四肢の欠損）」を選択した上で、確認動作が行えない「2．肩関節」も選択

する。  
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問１１  

「1-5 座位保持」について、他の場所でできず、ギャッチアップ機能の付いたベッド上で行わざるを

得ない場合等に、ベッドのギャッチアップ角度が何度程度であれば「3．支えてもらえればできる」

を選択すると考えるべきか。  

 

（答）認定調査員テキスト 45～47ページ参照  

ギャッチアップに係る具体的な角度については、当該調査項目の定義や選択肢の選択基準に含んで

いない。認定調査員が、調査対象者の状況を確認し「支えてもらえればできる」と判断した場合は、

調査対象者の実際の状況と日頃の状況、認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定審査

会は、特記事項等を用いて一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

 

 

問１２  

「1-12 視力」の確認方法について、視力確認表はどの位置におくべきか。 

また、視野狭窄や視野欠損等がある場合の考え方如何。  

 

（答）認定調査員テキスト 63～66ページ参照  

視力確認表は本人の正面に置くことを原則とし、その上で、テキストに記載された選択肢の選択基

準に基づいて評価を行う。視野狭窄や視野欠損等により、視力確認表が見えない場合であっても、視

力確認表はあくまでも本人の正面に置いた状態で確認を行うものであり、視力確認表を視野狭窄や視

野欠損等の影響のない視野内に置き直すものではない。なお、視野狭窄や視野欠損等により、本人の

正面に置かれた視力確認表が見えない場合も、「2．約 1m離れた視力確認表の図が見える」、「3．目の

前に置いた視力確認表の図が見える」、「4．ほとんど見えない」の中から選択基準に従って選択する。

（本調査項目は広い意味での視力を問う質問であり、視野狭窄・視野欠損等も含まれる。（認定調査

員テキスト 64 ページ参照））  

その場合、認定調査員は、特記事項に視野狭窄や視野欠損等の具体的な状況と認定調査員の判断根

拠等を記載し、介護認定審査会は、特記事項等を用いて一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

 

 

問１３  

認定調査員テキスト 65ページ「1-12視力」の(4)異なった選択が生じやすい点の例示がわかりにく

いため、詳細の説明をしてほしい。  

 

（答）  

問１２に記載した通り、「視力」の確認方法においては視野狭窄や視野欠損等がある場合も、あく

までも本人の正面に視力確認表を置いた状態で確認を行うことを原則とする。視野狭窄や視野欠損等

があり、対象者の正面に視力確認表を置くと欠損部位に該当する場合であっても、その状況で選択肢

の選択基準に基づき評価する。  

なお、認定調査員テキストの記載（正誤表による修正前）において、「異なった選択が生じやすい

点」で示されている「対象者の状況」は、「目の前に視力確認表」を置いた場合の状況の記載がない

ために、記載内容からだけでは正確な判断ができない。今回、正誤表において、「視力確認表を本人

の正面に置くと、約１m 離れた距離に置いた場合でも、目の前に置いた場合でも、視野狭窄により全

く見えない。視野狭窄のない視野内に置き直すと約１m離れた距離から見える。」と修正された。  
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問７  

四肢の欠損が見られる場合、「1-1麻痺等の有無」、「1-2拘縮の有無」のいずれの項目において「そ

の他」を選択するのか。あるいは、両方の項目において選択するのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～40ページ参照  

「1-1 麻痺等の有無」、「1-2 拘縮の有無」の両方の項目において「その他」を選択し、いずれかの項

目の特記事項に具体的な部位や状況等について記載する。手指、足趾を含むいずれかの四肢の一部に

欠損があれば「その他」を選択する。  

 

 

問８  

「1-1麻痺等の有無」における「6．その他」の選択について、どのような麻痺が選択の対象となるの

か。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～35ページ参照  

上肢・下肢以外に麻痺等が見られる場合に、「その他」を選択する。その場合は、必ず特記事項に

具体的な部位や状況等を記載する。  

 

 

問９  

「1-2拘縮の有無」における「5．その他」の選択について、具体的な部位に規定はあるのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 36～40ページ参照  

肩関節、股関節、膝関節以外について、他動的に動かした際に拘縮や可動域の制限がある場合に、

「その他」を選択する。その場合は、必ず特記事項に具体的な部位や状況等を記載する。  

 

 

問１０  

四肢が欠損していることによって、上肢・下肢の麻痺等や拘縮の有無について確認動作が行えない

場合は、どの選択肢を選択すべきか。  

 

（答）認定調査員テキスト 31～40ページ参照  

四肢のいずれかが欠損している場合は、「1-1麻痺等の有無」及び「1-2拘縮の有無」における選択

肢の選択においては、「その他（四肢の欠損）」を選択する。 

さらに、欠損によって目的とする確認動作が行えない場合は、欠損している部位の選択肢も選択する。  

 

例えば、右上肢が肩関節から欠損している場合には、「1-1 麻痺等の有無」においては「6．その他

（四肢の欠損）」を選択し、さらに、確認動作の行えない「3．右上肢」も選択する。「1-2拘縮の有無」

についても、「5．その他（四肢の欠損）」を選択した上で、確認動作が行えない「2．肩関節」も選択

する。  
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問１４  

「介助の方法」の各調査項目の定義に規定されている一連の行為や複数の行為のうち、１つでも発

生しない行為がある対象者の場合は、それ以外の行為のすべてに介助が行われていても、「一部介助」

を選択するのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 81～86ページ参照  

「全介助」、「一部介助」などの「介助の方法」の選択肢を検討するにあたっては、各調査項目の定義

に規定されている一連の行為や複数の行為のうち、対象者に実際に発生する行為をはじめに特定し

（人それぞれ、居住環境や心身の状態、生活習慣などによって異なる）、それらの行為の全てに介助

が行われている場合には「全介助」を、部分的に介助が行われている場合には「一部介助」を選択す

る。  

  例えば、「2-5 排尿」や「2-6 排便」には「排尿（排便）動作」として「尿器への排尿」及び「排

便器への排便」が定義されている。「尿器への排尿」及び「排便器への排便」における排尿、排便の

介助については、腹圧が弱いため、腹部を押すなどしないと排泄できない場合における腹部を押すな

どの介助をさしている。そのような行為を必要としない対象者（便座に座るだけで排尿・排便する対

象者）については、「尿器への排尿」及び「排便器への排便」を一連の行為とは見なさず、評価対象

となる行為から除外して考える（腹部を押すなどの行為がないために「介助がない」とは判断しない）。  

また、例えば、「5-6 簡単な調理」については、最初に「炊飯」、「弁当、総菜、レトルト食品、冷

凍食品の加熱」、「即席めんの調理」のうち、対象者に実際に発生している項目を特定する。その項目

において、実際に発生する行為を特定し、それらの行為の全てに介助が行われている場合には「全介

助」を、部分的に介助が行われている場合には「一部介助」を選択する。「5-6 簡単な調理」のうち、

「炊飯」のみが行われている場合は、「炊飯」について発生する行為（計量、洗米、スイッチを入れ

る等）を特定し、それらの行為の全てに介助が行われている場合には「全介助」を、部分的に介助が

行われている場合には「一部介助」を選択する。  

 

 

問１５  

「2-5 排尿」について、留置カテーテルを用いている場合の評価はどのように行うのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 81～83ページ参照  

「2-5 排尿」について、留置カテーテルを使用している場合も問１４と同様に考える。蓄尿バッグに

溜まった尿の後始末は定義にある一連の行為のうちの、「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿

後の掃除」等に該当すると考えられる。その上で、一連の行為のうち、全てに介助がある場合に「全

介助」を、部分的に介助がある場合に「一部介助」を選択する（問１４を参照）。 

  

 

問１６  

「2-12 外出頻度」について、過去１ヶ月の間に状態が大きく変化した場合は、変化した後の状況で

評価するとのことであるが、例えば過去１週間において状態が悪化し、外出がまったくできなくなっ

た場合は、どう判断すべきか。  

 

 （答）認定調査員テキスト 99ページ参照  

この場合は、過去１週間の状況が１ヶ月継続した場合を想定して頻度を評価して選択を行う。なお、

このように対象者の状況が急速に変化した場合等については、特記事項に具体的な状況と認定調査員

の判断根拠を記載し、対象者の状況が急速に変化した点を介護認定審査会に正確に伝達する。  

 

－ 120 －
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問１７  

「3-1 意思の伝達」と「5-3 日常の意思決定」の違いは何か。  

 

（答）認定調査員テキスト 101～102ページ及び 137～138ページ参照  

「3-1 意思の伝達」については、決定された意思を「伝達できるかどうかの能力」を評価する項目で

あるため、伝達する意思の内容の合理性は問わない。また、伝達する方法についても手段を問わない

ことから、意思が伝達されるのであれば、身振りや筆談などでも「できる」ものと考える。  

「5-3 日常の意思決定」については、毎日の暮らしにおける活動に関して内容を理解しており、意思

決定できていれば「できる」と考える。  

 

〈具体的な例〉  

日常生活の中で、「どの服を着るか」の意思決定をする場合に「ご飯が食べたい」と回答するよう

な状況の場合は、「意思決定」そのものは行われているが、決定した内容を理解しているとは考えら

れないため、「日常の意思決定」はできていないと考える。一方、決定された意思の内容の合理性は

問わないため「意思の伝達」はできているものと考える。  

 

 

問１８  

「5-1 薬の内服」について、定義には、「薬や水を手元に用意する、薬を口に入れる、飲み込む（水を

飲む）」とある。一方、「3．全介助」の定義では「薬や水を手元に用意する、薬を口に入れるという

一連の行為に介助が行われている場合をいう」となっている。選択肢の選択について解説してほしい。  

 

（答）認定調査員テキスト 132～134ページ参照  

「薬の内服」については、「（１）調査項目の定義」に基づき選択肢を選択することとし、「薬や水

を手元に用意する、薬を口に入れる」という一連の行為に介助が行われている場合に「3．全介助」

を選択する。この一連の行為に加え、水を飲む行為にも介助が行われている場合も「3.全介助」を選

択することとする。 

なお、水を口に含ませる等、「飲み込む」行為に介助が行われている場合も「2．一部介助」の選択肢

の選択基準に含まれる。  

 

 

問１９  

「5-5 買い物」の調査方法について、選択肢の選択に迷うことが多い。選択基準等について解説して

欲しい。  

 

（答）認定調査員テキスト 23～25ページ、141～143 ページ参照  

本項目は「介助の方法」で評価する項目であり、「食材・消耗品等の日用品」に係る「買い物」の

介助が「行われている－行われていない」の軸で選択を行うことを原則とする。選択にあたっては、

一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選

択し、具体的な内容を特記事項に記載する。調査対象者が自分で購入する場合と家族やヘルパー等の

他人に依頼する場合の両方がある場合は、より頻回な状況で選択を行い、詳しい状況については、特

記事項に記載する。認定調査員が判断に迷った場合は、対象者の具体的な状況（介護の手間、平均的

な手間の出現頻度、選択に迷った状況等）と認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定

審査会は、特記事項等を用いて一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

以上が原則であるが、「買い物」における「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」

が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載し
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問１４  

「介助の方法」の各調査項目の定義に規定されている一連の行為や複数の行為のうち、１つでも発

生しない行為がある対象者の場合は、それ以外の行為のすべてに介助が行われていても、「一部介助」

を選択するのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 81～86ページ参照  

「全介助」、「一部介助」などの「介助の方法」の選択肢を検討するにあたっては、各調査項目の定義

に規定されている一連の行為や複数の行為のうち、対象者に実際に発生する行為をはじめに特定し

（人それぞれ、居住環境や心身の状態、生活習慣などによって異なる）、それらの行為の全てに介助

が行われている場合には「全介助」を、部分的に介助が行われている場合には「一部介助」を選択す

る。  

  例えば、「2-5 排尿」や「2-6 排便」には「排尿（排便）動作」として「尿器への排尿」及び「排

便器への排便」が定義されている。「尿器への排尿」及び「排便器への排便」における排尿、排便の

介助については、腹圧が弱いため、腹部を押すなどしないと排泄できない場合における腹部を押すな

どの介助をさしている。そのような行為を必要としない対象者（便座に座るだけで排尿・排便する対

象者）については、「尿器への排尿」及び「排便器への排便」を一連の行為とは見なさず、評価対象

となる行為から除外して考える（腹部を押すなどの行為がないために「介助がない」とは判断しない）。  

また、例えば、「5-6 簡単な調理」については、最初に「炊飯」、「弁当、総菜、レトルト食品、冷

凍食品の加熱」、「即席めんの調理」のうち、対象者に実際に発生している項目を特定する。その項目

において、実際に発生する行為を特定し、それらの行為の全てに介助が行われている場合には「全介

助」を、部分的に介助が行われている場合には「一部介助」を選択する。「5-6 簡単な調理」のうち、

「炊飯」のみが行われている場合は、「炊飯」について発生する行為（計量、洗米、スイッチを入れ

る等）を特定し、それらの行為の全てに介助が行われている場合には「全介助」を、部分的に介助が

行われている場合には「一部介助」を選択する。  

 

 

問１５  

「2-5排尿」について、留置カテーテルを用いている場合の評価はどのように行うのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 81～83ページ参照  

「2-5 排尿」について、留置カテーテルを使用している場合も問１４と同様に考える。蓄尿バッグに

溜まった尿の後始末は定義にある一連の行為のうちの、「トイレやポータブルトイレ、尿器等の排尿

後の掃除」等に該当すると考えられる。その上で、一連の行為のうち、全てに介助がある場合に「全

介助」を、部分的に介助がある場合に「一部介助」を選択する（問１４を参照）。 

  

 

問１６  

「2-12 外出頻度」について、過去１ヶ月の間に状態が大きく変化した場合は、変化した後の状況で

評価するとのことであるが、例えば過去１週間において状態が悪化し、外出がまったくできなくなっ

た場合は、どう判断すべきか。  

 

 （答）認定調査員テキスト 99ページ参照  

この場合は、過去１週間の状況が１ヶ月継続した場合を想定して頻度を評価して選択を行う。なお、

このように対象者の状況が急速に変化した場合等については、特記事項に具体的な状況と認定調査員

の判断根拠を記載し、対象者の状況が急速に変化した点を介護認定審査会に正確に伝達する。  

 

－ 121 －
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た上で、適切な「介助の方法」を選択する。不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる

－できない」といった個々の行為の能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども

含めて、総合的に判断する。  

 

例えば、施設に入所している調査対象者の食材を施設が一括で代行して購入し、その他の消耗品等

の日用品に係る買い物の機会がほとんどない場合は、当該対象者の「買い物」については頻回に見ら

れる状況や日頃の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられるが、認定調査員が、調査対象者

の能力、生活環境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適切な状況にあると判断する場合

には、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択する。  

また、同様に、在宅の調査対象者の買い物を家族等が一括して代行している機会が多い場合は、頻

回に見られる状況や日頃の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられるが、認定調査員が、調

査対象者の能力、生活環境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適切な状況にあると判断

する場合には、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択する。なお、ベッド上

から買ってきてほしいものを本人が指示し、物品の手配のみをヘルパーが行っている場合が最も頻回

な状況であれば、「一部介助」を選択することになる。  

 

 

問２０  

「5-6 簡単な調理」の調査方法について、選択肢の選択に迷うことが多い。選択基準等について解説

して欲しい。  

 

（答）認定調査員テキスト 23～25ページ、144～145 ページ参照  

本項目は「介助の方法」で評価する項目であり、「簡単な調理」（「炊飯」、「弁当、総菜、レトルト

食品、冷凍食品の加熱」、「即席めんの調理」）への介助が「行われている－行われていない」の軸で

選択を行うことを原則とする。選択にあたっては、最初に「炊飯」、「弁当、総菜、レトルト食品、冷

凍食品の加熱」、「即席めんの調理」のうち、対象者に実際に発生している行為を特定する。それらの

行為の全てに介助が行われている場合には「全介助」を、部分的に介助が行われている場合には「一

部介助」を選択する（問１４を参照）。また、選択にあたっては、一定期間（調査日より概ね過去１

週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択し、具体的な内容を特記事項に

記載する。調査対象者が自分で「簡単な調理」を行う場合と施設職員や家族等が代行している場合の

両方がある場合は、より頻回な状況で選択を行い、詳しい状況については、特記事項に記載する。認

定調査員が判断に迷った場合は、対象者の具体的な状況（介護の手間、平均的な手間の出現頻度、選

択に迷った状況等）と認定調査員の判断根拠等を特記事項に記載し、介護認定審査会は、特記事項等

を用いて一次判定の修正・確定及び二次判定を行う。  

以上が原則であるが、「簡単な調理」における「介助されていない」状態や「実際に行われている

介助」が、対象者にとって不適切であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載

した上で、適切な介助の方法を選択する。不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる－

できない」といった個々の行為の能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども含

めて総合的に判断する。  

例えば、施設に入所している調査対象者について、三食とも施設内で作られた食事が提供されてい

る場合、当該対象者の「簡単な調理」については「炊飯」についてのより頻回に見られる状況や日頃

の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられるが、認定調査員が、調査対象者の能力、生活環

境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適切な状況にあると判断する場合には、その理由

を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択する。  

また、同様に、在宅の調査対象者の食事を家族等が一括して調理している機会が多い場合は、「炊

飯」についてのより頻回に見られる状況や日頃の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられる

が、認定調査員が、調査対象者の能力、生活環境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適
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切な状況にあると判断する場合には、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択

する。  

 

 

問２１  

 特記事項には、各調査項目の定義や選択肢の選択基準に定められている内容以外の情報について記

載してはいけないのか。記載する場合、どこに記載するのか。  

 

（答）認定調査員テキスト 18～19ページ、22,23,25,27,28,157ページ参照  

記載内容が選択肢の選択基準に含まれていないことであっても、介護の手間に関係する内容があれ

ば、特記事項に記載することが重要である。  

また、何らかの理由により、実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、「能力」、「介助の方

法」、「有無（麻痺等・拘縮及び BPSD関連）」のいずれの基本調査項目にも当該介護の手間に対応した

項目が設定されていないために、実際に発生している介護の手間を基本調査項目の選択肢の選択によ

って反映することができない場合は、基本調査項目の中で、もっとも類似する又は関連する調査項目

の特記事項や、障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）及び認知症高齢者の日常生活自立度にお

ける特記事項に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する。  

介護認定審査会はこれらの特記事項等を用いて二次判定（介護の手間にかかる審査判定）を行う。   
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した上で、適切な介助の方法を選択する。不適切な状況にあると判断された場合は、単に「できる－

できない」といった個々の行為の能力のみで評価せず、生活環境や本人の置かれている状態なども含

めて総合的に判断する。  

例えば、施設に入所している調査対象者について、三食とも施設内で作られた食事が提供されてい

る場合、当該対象者の「簡単な調理」については「炊飯」についてのより頻回に見られる状況や日頃

の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられるが、認定調査員が、調査対象者の能力、生活環

境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適切な状況にあると判断する場合には、その理由

を特記事項に記載した上で、適切な介助の方法を選択する。  

また、同様に、在宅の調査対象者の食事を家族等が一括して調理している機会が多い場合は、「炊

飯」についてのより頻回に見られる状況や日頃の状況から「全介助」となる場合が多いと考えられる

が、認定調査員が、調査対象者の能力、生活環境及び本人の置かれている状態などから総合的に不適
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２ 要介護認定質問受付窓口に寄せられる質問 
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２ 要介護認定質問受付窓口に寄せられる質問 
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【参考】（「令和２年度 厚生労働省認定調査員能力向上研修資料」より） 
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３ 認定調査員向けｅラーニングの紹介 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
本本シシスステテムムでで提提供供さされれるる「「認認定定調調査査員員向向けけ講講座座」」ににはは、、以以下下３３つつのの教教材材がが収収録録さされれてていいまますす。。  

全国テスト 

（全 30問） 

本システムを利用するにあたり、調査員一人ひとりが現在の理解度を把握

するために最初に受けていただくテストです。 

※ 全国テスト受験後、学習教材や問題集の利用が可能となります。 

 

動画教材 「認定調査員テキスト 2009改訂版」の内容を解説した動画教材です。 

認定調査の基本的な考え方（要介護認定と認定調査の考え方・基本調査と

特記事項） 

と３つの評価軸（能力で評価する調査項目・介助の方法で評価する調査項

目・有無で評価する調査項目）、平成 27 年度重点講座の６種類が収録され

ています。 

 

問題集 認定調査の基本的な考え方や、各調査項目の定義について学習するための

問題集です。 

 

 

 

＜＜認認定定調調査査員員向向けけｅｅララーーニニンンググととはは＞＞  

認定調査員向けｅラーニングは、厚生労働省がインターネット上で提供する認定調査員の

ための自己学習支援システムです。 

当システムで提供される「認定調査員向け講座」では、全国の調査員が同じ問題を解くこ

とで自身の理解度を把握する「全国テスト」と、動画を用いた「学習教材」、基本的な考え

方や各調査項目の定義について学習する「問題集」が収録されています。 

 職場や自宅のパソコンで個別に学習できます。 

 

 ＜利用するには＞ 

①受講者（認定調査員）は区市町村等から共通パスワード（申込パスワード）を入手します。 

②下記のアドレス（ＵＲＬ）にアクセスし、「厚生労働省要介護認定適正化事業」の「認定

調査員向けｅラーニング」をクリックし、「新 e ラーニングシステム受講申込」の「調査

員の方はこちら」をクリックし、指示に従い登録を行います。 

③登録後、要介護認定適正化事業事務局より受講用ＩＤとパスワードがメール送信されます。 

④ｅラーニングの受講は、「認定調査員向けｅラーニング」から「受講サイトログインペー

ジ」の「ログインページ」をクリックし、「認定調査員向け講座」をクリックし、ＩＤと

パスワードによりログインします。 

 

「厚生労働省要介護認定適正化事業」ホームページアドレス： 

http://www.nintei.net/ 
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４ 特定疾病について 

   申請者が４０歳以上６５歳未満の場合（第２号被保険者）は、要介護状態又は要支援

状態となった原因である身体上又は精神上の生活機能低下が政令で定められた１６疾病

「特定疾病」によることが認定の要件となっています。 
（根拠：介護保険法第７条第３項、第４項） 
 

 ○政令で定める疾病（介護保険法施行令第２条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○第２号被保険者の審査判定（根拠：介護認定審査会運営要綱） 

 
 
 
介護認定審査会では、第２号被保険者の場

合、判定に入る前に、主治医意見書に記入さ

れた診断名や記載されている内容に基づき、

施行令第９条に規定する特定疾病によって生

じている障害（生活機能低下）を原因として

要介護状態又は要支援状態となっていること

を確認します。 
 
 
 
 
 
 

【特定疾病】 
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として、令第２条に定める１６疾病をいう。 

① がん（医師が一般に認められている医

学的知見に基づき回復の見込みがない状態

に至ったと判断したものに限る。） 
② 関節リウマチ 
③ 筋萎縮性側索硬化症 
④ 後縦靭帯骨化症 
⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症 
⑥ 初老期における認知症（法第５条の２

に規定されている認知症をいう。） 
⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

性症及びパーキンソン病 

⑧ 脊髄小脳変性症 
⑨ 脊柱管狭窄症 
⑩ 早老症 
⑪ 多系統萎縮症 
⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖

尿病性網膜症 
⑬ 脳血管疾患 
⑭ 閉塞性動脈硬化症 
⑮ 慢性閉塞性肺疾患 
⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形

を伴う変形性関節症 
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とで自身の理解度を把握する「全国テスト」と、動画を用いた「学習教材」、基本的な考え

方や各調査項目の定義について学習する「問題集」が収録されています。 

 職場や自宅のパソコンで個別に学習できます。 

 

 ＜利用するには＞ 

①受講者（認定調査員）は区市町村等から共通パスワード（申込パスワード）を入手します。 

②下記のアドレス（ＵＲＬ）にアクセスし、「厚生労働省要介護認定適正化事業」の「認定

調査員向けｅラーニング」をクリックし、「新 e ラーニングシステム受講申込」の「調査

員の方はこちら」をクリックし、指示に従い登録を行います。 

③登録後、要介護認定適正化事業事務局より受講用ＩＤとパスワードがメール送信されます。 

④ｅラーニングの受講は、「認定調査員向けｅラーニング」から「受講サイトログインペー

ジ」の「ログインページ」をクリックし、「認定調査員向け講座」をクリックし、ＩＤと

パスワードによりログインします。 

 

「厚生労働省要介護認定適正化事業」ホームページアドレス： 

http://www.nintei.net/ 
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○特定疾病について 
 【主治医意見書記入の手引き※】 
※ 要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾

病にかかる診断基準」について（平成 21年９月 30日 老老発第 0930第 2号 厚生労働省老

健局老人保健課長通知） 
特定疾病の症候・所見のポイント 

  疾病名 症候・所見 

1 がん 

(がん末期) 

以下のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、かつ、治癒を目的とした治療に反

応せず、進行性かつ治癒困難な状態(注)にあるもの。 

① 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの 

② 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に

腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間的間隔を置いた同一の検査(画像診査など)等で進行

性の性質を示すもの。 

注) ここでいう治癒困難な状態とは、概ね 6月間程度で死が訪れると判断される場合を指す。

なお、現に抗がん剤等による治療が行われている場合であっても、症状緩和等、直接治癒を目

的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるものとする。 

2 関節リウマチ 指の小関節から股・膝のような大関節まであらゆる関節に炎症が起こり、疼痛・機能障害が出

現する。とくに未明から早朝に痛みとこわばりが強い。筋、腱にも影響し筋力低下や動作緩慢

が顕著になる。 

3 筋萎縮性側索硬

化症 

筋萎縮・筋力低下、球麻痺、筋肉の線維束性収縮、錐体路症状を認める。それに反して感覚

障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、褥瘡は原則として末期まで認めない。 

4 後縦靭帯骨化症 靭帯の骨化は頚椎に最も多く、頚髄の圧迫では手足のしびれ感、運動障害、腱反射亢進、病

的反射出現等の痙性四肢麻痺となる。胸髄圧迫では上肢は異常なく、下肢の痙性対麻痺とな

る。 

5 骨折を伴う骨粗鬆

症 

脊椎圧迫骨折…腰背部痛を伴う脊柱の変形が特徴的である。軽微な外傷後もしくは誘因なく

急性の腰痛を生じ寝たきりになることが多い。 

大腿骨頚部骨折・転子部骨折…転倒等の後に、大転子部の痛みを訴え起立不能となる。膝の

痛みを訴える場合もある。転位の少ない頚部骨折の場合、歩行可能な場合もある。 

6 初老期における認

知症(アルツハイ

マー病、血管性認

知症、レビー小体

病等) 

アルツハイマー病…初期の主症状は、記憶障害である。また、意欲の低下、物事の整理整頓

が困難となり、時間に関する見当識障害がみられる。中期には、記憶の保持が短くなり、薬を

飲んだことを忘れたり、同じ物を何回も買ってくるようになる。後期には、自分の名前を忘れた

り、トイレがわからなくなったり、部屋に放尿するようになる。また失禁状態に陥る。薬物治療で

進行の遅延効果が得られる場合がある。 

血管性認知症…初発症状として物忘れで始まることが多い。深部腱反射の亢進、足底反射、

仮性球麻痺、歩行異常等の局所神経徴候を伴いやすい。一般に、記憶障害はかなりあって

も、判断力は保持されており、人格の崩壊は認められない。 

レビー小体病…進行性の認知症。リアルな幻視体験が特徴。パーキンソン症状が先行する事

もあり、薬物治療で効果が得られる場合がある。 

7 進行性核上性麻

痺、大脳皮質基底

核変性症及びパ

ーキンソン病(パー

キンソン病関連疾

患) 

臨床的に、これら三疾患にはパーキンソン症状が共通に認められる。すなわち、筋肉のこわ

ばり(筋固縮)、ふるえ(振戦)、動作緩慢(無動)、突進現象(姿勢反射障害)などのうちのいくつか

を認めるものである。 

① パーキンソン病は、パーキンソン症状を中心とし、薬剤などの治療効果が高いものが多い 

② 進行性核上性麻痺は、異常な姿勢(頚部を後屈させ、顎が上がる)や、垂直方向の眼球運

動障害(下方を見にくい)といった多彩な症状を示す 

③ 大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン症状と大脳皮質症状(手が思うように使えないな

ど)が同時にみられる 

など、症状や病状の進行に差が見られる。①振戦 ②筋強剛(固縮) ③動作緩慢 ④姿勢反射

障害 ⑤その他の症状(自律神経障害、突進現象、歩行障害、精神症状等) 

8 脊髄小脳変性症 初発症状は歩行のふらつき(歩行失調)が多い。非常にゆっくりと進行。病型により筋萎縮や不

随意運動、自律神経症状等で始まる。最終的には能動的座位が不可能となり、寝たきり状態と

なる。 
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9 脊柱管狭窄症 腰部脊柱管狭窄症…腰痛、下肢痛、間欠性跛行を主訴とする。 

頚部脊柱管狭窄症…両側の手足のしびれで発症するものが多い。手足のしびれ感、腱反射亢

進、病的反射出現等の痙性四肢麻痺を呈する。 

10 早老症(ウェルナ

ー症候群等) 

若年者で老人性顔貌、白髪、毛髪の脱落とともに肥満の割に四肢が細い。若年性白内障、

皮膚の萎縮と角化、足部皮膚潰瘍、四肢の筋肉・脂肪組織・骨の萎縮、血管・軟部組織の石炭

化、性腺機能低下症、糖尿病、髄膜腫等を認める。 

11 多系統萎縮症 多系統萎縮症(MSA)は臨床的に、①起立性低血圧、排尿障害、発汗低下など自律神経症状、

②筋肉のこわばり、ふるえ、動作緩慢、小刻み歩行などパーキンソン症状、③立位や歩行時の

ふらつき、呂律が回らない、字がうまく書けないなどの小脳症状、を様々な程度に組み合わせ

て呈する疾患である。 

自律神経症状が強いものを「シャイ・ドレーガー症候群」、パーキンソン症状が強いもの―を「線

条体黒質変性症」、小脳症状が強いものを「オリーブ橋小脳萎縮症」とする。MRIなど画像検査

が診断に有効である。パーキンソン病や小脳萎縮症に比して、やや進行が早い傾向がある。 

12 糖尿病性神経障

害、糖尿病性腎症

及び糖尿病性網

膜症 

糖尿病性腎症…糖尿病の罹病期間が長い。糖尿病に伴う蛋白尿を呈する。また、高血圧と浮

腫を伴う腎機能障害を認める。 

糖尿病性網膜症…主な症候は視力低下。末期まで視力が保たれることもあり、自覚症によると

手遅れになりやすい。 

糖尿病性神経障害…下肢のしびれ、痛み等を認める。 

13 脳血管疾患(脳出

血、脳梗塞等) 

脳出血…発症状況と経過は一般に頭痛、悪心、嘔吐をもって始まり、しだいに意識障害が進

み、昏睡状態になる。半身の片麻痺を起こすことが多く、感覚障害、失語症、失認、失行、視野

障害等が見られる。 

脳梗塞…発症状況と経過は、アテローム血栓症脳梗塞やラクナ梗塞では、夜間安静時に発症

し起床時に気が付かれ、症状が徐々に完成することが多く、心原性脳塞栓症では、日中活動

時に突発的に発症して症状が完成することが多い。 

注) 高次脳機能障害については、言語・思考・記憶・行為・学習・注意障害等が生じ、社会生活

をさまたげることが多いが、外見からは分かりにくく、注意が必要である。 

14 閉塞性動脈硬化

症 

問診で閉塞病変に由来する症状―下肢冷感、しびれ感、安静時痛、壊死等があるかどうか聞

く。視診により下肢の皮膚色調、潰瘍、壊死の有無をチェックする。触診ですべての下肢動脈

の拍動の有無を調べる。 

15 慢性閉塞性肺疾

患(肺気腫、慢性

気管支炎、気管支

喘息、びまん性汎

細気管支炎) 

肺気腫…ほとんどが喫煙者で、男性に多い。体動時呼吸困難が特徴的であるが、出現するの

はある程度病変が進行してからである。咳、痰を訴えることもある。 

慢性気管支炎…喫煙者に多く、慢性の咳、痰を認める。体動時呼吸困難は、感染による急性

増悪時には認めるが、通常は軽度である。身体所見では、やや肥満傾向を示す人が多いとい

われる。 

気管支喘息…発作性の呼吸困難、喘鳴、咳(特に夜間・早朝)が、症状がない時期をはさんで反

復する。気道閉塞が自然に、または治療により改善し、気流制限は可逆的である。その他、気

道過敏症を示す。 

びまん性汎細気管支炎…呼吸細気管支領域にびまん性炎症により、強い呼吸障害をきたす。

初期には肺炎球菌、インフルエンザ桿菌等が感染菌となりやすく、痰、咳、喘鳴を呈し、長引く

と菌交代現象を起こし、緑膿菌感染になり重症化しやすい。 

16 両側の膝関節ま

たは股関節の著し

い変形を伴う変形

性関節症 

初期の場合は、歩行し始めの痛みのみであるが、次第に、荷重時痛が増え、関節可動域制限

が出現してくる。 

(東京都医師会：介護保険における特定疾病診断の手引き．東京都医師会雑誌，51(9)：1763―1821，1999を一部改変) 
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○特定疾病について 
 【主治医意見書記入の手引き※】 
※ 要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾

病にかかる診断基準」について（平成 21年９月 30日 老老発第 0930第 2号 厚生労働省老

健局老人保健課長通知） 
特定疾病の症候・所見のポイント 

  疾病名 症候・所見 

1 がん 

(がん末期) 

以下のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、かつ、治癒を目的とした治療に反

応せず、進行性かつ治癒困難な状態(注)にあるもの。 

① 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの 

② 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に

腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間的間隔を置いた同一の検査(画像診査など)等で進行

性の性質を示すもの。 

注) ここでいう治癒困難な状態とは、概ね 6月間程度で死が訪れると判断される場合を指す。

なお、現に抗がん剤等による治療が行われている場合であっても、症状緩和等、直接治癒を目

的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるものとする。 

2 関節リウマチ 指の小関節から股・膝のような大関節まであらゆる関節に炎症が起こり、疼痛・機能障害が出

現する。とくに未明から早朝に痛みとこわばりが強い。筋、腱にも影響し筋力低下や動作緩慢

が顕著になる。 

3 筋萎縮性側索硬

化症 

筋萎縮・筋力低下、球麻痺、筋肉の線維束性収縮、錐体路症状を認める。それに反して感覚

障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、褥瘡は原則として末期まで認めない。 

4 後縦靭帯骨化症 靭帯の骨化は頚椎に最も多く、頚髄の圧迫では手足のしびれ感、運動障害、腱反射亢進、病

的反射出現等の痙性四肢麻痺となる。胸髄圧迫では上肢は異常なく、下肢の痙性対麻痺とな

る。 

5 骨折を伴う骨粗鬆

症 

脊椎圧迫骨折…腰背部痛を伴う脊柱の変形が特徴的である。軽微な外傷後もしくは誘因なく

急性の腰痛を生じ寝たきりになることが多い。 

大腿骨頚部骨折・転子部骨折…転倒等の後に、大転子部の痛みを訴え起立不能となる。膝の

痛みを訴える場合もある。転位の少ない頚部骨折の場合、歩行可能な場合もある。 

6 初老期における認

知症(アルツハイ

マー病、血管性認

知症、レビー小体

病等) 

アルツハイマー病…初期の主症状は、記憶障害である。また、意欲の低下、物事の整理整頓

が困難となり、時間に関する見当識障害がみられる。中期には、記憶の保持が短くなり、薬を

飲んだことを忘れたり、同じ物を何回も買ってくるようになる。後期には、自分の名前を忘れた

り、トイレがわからなくなったり、部屋に放尿するようになる。また失禁状態に陥る。薬物治療で

進行の遅延効果が得られる場合がある。 

血管性認知症…初発症状として物忘れで始まることが多い。深部腱反射の亢進、足底反射、

仮性球麻痺、歩行異常等の局所神経徴候を伴いやすい。一般に、記憶障害はかなりあって

も、判断力は保持されており、人格の崩壊は認められない。 

レビー小体病…進行性の認知症。リアルな幻視体験が特徴。パーキンソン症状が先行する事

もあり、薬物治療で効果が得られる場合がある。 

7 進行性核上性麻

痺、大脳皮質基底

核変性症及びパ

ーキンソン病(パー

キンソン病関連疾

患) 

臨床的に、これら三疾患にはパーキンソン症状が共通に認められる。すなわち、筋肉のこわ

ばり(筋固縮)、ふるえ(振戦)、動作緩慢(無動)、突進現象(姿勢反射障害)などのうちのいくつか

を認めるものである。 

① パーキンソン病は、パーキンソン症状を中心とし、薬剤などの治療効果が高いものが多い 

② 進行性核上性麻痺は、異常な姿勢(頚部を後屈させ、顎が上がる)や、垂直方向の眼球運

動障害(下方を見にくい)といった多彩な症状を示す 

③ 大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン症状と大脳皮質症状(手が思うように使えないな

ど)が同時にみられる 

など、症状や病状の進行に差が見られる。①振戦 ②筋強剛(固縮) ③動作緩慢 ④姿勢反射

障害 ⑤その他の症状(自律神経障害、突進現象、歩行障害、精神症状等) 

8 脊髄小脳変性症 初発症状は歩行のふらつき(歩行失調)が多い。非常にゆっくりと進行。病型により筋萎縮や不

随意運動、自律神経症状等で始まる。最終的には能動的座位が不可能となり、寝たきり状態と

なる。 
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５５  障障害害高高齢齢者者のの日日常常生生活活自自立立度度（（寝寝たたききりり度度））ののポポイインントト  

「認定調査票記入の手引き」厚生労働省老人保健課長・平成21年9月30日付老老発第0930第2号を参照  

○ 全く障害等を有しないものについては、自立に○をつける。 
○ 判定に際しては、「～することができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に｢移動｣に関する状態像に

着目する。 
○ 一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。 
○ 日頃の状況で選択した場合は具体的な内容を「特記事項」に記入する。 
○ 補装具、自助具、杖、歩行器、車椅子等を使用している状態で判定して差し支えない。                            
 ランク 生活の場の制限 身体状態の障害等 介護の状況・行動の例 

生 

活 

自 

立 

Ｊ1 

交通機関を利用し

て外出する。 

 

 

隣近所へなら外出

する。 

 何らかの身体障害等

を有するが、日常生活は

ほぼ自立し1人で外出す

る。 

バス、電車等の公共の交通機関を利用して積極

的にまた、かなり遠くまで外出する。 

Ｊ2 
隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内

の距離程度の範囲までなら外出する。 

準 

寝 

た 

き 

り 

Ａ1 

介助により外出し、

日中はほとんどベ

ッドから離れて生

活している。 

 

 

外出の頻度が少な

く、日中も寝たり起

きたりの生活をし

ている。 

食事、排泄、着替えに

関しては概ね自分で行

い、留守番等をするが、

近所に外出するときは

介護者の援助を必要と

する。 

 

寝たり起きたりしているが、日中時間帯もベッ

ドから離れている時間が長く、介護者がいればそ

の介助のもと、比較的多く外出する。 

Ａ2 

日中時間帯、寝たり起きたりの状態にあるもの

のベッドから離れている時間の方が長いが、介護

者がいてもまれにしか外出しない。 

寝 

た 

き 

り 

Ｂ1 
車いすに移乗し、食

事、排泄はベッドか

ら離れて行う 

 

 

介助により車いす

に移乗する 

日常生活活動のうち、

食事、排泄、着替えのい

ずれかにおいては、部分

的に介護者の援助を必

要とし、１日の大半をベ

ッドの上で過ごす。 

夜間のみおむつをつ

ける場合には、介助を要

するものとはみなさな

い。 

介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッド

から離れて行う。 

Ｂ2 
 介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄

に関しても、介護者の援助を必要とする。 

Ｃ1 
自力で寝返りをう

つ 

 

 

 

 

自力では寝返りをう

てない 

 日常生活活動の食事、

排泄、着替のいずれにお

いても介護者の援助を

全面的に必要とし、１日

中ベッドの上で過ごす。 

 

 

 

 

 

 

 

ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返

りを打ち体位を変える。 

Ｃ2 
自力で、寝返りをうつこともなく、ベッド上で

常時臥床している。 
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６６  認認知知症症高高齢齢者者のの日日常常生生活活自自立立度度ののポポイインントト    

「認定調査票記入の手引き」「主治医意見書記入の手引き」平成21年9月30日付老老発第0930第2号を参照 

○ 全く認知症を有しないものについては、自立に○をつける。 

○ 全く意思疎通ができず、認知症の有無が確認できない場合、Mと判断する。 

ランク 判断基準 見られる症状・行動の例 
判断にあたっての留意事項及び 

提供されるサービスの例 

Ⅰ 

何らかの認知症状を有

するが、日常生活は家庭

内及び社会的にほぼ自

立している。 

 

一人暮らしも可能である。相談、指導等を

実施することにより、症状の改善や進行の阻

止を図る。 

Ⅱ 

日常生活に支障を来た

すような症状・行動や意

思疎通の困難さが多少

見られても、誰かが注意

していれば自立できる。 

 

在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困

難な場合もあるので、日中の居宅サービスを

利用することにより、在宅生活の支援と症状

の改善及び進行の阻止を図る。 
Ⅱa 

家庭外で上記Ⅱの状態

がみられる。 

たびたび道に迷うとか、買物

や事務、金銭管理などそれまで

できたことにミスが目立つ等 

Ⅱb 
家庭内でも上記Ⅱの状

態がみられる。 

服薬管理ができない、電話

の応対や訪問者との対応など

一人で留守番ができない等 

Ⅲ 

日常生活に支障を来た

すような症状・行動や意

思疎通の困難さが見ら

れ、介護を必要とする。 

 
日常生活に支障を来たすような行動や意思

疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介

護が必要となる状態である。「ときどき」とは

どのくらいの頻度を指すかについては、症

状・行動の種類等により異なるので一概には

決められないが、一時も目を離せない状態で

はない。 

在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困

難であるので、夜間の利用も含めた居宅サー

ビスを利用しこれらのサービスを組み合わせ

ることによる在宅での対応を図る。 

Ⅲa 
日中を中心として上記

Ⅲの状態がみられる。 

着替え、食事、排便、排尿

が上手にできない、時間がか

かる。やたらに物を拾い集め

る、徘徊、失禁、大声・奇声

をあげる、火の不始末、不潔

行為、性的異常行為等 

Ⅲb 
夜間を中心として上記

Ⅲの状態がみられる。 
ランクⅢaに同じ。 

Ⅳ 

日常生活に支障を来た

すような症状・行動や

意思疎通の困難さが頻

繁にみられ、常に介護

を必要とする。 

ランクⅢに応じ 

常に目を離せない状態である。症状・行動

はランクⅢと同じであるが、頻度の違いによ

り区分される。家族の介護力等の在宅基盤の

強弱により居宅サービスを利用しながら在宅

生活を続けるか、または特別養護老人ホー

ム・老人保健施設等の施設サービスを利用す

るかを選択する。施設サービスを選択する場

合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 

Ｍ 

著しい精神症状や周辺

症状あるいは重篤な身

体疾患が見られ専門医

療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・

他害等の精神症状や精神症状

に起因する問題行動が継続す

る状態等 

ランクⅠ～Ⅳと判定された高齢者が、精神

病院や認知症専門棟を有する老人保健施設等

での治療が必要となったり、重篤な身体疾患

が見られ老人病院等での治療が必要となった

状態である。専門医療機関を受診するよう勧

める必要がある。 
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５５  障障害害高高齢齢者者のの日日常常生生活活自自立立度度（（寝寝たたききりり度度））ののポポイインントト  

「認定調査票記入の手引き」厚生労働省老人保健課長・平成21年9月30日付老老発第0930第2号を参照  

○ 全く障害等を有しないものについては、自立に○をつける。 
○ 判定に際しては、「～することができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に｢移動｣に関する状態像に

着目する。 
○ 一定期間（調査日より概ね過去１週間）の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。 
○ 日頃の状況で選択した場合は具体的な内容を「特記事項」に記入する。 
○ 補装具、自助具、杖、歩行器、車椅子等を使用している状態で判定して差し支えない。                            
 ランク 生活の場の制限 身体状態の障害等 介護の状況・行動の例 

生 

活 

自 

立 

Ｊ1 

交通機関を利用し

て外出する。 

 

 

隣近所へなら外出

する。 

 何らかの身体障害等

を有するが、日常生活は

ほぼ自立し1人で外出す

る。 

バス、電車等の公共の交通機関を利用して積極

的にまた、かなり遠くまで外出する。 

Ｊ2 
隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内

の距離程度の範囲までなら外出する。 

準 

寝 

た 

き 

り 

Ａ1 

介助により外出し、

日中はほとんどベ

ッドから離れて生

活している。 

 

 

外出の頻度が少な

く、日中も寝たり起

きたりの生活をし

ている。 

食事、排泄、着替えに

関しては概ね自分で行

い、留守番等をするが、

近所に外出するときは

介護者の援助を必要と

する。 

 

寝たり起きたりしているが、日中時間帯もベッ

ドから離れている時間が長く、介護者がいればそ

の介助のもと、比較的多く外出する。 

Ａ2 

日中時間帯、寝たり起きたりの状態にあるもの

のベッドから離れている時間の方が長いが、介護

者がいてもまれにしか外出しない。 

寝 

た 

き 

り 

Ｂ1 
車いすに移乗し、食

事、排泄はベッドか

ら離れて行う 

 

 

介助により車いす

に移乗する 

日常生活活動のうち、

食事、排泄、着替えのい

ずれかにおいては、部分

的に介護者の援助を必

要とし、１日の大半をベ

ッドの上で過ごす。 

夜間のみおむつをつ

ける場合には、介助を要

するものとはみなさな

い。 

介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッド

から離れて行う。 

Ｂ2 
 介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄

に関しても、介護者の援助を必要とする。 

Ｃ1 
自力で寝返りをう

つ 

 

 

 

 

自力では寝返りをう

てない 

 日常生活活動の食事、

排泄、着替のいずれにお

いても介護者の援助を

全面的に必要とし、１日

中ベッドの上で過ごす。 

 

 

 

 

 

 

 

ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返

りを打ち体位を変える。 

Ｃ2 
自力で、寝返りをうつこともなく、ベッド上で

常時臥床している。 
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